
   
 
 

第 ６ 回 
 

那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会 
 

会 議 資 料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合 併 協 議 の ５ か 条 
 

１．他町の行政内容を批判しないようにしましょう。 
２．お互いの立場を充分尊重しましょう。 
３．コミュニケーションを大切にしましょう。 
４．先人に感謝し、５町の歴史文化に敬意を払いましょう。 
５．将来を見据え、勇気をもって合併問題に取り組み 
ましょう。 

 
 
 
 
 
 
   

日 時 ： 平成１６年８月２６日（木） 午後１時３０分から 
場 所 ： 粉河ふるさとセンター １階 小ホール 

 



会  議  次  第 
 
 
１．開  会 
 
２．会 長 挨 拶 
 
３．会議録署名委員の指名 
 
４．議  事 
（１）報告事項 
  報告第２２号 新市の事務所の位置等検討小委員会での協議状況について・・P2 
報告第２３号 新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会の協議結果報告 

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3 
  報告第２４号 新市建設計画策定検討小委員会での協議状況について・・・・P4 
   
（２）協議事項 
  協議第４号の１ 新市の名称について・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5 
  協議第６号の１ 新市の議会議員の定数及び任期の取扱いについて・・・・・P6 
   協議第１８号の１ 国民健康保険事業の取扱いについて・・・・・・・・・・P8 
   協議第１９号の１ 介護保険事業の取扱いについて・・・・・・・・・・・・P9 
   協議第２０号の１ 消防団の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・P10 
   協議第２１号の１ 行政区の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・P11 
   協議第２２号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて・・・・・・P12 
   協議第２３号 一部事務組合等の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・P14 
   協議第２４号 公共的団体等の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・P18 
   協議第２５号 各種事務事業（広報広聴関係事業）の取扱いについて・・・・P25 
   協議第２６号 各種事務事業（防災関係事業）の取扱いについて・・・・・・P27 
   協議第２７号 各種事務事業（保育事業）の取扱いについて・・・・・・・・P31 
   協議第２８号 各種事務事業（高齢者福祉事業）の取扱いについて・・・・・P36 
   協議第２９号 各種事務事業（障害者福祉事業）の取扱いについて・・・・・P45 
   協議第３０号 各種事務事業（児童福祉事業）の取扱いについて・・・・・・P56 
   協議第３１号 各種事務事業（社会福祉事業）の取扱いについて・・・・・・P64 
   協議第３２号 各種事務事業（健康づくり事業）の取扱いについて・・・・・P70 
   協議第３３号 各種事務事業（交通・防犯）の取扱いについて・・・・・・・P75 
   協議第３４号 各種事務事業（人権施策）の取扱いについて・・・・・・・・P79 
 
５．次回協議会の開催について 
 
６．そ の 他 
 
７．閉  会 
 



報告第２２号  
 
 
 
 

新市の事務所の位置等検討小委員会での協議状況について 
                 
 
 
  新市の事務所の位置等検討小委員会での協議状況について、別紙のとおり報告する。 
 
 
 
      平成１６年８月２６日報告  
 
 
 

新市の事務所の位置等検討小委員会 
委 員 長  山 下 忠 男   

   



新市の事務所の位置等検討小委員会協議結果報告

（新市の名称について）

新市の事務所の位置等検討小委員会は、平成１６年３月３０日に開催されました第１

回那賀５町合併協議会におきまして 「新市の名称について」付託を受け、これまで４、

回の会議を重ね協議してまいりました。

４月９日に開催された第１回小委員会では、新市にふさわしい名称を那賀郡５町（打

田町、粉河町、那賀町、桃山町、貴志川町）に在住、在勤、在学している方を対象とし

た一般公募により募集し、応募作品の中から５点程度を選定のうえ、協議会へ提案する

ことに決定しました。

新市の名称の公募については、募集要項、選定基準等を審議・決定し、６月１日から

７月１５日の間で公募を行い、その結果、２，４１６件、６４３作品の応募がありまし

た。

公募締め切り後、小委員会の各委員は、応募された名称の中から選定基準に基づき、

それぞれ名称候補５作品以内を選定し、２０候補に絞られました。

８月１７日に開催された第５回小委員会において、絞られた２０候補の中から５作品

を選定する協議を行いました。その結果、選定委員数の多い順である紀の川市、紀の里

市、那賀市、紀北市、きのかわ市を選定することに決定し、協議会へ選定理由を付して

提案することを確認しました。

なお、表記の違う名称は応募者の意思を尊重し異なる名称として取り扱うこととしま

した。

また、懸賞贈呈者の決定方法等について協議し、名付け親大賞、名付け親賞、アイデ

ア賞の決定方法、各賞の決定時期、発表、贈呈についてそれぞれ確認しました。

以上の結果、那賀５町合併協議会から付託されました「新市の名称について」新市の

事務所の位置等検討小委員会での審議を終了しましたので、ここに報告します。

平成１６年８月２６日

新市の事務所の位置等検討小委員会

委 員 長 山 下 忠 男



新 市 の 名 称 候 補
〈選定数順〉

新市の名称 名称のふりがな 小委員会の各委員選定理由

◆紀の川は全国的に知られた一級河川であり「かわ」と
にごらずに読む川は少ないので。
◆市の中心を流れる母なる川となり、河川名は全国的に
も有名であるため。
◆紀の川の知名度が高い。
◆那賀郡５町とも、最も関係深い。
◆五町の中央に位置する紀ノ川は知名度が高く、なじみ
深い。

、 、◆紀の川市であれば ふる里の自然から命名したもので
誰もが親しみをおぼえられる地名であると思います。
◆全国に知られた名称。
◆紀北の名流「紀の川」は新市の東西を流れ、市民の水紀 の 川 市 きのかわし
源となっている。古来、水(川)を治める者が優れた民
政と言われてきた。母なる紀の川が東から西に流れる
如く、平和で豊かな市となることを祈念してこの名を
推薦します。
◆募集集計結果をふまえて。
◆５町は昔より紀ノ川から豊かな恵みを受け、また荒れ

、 、狂う紀ノ川をどう治めるか等 常に紀ノ川と向きあい
共に生きてきた。５町共通してかけがえのない雄大な
川であるから。字面もよい。
◆幅広く知られる紀伊の川。
◆紀の川を中心に発展するまち。
◆紀の川は、地域の中心を流れ、那賀５町にとってなじ
みが深く、全国的にも知名度が高い。
◆５町の中央を流れている紀の川、又なじみ深い。
◆全国的に知名度が高く、那賀５町にとって親しみやす
く、なじみやすい名前。

◆地元農協との関連から同一名を採用するのもいいの
では。
◆那賀５町のＪＡがこの名称を使うなど、親しみがあ
り、ソフトな感じを受けるため。
◆地域の特徴がイメージできる。
◆優しい印象を与え、地域の特徴を的確にとらえてい
る。
◆田園都市にふさわしい名称。紀 の 里 市 きのさとし
◆語感がやさしく、親しみがある。新市の山や田園風
景が目に浮かぶようで、ＪＡの名称とも重なり知名
度を広げることとなる。
◆名称から５町の歴史を感じさせる。また「癒し 「日」
本のふるさと」をイメージさせる。農業のまち(市)
として目下、日本国内に発進しており、名声にふさ
わしい。
◆紀の里に位置するまち。
◆「紀州の里」として耳ざわりの言い言葉であり、ふ
るさとを感じさす響きがいい。



新市の名称 名称のふりがな 小委員会の各委員選定理由

◆那賀郡は一つと言う形で今日まで進んで来た経過か
ら。
◆郡名を残す。
◆那賀は奈良時代からの地名であり、長い間親しんで
来た由緒ある地名を後世まで残したい。
◆住民が親しんできた名称。
◆那賀郡の５町が合併するのだから「那賀市」と呼ぶ那 賀 市 な が し
ことで違和感がなく、明解である。
◆今回那賀郡６町のうち５町までもが合併し、１つに
なる 「那賀郡」の「那賀」は昔より親しまれてきた。
重みのある名称であるから。
◆なれ言葉として。
◆那賀郡５町が市となるから。
◆那賀郡として長年親しんできた名前であり、那賀の
意味は、お祝いのめでたい国と言う意味でもある。

◆紀北地方の中心地であるので。
◆紀北地方の中心的位置となるため。
◆紀北地区の中心。
◆地理的に位置を示している。紀 北 市 き ほ く し
◆紀北の主要都市となることを願って。
◆紀州の北部に位置する那賀５町が、合併後に北部の
中心地となり発展を願う。

◆何となくさわやかな感じである。
◆紀ノ川は５町にとって母なる川である。また、ひらが
なであると誰もが書きやすい為。きのかわ市 きのかわし
◆ひらがな名は、やさしく、親しみやすい感じがする。
◆全国的に知名度の高い紀ノ川をひらがなによって、簡
単にわかりやすく、新鮮な感じもある。



新市の名称候補選定までの経過

新市の名称応募作品 ６４３点

新市の名称候補（２０点）第１次選定

（選定数順）

選 定 選 定名称候補 名称候補
委員数 委員数

16 1新市の事務所の位置等検討 紀の川市 かがやき市

12 1小委員会の各委員が１人５ 紀の里市 紀水市

11 1点以内で選定 那賀市 北紀州市

7 1紀北市 紀那市

5 1きのかわ市 きの川市

4 1なが市 紀の河市

3 1紀ノ川市 きのさと市

2 1２０点を選定 紀州市 紀の郷市

2 1紀の国市 東和歌山市

2 1粉河市 竜門市

最終選定

新市の事務所の位置等検討

小委員会による協議

新市の名称候補（５点）

５点を選定 （選定数順）

新市の名称 名称のふりがな

紀 の 川 市 きのかわし

紀 の 里 市 きのさとし

那 賀 市 な が し

紀 北 市 き ほ く し

きのかわ市 きのかわし



新市の名称募集集計結果

募　集　期　間 平成１６年６月１日 (火)　～　７月１５日(木)

1　応募状況

応　募　総　数 2,416件 応募のあった 643名称名称の数

内
訳
有効応募数 2,379件
無効応募数 37件 無効応募数の内訳 (単位:件)

無　効　理　由 件数
住所又は氏名の記載もれ 3
応募資格がないものからの応募 7
同一人物が同一名称を複数応募(1件は有効) 16
既に存在する市と同一表記のもの 2
漢字・ひらがな・カタカナ以外の表記 7
新市名称が記載もれのもの 2

計 37

2　町別応募状況
(単位：件、％)

町　名 応募数 構成比
打田町 548 23.0%
粉河町 577 24.3%
那賀町 322 13.5%
桃山町 243 10.2%
貴志川町 682 28.7%
５町以外 7 0.3%
合　計 2,379 100.0%

3　年代別応募数
(単位：件、％)

区　分 応募数 構成比
１０歳未満 36 1.5%
１０代 170 7.1%
２０代 129 5.4%
３０代 202 8.5%
４０代 280 11.8%
５０代 458 19.3%
６０代 609 25.6%

７０歳以上 464 19.5%
不明 31 1.3%
合　計 2,379 100.0%

町別応募状況

0.3%

23.0%

24.3%

13.5%

10.2%

28.7%

年代別応募数

8.5%

11.8%

19.3%

25.6%

19.5%
5.4%

7.1%
1.3% 1.5%



　　　　　　　　　　　　　　新市の名称候補一覧表（応募数順）

№ 新市の名称 名称のふりがな 応募数 № 新市の名称 名称のふりがな 応募数 № 新市の名称 名称のふりがな 応募数
1 紀の川市 きのかわし 322 114 那桃市 なとうし 2 227 紀郷市 きごうし 1
2 紀の里市 きのさとし 283 115 那和市 なわし 2 228 紀合市 きごうし 1
3 那賀市 ながし 204 116 花咲市 はなさきし 2 229 きこうなも市 きこうなもし 1
4 紀ノ川市 きのかわし 165 117 ビタミン市 びたみんし 2 230 紀国市 きこくし 1
5 紀北市 きほくし 122 118 ほがらか市 ほがらかし 2 231 紀五市 きごし 1
6 きのかわ市 きのかわし 81 119 ホタル市 ほたるし 2 232 紀伍市 きごし 1
7 なが市 ながし 48 120 ほんまもん市 ほんまもんし 2 233 紀郷市 きさとし 1
8 紀州市 きしゅうし 31 121 美空市 みそらし 2 234 紀里市 きさとし 1
9 東和歌山市 ひがしわかやまし 31 122 緑川市 みどりかわし 2 235 紀山市 きざんし 1
10 紀の国市 きのくにし 30 123 むっくん市 むっくんし 2 236 騎市 きし 1
11 紀州富士市 きしゅうふじし 25 124 桃里市 ももさとし 2 237 紀志河市 きしがわし 1
12 粉河市 こかわし 23 125 桃山市 ももやまし 2 238 紀志川市 きしがわし 1
13 きのさと市 きのさとし 20 126 豊市 ゆたかし 2 239 貴志市 きしし 1
14 紀泉市 きせんし 13 127 わかな市 わかなし 2 240 紀州葵市 きしゅうあおいし 1
15 紀の郷市 きのさとし 13 128 和紀市 わきし 2 241 紀州あけぼの市 1
16 龍門市 りゅうもんし 13 129 和那市 わなし 2 242 紀州いこら市 きしゅういこらし 1
17 北紀州市 きたきしゅうし 12 130 和北市 わほくし 2 243 紀州北市 きしゅうきたし 1
18 紀那市 きなし 12 131 愛生市 あいうし 1 244 紀州紀北市 きしゅうきほくし 1
19 紀ノ里市 きのさとし 11 132 愛紀市 あいきし 1 245 紀州幸福市 1
20 紀和市 きわし 11 133 あいらぶ市 あいらぶし 1 246 貴州市 1
21 竜門市 りゅうもんし 11 134 葵市 あおいし 1 247 紀州ナガ市 きしゅうながし 1
22 五紀市 いつきし 10 135 青紀市 あおきし 1 248 紀州なが市 きしゅうながし 1
23 紀之川市 きのかわし 10 136 明楽市 あからくし 1 249 紀州木の国市 1
24 フルーツ市 ふるーつし 10 137 あがら市 あがらし 1 250 紀州未来市 きしゅうみらいし 1
25 みどり市 みどりし 9 138 明るい市 あかるいし 1 251 紀秀市 きしゅし 1
26 紀水市 きすいし 8 139 安貴粉那打市 あきこなうし 1 252 紀州若葉市 1
27 きの川市 きのかわし 8 140 あきなう粉河市 1 253 紀水郷市 きすいきょうし 1
28 青洲市　 せいしゅうし 8 141 あさひ市 あさひし 1 254 絆市 きずなし 1
29 那五市 なごし 8 142 あさ日市 1 255 紀星市 きせいし 1
30 めっけもん市 めっけもんし 8 143 朝美市 あさびし 1 256 紀生市 きせいし 1
31 紀伊那賀市 きいながし 7 144 あさもよ市 あさもよし 1 257 紀勢市 1
32 新那賀市 しんながし 7 145 あたたまり市 あたたまりし 1 258 紀川郷市 きせんきょうし 1
33 清流市 せいりゅうし 7 146 新市 あたらし 1 259 紀泉ぐりーむ市 きせんぐりーむし 1
34 華岡市 はなおかし 7 147 彩紀市 あやきし 1 260 紀泉グリーン市 きせんぐりーんし 1
35 打田市 うちたし 6 148 あゆ川市 あゆかわし 1 261 紀仙市 きせんし 1
36 紀伊国分寺市 きいこくぶんじし 6 149 新華未市 あらかみし 1 262 紀泉フルーツ市 きせんふるーつし 1
37 紀乃川市 きのかわし 6 150 あらかわ市 あらかわし 1 263 紀泉リバーサイド市 きせんりばーさいどし 1
38 きのくに市 きのくにし 6 151 新た市 あらたし 1 264 紀田果市 きたかし 1
39 紀ノ国市 きのくにし 6 152 ありがとう市 ありがとうし 1 265 北紀伊市 きたきいし 1
40 紀北中央市 きほくちゅうおうし 6 153 ありがと市 ありがとし 1 266 北きのくに市 きたきのくにし 1
41 五町市 ごちょうし 6 154 飯盛市 いいもりし 1 267 北紀の国市 きたきのくにし 1
42 紀の川中央市 きのかわちゅうおうし 5 155 いきいき市 いきいきし 1 268 紀田市 きたし 1
43 きほく市 きほくし 5 156 意思市 いしし 1 269 北部市 きたべし 1
44 美紀市 みきし 5 157 五沿川市 いそかわし 1 270 北和歌山市 きたわかやまし 1
45 紀伊市 きいし 4 158 五致五市 いちごし 1 271 紀中市 きちゅうし 1
46 紀市 きし 4 159 苺市 いちごし 1 272 キティ市 きてぃし 1
47 紀州紀の川市 きしゅうきのかわし 4 160 五街道市 いつかいどうし 1 273 貴桃市 きとうし 1
48 紀州那賀市 きしゅうながし 4 161 五町市 いつかまちし 1 274 貴桃那粉打市 きとうなこだし 1
49 紀川市 きせんし 4 162 五輝市 いつきし 1 275 紀雅市 きながし 1
50 紀の北市 きのきたし 4 163 伍紀市 いつきし 1 276 紀那賀市 きながし 1
51 紀乃里市 きのさとし 4 164 いつな市 いつなし 1 277 貴那粉桃打市 きなこもちし 1
52 紀流市 きりゅうし 4 165 五光市 いつひかりし 1 278 紀那圃市 きなほし 1
53 くだもの市 くだものし 4 166 五町市 いつまし 1 279 紀那美市 きなみし 1
54 那賀中央市 ながちゅうおうし 4 167 いつみ市 いつみし 1 280 紀の果市 きのかし 1
55 なかよ市 なかよし 4 168 五那賀市 いなかし 1 281 紀の川郷市 きのかわきょうし 1
56 未来市 みらいし 4 169 五那賀市 いながし 1 282 紀の川五町市 きのかわごちょうし 1
57 五輪市 いつわし 3 170 五那郷市 いなざとし 1 283 紀ノ果和市 きのかわし 1
58 五和市 いつわし 3 171 ウエルカム市 うえるかむし 1 284 紀之果和市 きのかわし 1
59 果宝市 かほうし 3 172 ヴォイス市 う゛ぉいすし 1 285 木野川市 きのかわし 1
60 紀伊富士市 きいふじし 3 173 うこなもき市 うこなもきし 1 286 紀ノ川泉竜市 きのかわせんりゅうし 1
61 貴志川市 きしがわし 3 174 歌市 うたし 1 287 きのかわ中央市 きのかわちゅうおうし 1
62 紀桃市 きとうし 3 175 うちきなももこ市 うちきなももこし 1 288 きのかわフルーツ市 きのかわふるーつし 1
63 紀乃国市 きのくにし 3 176 打田町市 うちたまちし 1 289 紀ノ川フルーツ市 きのかわふるーつし 1
64 紀ノ郷市 きのさとし 3 177 美く市 うつくし 1 290 紀の川ふる里市 きのかわふるさとし 1
65 紀宝市 きほうし 3 178 美市 うつくし 1 291 紀の川まんなか市 きのかわまんなかし 1
66 紀望市 きぼうし 3 179 打那粉市 うなこし 1 292 紀の川町市 1
67 輝北市 きほくし 3 180 海市 うみし 1 293 紀北市 きのきたし 1
68 紀北中市 きほくなかし 3 181 うめぼ市 うめぼし 1 294 紀国市 きのくにし 1
69 紀竜市 きりゅうし 3 182 梅干市 うめぼし 1 295 紀州市 きのくにし 1
70 紀龍市 きりゅうし 3 183 栄紀市 えいきし 1 296 紀那市 きのくにし 1
71 粉河寺市 こかわでらし 3 184 栄那市 えいなし 1 297 紀の国フルーツ市 きのくにふるーつし 1
72 新なが市 しんながし 3 185 永和市 えいわし 1 298 紀ノ郷市 きのごうし 1
73 せせらぎ市 せせらぎし 3 186 おいしい市 おいしいし 1 299 紀の五市 きのごし 1
74 那賀五町市 ながごちょうし 3 187 大池市 おおいけし 1 300 きの里市 きのさとし 1
75 那紀市 なきし 3 188 思いやる市 おもいやるし 1 301 紀のさと市 きのさとし 1
76 那郷市 なごうし 3 189 改革市 かいかくし 1 302 紀乃郷市 きのさとし 1
77 那伍市 なごし 3 190 果園市 かえんし 1 303 紀ノ市 きのし 1
78 なごみ市 なごみし 3 191 かがやき市 かがやきし 1 304 紀野市 きのし 1
79 フルーツ王国市 ふるーつおうこくし 3 192 靴川市 かがわし 1 305 紀の平市 きのだいらし 1
80 ふるさと市 ふるさとし 3 193 革命市 かくめいし 1 306 紀之都市 きのとし 1
81 ほたる市 ほたるし 3 194 架ける市 かけるし 1 307 紀ノ中市 きのなかし 1
82 青空市 あおぞらし 2 195 果菜市 かさいし 1 308 紀の花市 きのはなし 1
83 あら川市 2 196 花菜市 かさいし 1 309 紀華市 きのはなし 1
84 五郷市 いさとし 2 197 果実市 かじつし 1 310 紀の春市 きのはるし 1
85 いちご市 いちごし 2 198 華州市 かしゅうし 1 311 紀の光市 きのひかりし 1
86 五町市 いつまちし 2 199 果樹市 かじゅし 1 312 紀の辺市 きのへし 1
87 果実市 かじゅつし 2 200 果樹の里市 かじゅのさとし 1 313 紀ノ実市 きのみし 1
88 川中市 かわなかし 2 201 風勝市 かぜかつし 1 314 紀之水市 きのみずし 1
89 紀伊なが市 きいながし 2 202 勝気市 かつきし 1 315 紀の緑市 きのみどりし 1
90 紀央市 きおうし 2 203 果豊市 かほうし 1 316 紀の峰市 きのみねし 1
91 紀郷市 ききょうし 2 204 果北市 かほくし 1 317 紀の都市 きのみやこし 1
92 紀香市 きこうし 2 205 彼市 かれし 1 318 紀の山市 きのやまし 1
93 きしゅう市 きしゅうし 2 206 川郷市 かわさとし 1 319 紀畑市 きはたし 1
94 きなこもち市 きなこもちし 2 207 川里市 かわさとし 1 320 紀文果市 きぶんかし 1
95 紀の河市 きのかわし 2 208 川那市 かわなし 1 321 紀峰川市 きぼうがわし 1
96 紀里市 きのさとし 2 209 柑桃市 かんとうし 1 322 希望の市 きぼうのし 1
97 紀の華市 きのはなし 2 210 柑桃柿市 かんとうじし 1 323 紀北あけぼの市 きほくあけぼのし 1
98 希望市 きぼうし 2 211 紀伊打田市 きいうちたし 1 324 紀北紀ノ川市 きほくきのかわし 1
99 きらめき市 きらめきし 2 212 紀伊北市 きいきたし 1 325 紀北互市 きほくごし 1
100 グリーン市 ぐりーんし 2 213 紀伊国分市 きいこくぶし 1 326 紀北路市 きほくじし 1
101 こかわ市 こかわし 2 214 紀伊國分寺市 きいこくぶんじし 1 327 紀北田園市 きほくでんえんし 1
102 粉那川市 こながわし 2 215 紀伊果市 きいこのみし 1 328 紀北那賀五町市 きほくながごちょうし 1
103 さわやか市 さわやかし 2 216 紀伊の五市 きいのごし 1 329 紀北那賀市 きほくながし 1
104 新紀ノ川市 しんきのかわし 2 217 紀伊浪漫市 きいろまんし 1 330 紀北那賀の里市 きほくながのさとし 1
105 新町市 しんまちし 2 218 紀川市 きかわし 1 331 喜穂市 きほし 1
106 昴市 すばるし 2 219 紀貴川市 ききがわし 1 332 紀美川市 きみがわし 1
107 桃紀市 とうきし 2 220 紀紀市 ききし 1 333 紀美北市 きみきたし 1
108 桃源郷市 とうげんきょうし 2 221 紀紀の里市 ききのさとし 1 334 紀美市 きみし 1
109 ナガ市 ながし 2 222 紀紀野市 ききのし 1 335 紀緑市 きみどりし 1
110 なかまきた市 なかまきたし 2 223 紀渓市 きけいし 1 336 紀元市 きもとし 1
111 なかよし市 なかよしし 2 224 希輝市 きこうし 1 337 紀山市 きやまし 1
112 那賀良市 なかよしし 2 225 紀幸市 きこうし 1 338 郷五栄市 きょうごえし 1
113 那川市 ながわし 2 226 紀行市 きこうし 1 339 紀陽市 きようし 1
340 清市 きよし 1 452 なかかんさい市 なかかんさいし 1 564 美郷市 みくにし 1
341 紀楽良市 きららし 1 453 中紀の川市 なかきのかわし 1 565 みどり川市 みどりかわし 1
342 紀ら里市 きらりし 1 454 那賀紀の川市 ながきのかわし 1 566 美鳥市 みどりし 1
343 紀楽里市 きらりし 1 455 那賀紀北市 ながきほくし 1 567 緑市 みどりし 1
344 紀良里市 きらりし 1 456 ながぐつ市 ながぐつし 1 568 緑の田園市 みどりのでんえんし 1
345 貴龍市 きりゅうし 1 457 那賀こうき市 1 569 みどり山市 みどりやまし 1
346 紀林市 きりんし 1 458 那賀五ヶ郷市 ながごかごし 1 570 南紀北市 みなきたし 1
347 紀和五町市 きわごちょうし 1 459 那賀五ヵ町市 ながごかちょうし 1 571 南和歌山市 みなみわかやまし 1
348 紀和野市 きわのし 1 460 なが里市 ながさとし 1 572 美那和市 みなわし 1
349 紀和美市 きわみし 1 461 那賀里市 ながさとし 1 573 みのり市 みのりし 1
350 果物市 くだものし 1 462 那果市 なかし 1 574 実豊市 みほうし 1



　　　　　　　　　　　　　　新市の名称候補一覧表（応募数順）

№ 新市の名称 名称のふりがな 応募数 № 新市の名称 名称のふりがな 応募数 № 新市の名称 名称のふりがな 応募数
351 クリーン市 くりーんし 1 463 那賀市 なかし 1 575 みも市 みもし 1
352 来夢市 くるむし 1 464 長市 ながし 1 576 未来市 みらくるし 1
353 黒潮市 くろしおし 1 465 那花市 ながし 1 577 美緑市 みりょくし 1
354 蛍桃市 けいとうし 1 466 名果市 ながし 1 578 美麓市 みろくし 1
355 元気市 げんきし 1 467 那賀路市 なかじし 1 579 夢宙市 むちゅうし 1
356 神路原市 こうろはらし 1 468 なが田園市 ながでんえんし 1 580 睦市 むつみし 1
357 五ヶ荘市 ごかしょうし 1 469 那賀田園市 ながでんえんし 1 581 夢翼市 むよくし 1
358 五ヶ町市 ごかちょうし 1 470 那賀梅桃市 ながばいとうし 1 582 明光市 めいこうし 1
359 五協和市 ごきょうわし 1 471 那賀華岡市 ながはなおかし 1 583 明向市 めいこうし 1
360 国分市 こくぶんし 1 472 那賀平安市 ながへいあんし 1 584 明光那賀市 めいこうながし 1
361 国分寺市 こくぶんじし 1 473 仲間喜多市 なかまきたし 1 585 明和市 めいわし 1
362 五郷市 ごごうし 1 474 なかま市 なかまし 1 586 もうこなき市 もうこなきし 1
363 五郷の里市 ごごうのさとし 1 475 那賀間市 なかまし 1 587 萌木市 もえぎし 1
364 こころ市 こころし 1 476 那賀緑市 ながみどりし 1 588 桃苺市 ももいちし 1
365 心豊市 こころゆたかし 1 477 長峰市 ながみねし 1 589 もも川市 ももかわし 1
366 五里市 ごさとし 1 478 ながもい市 ながもいし 1 590 桃河市 ももかわし 1
367 ごしき市 ごしきし 1 479 那賀桃山市 ながももやまし 1 591 桃川市 ももかわし 1
368 五色市 ごしきし 1 480 長安市 ながやすし 1 592 桃田川市 ももたがわし 1
369 五重奏市 ごじゅうそうし 1 481 那賀勇勝市 ながゆうしょうし 1 593 桃ノ紀市 もものきし 1
370 コスモス市 こすもすし 1 482 仲良市 なかよし 1 594 桃ノ郷市 もものさとし 1
371 五星市 ごせいし 1 483 那賀余市 なかよし 1 595 桃の花市 もものはなし 1
372 ごちょう市 ごちょうし 1 484 ながよ市 ながよし 1 596 桃々市 ももももし 1
373 五跳市 ごちょうし 1 485 那賀竜門市 ながりゅうもんし 1 597 諸花市 もろはなし 1
374 五桃市 ごちょうし 1 486 永和市 ながわし 1 598 ヤル気市 1
375 伍町市 ごちょうし 1 487 那紀の里市 なきのさとし 1 599 結那市 ゆいなし 1
376 五桃市 ごとうし 1 488 なこう市 なこうし 1 600 優花市 ゆうかし 1
377 粉那市 こなし 1 489 那香市 なこうし 1 601 ゆうき市 ゆうきし 1
378 五那市 ごなし 1 490 那合市 なごうし 1 602 結紀市 ゆうきし 1
379 果市 このみし 1 491 那互市 なごし 1 603 勇気市 ゆうきし 1
380 五宝市 ごほうし 1 492 那五都市 なごとし 1 604 優元市 ゆうげんし 1
381 五葉市 ごようし 1 493 なごまち市 なごまちし 1 605 友情市 ゆうじょうし 1
382 互依市 ごよし 1 494 那五実市 なごみし 1 606 夕焼け市 ゆうやけし 1
383 五鈴市 ごりんし 1 495 那五美市 なごみし 1 607 ゆとり市 ゆとりし 1
384 五輪市 ごわし 1 496 和み市 なごみし 1 608 夢咲市 ゆめさきし 1
385 菜果市 さいかし 1 497 和市 なごみし 1 609 夢市 ゆめし 1
386 西行法市 さいぎょうほうし 1 498 和美市 なごみし 1 610 ゆめの里市 ゆめのさとし 1
387 幸福市 さいわいし 1 499 那五味野市 なごみのし 1 611 夢無限市 ゆめむげんし 1
388 栄市 さかえし 1 500 和み野市 なごみのし 1 612 百合山市 ゆりやまし 1
389 里山市 さとやまし 1 501 那五里市 なごりし 1 613 よかった市 よかったし 1
390 山河市 さんがし 1 502 那郷市 なざとし 1 614 四つ葉市 よつばし 1
391 山川市 さんかわし 1 503 なち市 なちし 1 615 四ツ葉市 よつばし 1
392 山田川市 さんだがわし 1 504 那野果市 なのかし 1 616 龍希野市 りゅうきのし 1
393 しあわせ市 しあわせし 1 505 那北市 なほくし 1 617 竜市 りゅうし 1
394 四季豊市 しきゆたかし 1 506 那美山市 なみやまし 1 618 竜桃市 りゅうとうし 1
395 自然市 しぜんし 1 507 那山市 なやまし 1 619 竜峰市 りゅうほうし 1
396 自豊市 しほうし 1 508 丹生市 にうし 1 620 竜門山展望市 りゅうもんざんてんぼうし 1
397 守楽市 しゅらくし 1 509 日本市 にほんし 1 621 緑山市 りょくざんし 1
398 常勝市 じょうしょうし 1 510 ニュウ那賀市 にゅうながし 1 622 緑桃市 りょくとうし 1
399 新紀州市 しんきしゅうし 1 511 農業市 のうぎょうし 1 623 緑豊市 りょくほうし 1
400 新紀の川市 しんきのかわし 1 512 野果水市 のかみし 1 624 緑花市 りょっかし 1
401 シングル市 しんぐるし 1 513 長閑市 のどかし 1 625 ルンルン市 るんるんし 1
402 新古市 しんこし 1 514 はいぶ市 はいぶし 1 626 レインボー市 れいんぼーし 1
403 新成市 しんせいし 1 515 花岡市 はなおかし 1 627 和央市　 わおうし 1
404 新星市 しんせいし 1 516 花桃市 はなももし 1 628 和果里市 わかさとし 1
405 新生市 しんせいし 1 517 華山市 はなやまし 1 629 わかば市 わかばし 1
406 新道市 しんどうし 1 518 はばたき市 はばたきし 1 630 若葉市 わかばし 1
407 新都市 しんとし 1 519 ハロー市 はろーし 1 631 和架町市 わかまちし 1
408 新未来市 しんみらいし 1 520 阪和市 はんわし 1 632 和歌山東市 1
409 新緑市 しんりょくし 1 521 ひがしわかやま市 ひがしわかやまし 1 633 和紀合々市 わきあいあいし 1
410 新和歌山市 しんわかやまし 1 522 東紀北市 1 634 和紀里市 わきさとし 1
411 新和市 しんわし 1 523 ひかり市 ひかりし 1 635 わくわく市 わくわくし 1
412 水清市 すいせいし 1 524 ひかる市 ひかるし 1 636 和光市 わこうし 1
413 壽恵廣市 すえひろし 1 525 美和歌市 びかわし 1 637 和五市 わごうし 1
414 すすむ市 すすむし 1 526 美桃市 びとうし 1 638 和合市 わごうし 1
415 スパイク市 すぱいくし 1 527 平野市 ひらのし 1 639 和五市 わごし 1
416 スマイル市 すまいるし 1 528 びんちょう市 びんちょうし 1 640 和語市 わごし 1
417 すみよい市 すみよいし 1 529 ファミリー市 ふぁみりーし 1 641 和那賀市 わなかし 1
418 住良市 すみよいし 1 530 風月市 ふうげつし 1 642 和北市 わぼくし 1
419 すみれ市 すみれし 1 531 文恵希市 ふみえきし 1 643 和美市 わみし 1
420 青雲市 せいうんし 1 532 文緑果市 ふみかし 1
421 せいか市 せいかし 1 533 風流都市 ふるうつし 1
422 正市 せいし 1 534 ふる里市 ふるさとし 1
423 青那市 せいなし 1 535 故郷市 ふるさとし 1
424 星北市 せいほくし 1 536 ふれあい市 ふれあいし 1
425 ゾロリ市 ぞろりし 1 537 フレッシュ那賀市 ふれっしゅながし 1
426 大那賀市 だいながし 1 538 ふれんど市 ふれんどし 1
427 多輝市 たきし 1 539 フロンティア市 ふろんてぃあし 1
428 田畑市 たはたし 1 540 平成市 へいせいし 1
429 蒲公英市 たんぽぽし 1 541 平和市 へいわし 1
430 桃寺川市 ちょうじがわし 1 542 平和那市 へいわなし 1
431 つながり市 つながりし 1 543 豊恵市 ほうえし 1
432 つなぎ市 つなぎし 1 544 豊果市 ほうかし 1
433 田園市 でんえんし 1 545 宝生市 ほうしょうし 1
434 田園なが市 でんえんながし 1 546 豊水市 ほうすいし 1
435 田園那賀市 でんえんながし 1 547 豊富市 ほうふし 1
436 天優市 てんゆうし 1 548 北栄市 ほくえいし 1
437 桃花市 とうかし 1 549 北紀市 ほくきし 1
438 桃華市 とうかし 1 550 北和市 ほくわし 1
439 桃郷市 とうきょうし 1 551 星市 ほし 1
440 東和市 とうわし 1 552 星市 ほしし 1
441 常和市 ときわし 1 553 ほたる野市 ほたるのし 1
442 共生市 ともいきし 1 554 ほのぼの市 ほのぼのし 1
443 豊野市 とよのし 1 555 ほゝえみ市 ほほえみし 1
444 豊実市 とよみし 1 556 ポラリス市 ぽらりすし 1
445 とれたて市 とれたてし 1 557 舞市 まいし 1
446 那賀新市 ながあたらし 1 558 真っ白市 1
447 那賀五市 ながいし 1 559 まほろば市 まほろばし 1
448 那賀五市 ながいつし 1 560 まんだらげ市 まんだらげし 1
449 那賀桜桃市 ながおうとうし 1 561 実花市 みかし 1
450 那賀央市 ながおし 1 562 美川市 みかわし 1
451 那賀川市 なかがわし 1 563 美紀の里市 みきのさとし 1



新市の事務所の位置等検討小委員会委員名簿

◇委員名簿

役 職 名 氏 名 町 名

委 員 長 山 下 忠 男 桃 山 町

副 委 員 長 原 延 治 那 賀 町

根 来 公 士 打 田 町

木 戸 昌 明

奥 順 司

服 部 一 粉 河 町

高 橋 一 正

大 西 洋太郎

委 員 東 健 兒 那 賀 町

藤 田 佐代子

大 森 道 夫 桃 山 町

西 平 美 和

中 村 慎 司 貴 志 川 町

高 田 英 亮

田 村 美代子

堂 本 正 秀 那賀振興局



報告第２３号  
 
 
 
 

新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会の協議結果報告について 
                 
 
 
  新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会の協議結果について、別紙のとおり報告す
る。 
 
 
 
      平成１６年８月２６日報告  
 
 
 

新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会 
委 員 長   榎 本 喜 之   

    



新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会協議結果報告

本小委員会は、平成１６年３月３０日に開催されました第１回合併協議会におき
まして「新市の議会議員の定数及び任期の取扱いについて」付託を受けました。
以来、平成１６年４月９日の第１回小委員会から８月１７日まで６回にわたり協

議を致しました。
第１回小委員会（ ４月９日）

正副委員長選出、小委員会運営方針の確認、新市の議会議員の定数及
び任期の取扱いに関することについて協議。

第２回小委員会（ ５月１８日）
小委員会全体のスケジュ－ルを確認。その中で、８月の小委員会で付

託事項について最終結論を出すことになりました。
地方自治法及び公職選挙法の原則（設置選挙 、合併特例法第６条（定）

数特例 ・第７条（在任特例）のいずれの制度を適用するか協議。）
第３回小委員会（６月１５日）

原則（設置選挙）を適用することを決定。
第４回小委員会（７月１３日）

議員定数及び選挙区を設けるか否かについて協議。
第５回小委員会（７月２９日）

議員定数及び選挙区を設けるか否かについて協議。
第６回小委員会（８月１７日）

議員定数及び選挙区について決定。

以上協議を重ねた結果、当小委員会の結論として「新市の議会議員の定数及び任
期の取扱いについて」は、以下のように決定されました。

（１） 市町村の合併の特例に関する法律第６条第１項及び同法第７条第１項の
規定による特例は適用せず、公職選挙法第３３条第３項の規定に基づき、
新市の設置の日から５０日以内に設置選挙を行う。

（２） 地方自治法第９１条第７項に定める新市の議会議員の定数は、２６人と
する。ただし、新市の設置後最初に行われる選挙に限り、３０人とする。

（３） 公職選挙法第１５条第６項に規定する選挙区は設けない。

尚、選挙区を設けるか否かの協議において、新市の議員が地域全体を十分把握で
きないことや、地域住民の生の声が反映されるよう第１回目の選挙についてのみ選
挙区を設けるべきであるという少数意見もありました。

以上、委員長報告と致します。

平成１６年８月２６日
新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会
委 員 長 榎 本 喜 之



新市の議会議員の定数及び任期検討小委員会委員名簿

役 職 名 氏 名 町 名

委 員 長 榎 本 喜 之 打 田 町
え の も と よ し ゆ き

副委員長 松 浦 猛 貴志川町
ま つ う ら たけし

南 木 和 子 打 田 町
な ん き か ず こ

杉 原 勲
す ぎ は ら いさお

粉 河 町

柳 本 益 代
や な ぎ も と ま す よ

黒 田 七 郎
く ろ だ し ち ろ う

那 賀 町

委 員 仮 屋 肇 昇
か り や も と の り

山 岡 年 文
や ま お か と し ふ み

桃 山 町

津 田 愛 珂
つ だ よ し か

竹 村 広 明 貴志川町
た け む ら ひ ろ あ き



参 考 法 令◎

【地方自治法】
（市町村の廃置分合及び境界変更）
第７条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大

臣に届け出なければならない。

（市町村議会の議員の定数）
第９１条
７ 第７条第１項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置さ
れる市町村の区域の全部又は一部となる市町村（以下本条において「設置関係市町村」という ）は、設置関係市町村２以上のときは当該設置関係市町村の議会。
の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。

【公職選挙法】
（地方公共団体の議会の議員の選挙区）
第１５条
６ 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都
市（以下「指定都市」という ）については、区の区域をもって選挙区とする。。

（一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙）
第３３条
３ 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第７条第６項の告示による当該市町村の設置の日から５０日以内に行う。

【合併特例法】
（議会の議員の定数に関する特例）
第６条 新たに設置された合併市町村にあつては、地方自治法第九十一条第二項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議 により、市町村の合併後最初に行わ
れる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、同項に規定する数の２倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定数を定めること
ができる。ただし、議員がすべてなくなつたときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。

（議会の議員の在任に関する特例）
第７条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、
次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員で
ある者の数が地方自治法第９１条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に
欠員が生じ、又は議員がすべてなくなつたときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第３項において
準用する前条第５項の規定により編入合併特例定数をもつてその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなつたときは、この限りでない。
（１） 新たに設置された合併市町村にあつては、市町村の合併後２年を越えない範囲で当該協議で定める期間
（２） 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間



報告第２４号  
 
 
 
 

新市建設計画策定検討小委員会での協議状況について 
                 
 
 
  新市建設計画策定検討小委員会での協議状況について、別紙のとおり報告する。 
 
 
 
      平成１６年８月２６日報告  
 
 
 

新市建設計画策定検討小委員会   
委 員 長  丸 井 幸 次    

    



第６回新市建設計画策定検討小委員会報告

第６回新市建設計画策定検討小委員会において、協議（決定）しました事項

を那賀５町合併協議会新市建設計画策定検討小委員会規程第６条の規定に基づ

き、下記のとおり報告いたします。

記

１．会議開催の状況

日 時：平成１６年８月１８日（水）午後１時３０分

場 所：打田町保健福祉センター ３階 大会議室

出席委員：１０名

２．おもな協議（決定・確認）事項

◇新市建設計画基本 新市のまちづくり施策・主要事業（第３章）を中心

計画について に、協議を行いました。各分野で新市が実施する事業

内容について、委員から活発な意見が出され、それら

をふまえ次回小委員会でさらに議論を深めていくこと

を確認しました。

また、市町村合併特例法第５条第１項に定められて

いる県が実施する事業については、新たに章を設け、

第４章で「新市における和歌山県事業の推進」として

記載することや、第５章の「公共的施設の整備方針」

についても事務局から提案があり、継続して審議をし

ていくことを確認しました。



協議第４号の１  
 
 
 
 

新市の名称について  
                 
 
 
  新市の名称について、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
 
      平成１６年３月３０日提出  
 
 
 
                                        那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会 
                                        会  長  服 部  一  
 
 
 

記  
 
      
                                                                           

協 定 項 目  新市の名称  
項 目 区 分  基本的な協定項目  
担 当 部 会   ― 
事  務  局  総務課  

調整方針（案）  新市の名称は、    市とする。 

 
平成１６年  月  日確認 



協議第６号の１  
 
 

新市の議会議員の定数及び任期の取扱いについて  
                 
 
  新市の議会議員の定数及び任期の取扱いについて、調整方針（案）を下記
のとおり提出する。  
 
 
      平成１６年３月３０日提出  
 
 
                                        那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会 
                                        会  長  服 部  一  
 
 

記  
      
                                                                           
協 定 項 目  新市の議会議員の定数及び任期の取扱いについて  
項 目 区 分  合併特例法に定める協定項目  
担 当 部 会   ― 
事  務  局  総務課  

調整方針（案）  

（１）市町村の合併の特例に関する法律第６条第１項及び同法第７条

第１項の規定による特例は適用せず、公職選挙法第３３条第３項

の規定に基づき、新市の設置の日から５０日以内に設置選挙を行

う。 
（２）地方自治法第９１条第７項に定める新市の議会議員の定数は、

２６人とする。ただし、新市の設置後最初に行われる選挙に限り、

３０人とする。 
（３）公職選挙法第１５条第６項に規定する選挙区は設けない。 

 
平成１６年  月  日確認 

 
 
 
 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
協 定 項 目 議会議員の定数及び任期の取扱い 関 係 項 目  総 務 課 

調整方針（案） 
（１）市町村の合併の特例に関する法律第６条第１項及び同法第７条第１項の規定による特例は適用せず、公職選挙法第３３条第３項の規定に基づき、新市の設置の日から５０日以内に設置選挙を行う。 
（２）地方自治法第９１条第７項に定める新市の議会議員の定数は、２６人とする。ただし、新市の設置後最初に行われる選挙に限り、３０人とする。 
（３）公職選挙法第１５条第６項に規定する選挙区は設けない。 

 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

那  賀  ５  町  の  状  況 
打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

備   考 

 
(1) 議員の定数   

１６人（法定数２２人） 
(2) 任 期 
   平成１２年１０月 １日から 
   平成１６年 ９月３０日まで 
 

 
(1) 議員の定数   

１６人（法定数２２人） 
(2) 任 期 
   平成１５年１０月１６日から 
   平成１９年１０月１５日まで 
 

 
(1) 議員の定数   

１２人（法定数１８人） 
(2) 任 期 
   平成１５年 ８月 １日から 
   平成１９年 ７月３１日まで 
 

 
(1) 議員の定数   

１４人（法定数１８人） 
(2) 任 期 
   平成１２年 ９月２８日から 
   平成１６年 ９月２７日まで 
 

 
(1) 議員の定数   

１６人（法定数２６人） 
(2) 任 期 
   平成１５年 ５月１７日から 
   平成１９年 ５月１６日まで 
 

区   分 合併特例法を適用しない場合 合併特例法第６条による方法（定数に関する特例） 合併特例法第７条による方法（在任に関する特例） 

１ 合併関係市町村の議
会の議員の身分 

合併関係市町村の廃止と同時に当該市町村
の議員が失職する。 合併関係市町村の廃止と同時に当該市町村の議員が失職する。  合併関係市町村の協議により、合併後２年を超えない範囲に

限り、引き続き合併市町村の議員として在任することができる。 

２ 任    期 一般選挙の日から４年 
（地方自治法第９３条第１項） 

一般選挙の日から４年 
（地方自治法第９３条第１項） 合併後２年を超えない範囲で協議で定める。 

 
３ 定    数 

 

 
市町村の議会の議員の定数は、条例で定め
る。    （地方自治法第９１条第１項） 
 
 市町村の議会の議員の定数は、次の各号
に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に
定める数を超えない範囲で定めなければな
らない。 
 人口 ５万以上１０万未満の市 ３０人 

（地方自治法第９１条第２項） 
 
 人口は、官報で公示された最近の国勢調
査人口または、これに準ずる全国的な人口
調査の結果による人口 

（地方自治法第２５４条） 

 
 設置選挙に限り合併関係市町村の協議により、地方自治法第
９１条第２項の定数の２倍を超えない範囲で定数を定めるこ
とができる。 
 
 合併後の人口が５万以上１０万未満の場合 ＝ ３０人 
 ２倍を超えない範囲     ３０人×２ ＝ ６０人以内 
 
 この特例による定数は、解散、総辞職等によって議員がすべて
いなくなったときは、地方自治法第９１条第２項の定数に復帰す
る。             （合併特例法第６条第１項） 

 
 地方自治法第９１条の定数を超えるときは、当該数をもって
合併市町村の議会の議員定数とし、議員に欠員が生じたとき、
または議員がすべていなくなったときは、これに応じてその定
数は９１条の規定に至るまで減少する。 
 
 那賀５町の議員数（現況）  ７４名 
 

４ 選 挙 期 日 設置の日から５０日以内 
（公職選挙法第３３条第３項） 

設置の日から５０日以内 
（公職選挙法第３３条第３項） 選挙を行わない。 

５ 選挙すべき議員の数 定数に同じ 定数に同じ ― 

６ 補欠選挙の適用 有 有 無 

７ 選挙区の設置 公職選挙法 第１５条第６項 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。 

 



協議第１８号の１  
 
 

国民健康保険事業の取扱いについて  
                 
 
  国民健康保険事業の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出
する。  
 
 
      平成１６年７月２９日提出  
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

記  
      
                                                                           
協 定 項 目  国民健康保険事業の取扱いについて 
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）国民健康保険税については、次のとおりとする。 
① 税率については、合併する日の属する年度は不均一賦課と
し、その翌年度から統一する。 
② 課税限度額、軽減制度については、現行のとおり新市に引
き継ぐ。 
③ 納期については、那賀町の例による。 
④ 集合徴収については、新市において実施しない。 
 

（２）国民健康保険事業については、次のとおりとする。 
① 出産育児一時金、葬祭費については現行のとおり新市に引
き継ぐ。出産育児一時金貸付制度については、新市において
検討する。 
② 国民健康保険運営協議会については、合併時に統合する。 
③ 診療所については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。 

  ④ 人間ドック・脳ドックは新市おいて実施する。 
⑤ 高額療養費貸付制度、人間ドック以外の検診事業及び健康優

良家庭表彰については、合併時に廃止する。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



協議第１９号の１  
 
 

介護保険事業の取扱いについて  
                 
 
  介護保険事業の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
      平成１６年７月２９日提出  
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

記  
                                                                             
協 定 項 目  介護保険事業の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）介護保険料については、次のとおりとする。 
① 介護保険料は、平成１７年度までは現行のとおり新市に引

継ぎ不均一賦課とし、新市の介護事業計画に基づき平成１８

年度から統一する。 
② 普通徴収に係る納期は、桃山町及び貴志川町の例とする。 
③ 徴収猶予及び減免基準は現行のとおりとする。 

 
（２）介護事業計画・介護運営委員会及び介護認定審査会について

は、次のとおりとする。 
① 介護保険事業計画は、平成１７年度までは現行の計画を存

続し、平成１８年度に統一する。 
② 介護保険運営協議会は新市において設置する。 
③ 介護認定審査会については、審査会を構成する関係町で調

整する。 
 

（３）利用者負担の軽減等については、次のとおりとする。 
  ① 居宅介護サービス費等の額の特例は、新市において粉河町

の例を基に調整する。 
  ② 介護保険低所得者利用者負担対策事業については、新市に

おいて国の制度に基づいて調整する。 
  ③ 社会福祉法人等による利用者負担の減免措置は、粉河町及

び桃山町の例とする。 

 
平成１６年  月  日 確認  



協議第２０号の１  
 
 
 

消防団の取扱いについて  
                 
 
 
  消防団の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年７月２９日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 

記  
      
                                                                           
協 定 項 目  消防団の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  総務財政部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）消防団については、現行のとおり新市に引き継ぎ、複数の消

防団の一体的な運用を図るため連合消防団を組織する。 
（２）消防団員は、すべて新市の消防団員として引き継ぐ。但し、

打田町と貴志川町の役場機動隊は廃止するものとする。 
（３）消防団の行事及び施策については、新市において調整する。 
（４）消防団員の報酬及び費用弁償等については、合併時までに調

整する。 
（５）消防団の施設、装備及び資機材については、現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。 
（６）消防団退職報償金については、現行のとおりとする。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



協議第２１号の１  
 
 
 

行政区の取扱いについて  
                 
 
  行政区の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年７月２９日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 

記  
      
                                                                           
協 定 項 目  行政区の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会   
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）行政区（自治組織）については、原則として現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。 
（２）行政区（自治組織）の名称で同一のもの、あるいは区域の再

編が望ましいものについては、地域の実情や地域住民の意向を

尊重しながら関係町において合併時までに調整に努めるものと

する。 
（３）認可地縁団体については、現行のとおり新市に引き継ぐもの

とする。 
（４）新市における区長等の名称、依頼する業務の内容及び委託料

等については合併時までに調整し、組織及び役員等については

新市において随時調整するものとする。 
 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



協議第２２号  
 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて  
                 
  農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、調整方針（案）を下記の
とおり提出する。  
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

記  
     
協  定  項  目  農業委員会委員の定数及び任期の取扱い  
項  目  区  分  合併特例法に定める協定項目  
担  当  部  会  経済産業部会  
事 務 局 総務課  

調整方針（案）  

（１）農業委員会については合併時に統合し、新市に一つの農業委員

会を置く。 
（２）新市の農業委員会の選挙による委員の定数については、農業委

員会等に関する法律（以下「法律」という。）第７条第１項の規

定により３０人とし、選任による委員の定数については、法律第

１２条の定めるところによる。 
（３）法律第１０条の２第２項の規定により選挙区を設定することと

し、当分の間各選挙区の定数は次のとおりとするが、新市におい

て状況に応じて選挙区の区域の設定及び選挙区の定数等の見直

しを検討する。 
    第１選挙区（打田町）７人、第２選挙区（粉河町）８人、 
    第３選挙区（那賀町）５人、第４選挙区（桃山町）５人、 
    第５選挙区（貴志川町）５人、 
   選挙区の区域は、合併前の町単位とし、建制順とする。 
   なお、合併により委員定数の減員による委員の補完的対応とし

て、新市の農業委員会に協力員等を設置する。 
（４）市町村の合併の特例に関する法律第８条を適用する。 
   適用を受ける選挙による委員は３０人とし、打田町農業委員会

から７人、粉河町農業委員会から８人、那賀町農業委員会から５

人、桃山町農業委員会から５人、貴志川町農業委員会から５人を

それぞれ互選により選出するものとする。また、この在任期間は

合併の日から１年間とする。 

 
平成１６年  月  日 確認   



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
協 定 項 目 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 関 係 項 目  総 務 課 

調整方針（案） 

（１）農業委員会については合併時に統合し、新市に一つの農業委員会を置く。 
（２）新市の農業委員会の選挙による委員の定数については、農業委員会等に関する法律（以下「法律」という。）第７条第１項の規定により３０人とし、選任による委員の定数については、法律第１２条の定め

るところによる。 
（３）法律第１０条の２第２項の規定により選挙区を設定することとし、当分の間各選挙区の定数は次のとおりとするが、新市において状況に応じて選挙区の区域の設定及び選挙区の定数等の見直しを検討する。 
    第１選挙区（打田町）７人、第２選挙区（粉河町）８人、第３選挙区（那賀町）５人、第４選挙区（桃山町）５人、第５選挙区（貴志川町）５人、 
   選挙区の区域は、合併前の町単位とし、建制順とする。 
   なお、合併により委員定数の減員による委員の補完的対応として、新市の農業委員会に協力員等を設置する。 
（４）市町村の合併の特例に関する法律第８条を適用する。 
   適用を受ける選挙による委員は３０人とし、打田町農業委員会から７人、粉河町農業委員会から８人、那賀町農業委員会から５人、桃山町農業委員会から５人、貴志川町農業委員会から５人をそれぞれ互

選により選出するものとする。また、この在任期間は合併の日から１年間とする。 
 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 

那  賀  ５  町  の  状  況 
打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

調整の具体的内容 

○農業委員会の委員の定数及び任期 
 
(1) 定 数  ２１人 
 ①選挙委員  １６人 
 ②選任委員   ５人 
  ・法第１２条１号委員 ２人 
  ・法第１２条２号委員 ３人 
 
(2) 任 期 
   平成１４年 ７月２０日から 
   平成１７年 ７月１９日まで 
 

○農業委員会の委員の定数及び任期 
 
(1) 定 数  ３２人 
 ①選挙委員  ２５人 
 ②選任委員   ７人 
  ・法第１２条１号委員 ２人 
  ・法第１２条２号委員 ５人 
 
(2) 任 期 
   平成１４年 ７月２０日から 
   平成１７年 ７月１９日まで 
 

○農業委員会の委員の定数及び任期 
 
(1) 定 数  ２４人 
 ①選挙委員  １７人 
 ②選任委員   ７人 
  ・法第１２条１号委員 ２人 
  ・法第１２条２号委員 ５人 
 
(2) 任 期 
   平成１４年 ７月２０日から 
   平成１７年 ７月１９日まで 
 

○農業委員会の委員の定数及び任期 
 
(1) 定 数  ２４人 
 ①選挙委員  １７人 
 ②選任委員   ７人 
  ・法第１２条１号委員 ２人 
  ・法第１２条２号委員 ５人 
 
(2) 任 期 
   平成１４年 ７月２０日から 
   平成１７年 ７月１９日まで 
 

○農業委員会の委員の定数及び任期 
 
(1) 定 数  ２３人 
 ①選挙委員  １６人 
 ②選任委員   ７人 
  ・法第１２条１号委員 ２人 
  ・法第１２条２号委員 ５人 
 
(2) 任 期 
   平成１４年 ７月３０日から 
   平成１７年 ７月２９日まで 
 

 

 
 
 新市の農業委員会の委員の定数及び任期 
 

区      分 選任方法 定   数 任   期 根  拠  法  令 

①原 則 新たに選挙する。 条例で定める数 ３ 年 農業委員会等に関する法律 第３条、第７条及び第１５条の各第１項 

新市に１つの農業委

員会を設置 

②特 例 
 右の定数を越えるときは、合併

関係町の選挙による委員で互選

する。 

 協議により８０を超ない数 
（注１） 

 合併後１年を越えない範囲で協

議で定める期間 

農業委員会等に関する法律 第３条第１項 
市町村の合併の特例に関する法律 第８条第１項、第２項 
農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律 附則第５条 

（注１） 欠員を生じ、又は委員がすべていなくなったときは。その定数は、農業委員会等に関する法律第７条の規定にいたるまで減少する。 
 
 ※ 複数の農業委員会の設置については、那賀地域５町の場合、新市の面積（２４千 ha以上）、農地面積（７千 ha以上）とも基準を満たしていないため該当しない。 
 



協議第２３号  
 
 
 

一部事務組合等の取扱いについて  
                 
 
  一部事務組合等の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出す
る。  
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 
 

記  
                                                                             
協 定 項 目  一部事務組合等の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会   
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）一部事務組合（那賀町・粉河町龍王共有山組合、貴志川桃山

清掃施設組合、五色台広域施設組合を除く。）については、合

併の日の前日をもって当該一部事務組合を脱退し、新市におい

て合併の日に当該一部事務組合に加入する。 
（２）那賀町・粉河町龍王共有山組合については、合併の日の前日

をもって解散し、合併の日に財産区保有財産として新市に引き

継ぐものとする。 
（３）貴志川桃山清掃施設組合については、合併の日の前日をもっ

て解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継

ぎ、また、一般職の職員は新市の職員として身分を引き継ぐも

のとする。 
（４）五色台広域施設組合については、合併の日の前日をもって貴

志川町が一部事務組合から脱退し、新市において合併の日に現

在の貴志川町の区域のみ、当該一部事務組合に加入する。 

 
平成１６年  月  日 確認  



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 一部事務組合等の取扱い 関 係 項 目 各町関係一部事務組合の取扱いについて 調 整 課 

調整方針（案） 

（１） 一部事務組合（那賀町・粉河町龍王共有山組合、貴志川桃山清掃施設組合、五色台広域施設組合を除く。）については、合併の日の前日をもって当該一部事務組合を脱退し、新市において合併
の日に当該一部事務組合に加入する。 

（２） 那賀町・粉河町龍王共有山組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日に財産区保有財産として新市に引き継ぐものとする。 
（３） 貴志川桃山清掃施設組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぎ、また、一般職の職員は新市の職員として身分を引き継ぐものとす

る。 
（４） 五色台広域施設組合については、合併の日の前日をもって貴志川町が一部事務組合から脱退し、新市において合併の日に現在の貴志川町の区域のみ、当該一部事務組合に加入する。 

 

 那  賀  ５  町  の  状  況 

№ 一部事務組合名 打 田 町  粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

１ 
和歌山県町村議会議員等公務災害補償組合 
〔構成団体名〕 
 県下全町村（４３町村） 

○ ○ ○ ○ ○ 
調整方針案（１）の 

とおりとする。 

２ 
和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合 
〔構成団体名〕 
 県下全町村（４３町村、５１一部事務組合） 

○ ○ ○ ○ ○ 同上 

３ 
和歌山県市町村職員退職手当事務組合 
〔構成団体名〕 
  県下４１町村、４５一部事務組合 

○ ○ ○ ○ ○ 同上 

４ 
那賀郡町村児童福祉施設組合 
〔構成団体名〕 
打田町・粉河町・那賀町・桃山町・貴志川町・岩出町 

○ ○ ○ ○ ○ 同上 

５ 
那賀郡老人福祉施設組合 
〔構成団体名〕 
打田町・粉河町・那賀町・桃山町・貴志川町・岩出町 

○ ○ ○ ○ ○ 同上 

６ 
那賀郡広域事務組合 
〔構成団体名〕 
打田町・粉河町・那賀町・桃山町・貴志川町・岩出町 

○ ○ ○ ○ ○ 同上 

７ 
那賀郡町村共同国保那賀病院経営事務組合 
〔構成団体名〕 
打田町・粉河町・那賀町・桃山町・貴志川町・岩出町 

○ ○ ○ ○ ○ 同上 

８ 
那賀郡休日急患診療所経営事務組合 
〔構成団体名〕 
打田町・粉河町・那賀町・桃山町・貴志川町・岩出町 

○ ○ ○ ○ ○ 同上 

９ 
那賀郡衛生環境整備組合 
〔構成団体名〕 
打田町・粉河町・那賀町・桃山町・貴志川町・岩出町 

○ ○ ○ ○ ○ 同上 

10 
那賀郡消防組合 
〔構成団体名〕 
打田町・粉河町・那賀町・桃山町・貴志川町・岩出町 

○ ○ ○ ○ ○ 同上 

11 
那賀町・粉河町龍王共有山組合 
〔構成団体名〕 
粉河町・那賀町 

 ○ ○   
調整方針案（２）の 

とおりとする。 

12 

貴志川桃山清掃施設組合 
〔構成団体名〕 

桃山町・貴志川町 
   ○ ○ 

調整方針案（３）の 

とおりとする。 

13 

五色台広域施設組合 
〔構成団体名〕 

貴志川町・海南市・野上町・美里町 
    ○ 

調整方針案（４）の 

とおりとする。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



№ 一部事務組合名 
組合を組織する地方

公共団体 
目  的 事務所の位置 議員の定数 議員の任期

１ 和歌山県町村議会議員等公務災害補償組合 県下４３町村 

この組合は、地方公務員災害補償法（昭和 42 年

法律第 121 号）の規定に基づく組合町村の議会の

議員の公務災害補償及び通勤による災害に対する

補償に関する事務を共同処理する。 

和歌山市茶屋ノ丁２番１ 

 和歌山自治会館内 

（７人） 

各郡 1人 
２年間 

２ 和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合 
県下４３町村、及び 

５１一部事務組合 

 この組合は、地方公務員災害補償法（昭和 42 年

法律第 121 号）の規定に基づく組合市町村の非常

勤の職員の公務災害補償及び通勤による災害に対

する補償に関する事務を共同処理する。 

和歌山市茶屋ノ丁２番１ 

 和歌山自治会館内 

（７人） 

海草郡、海南市      １人 

那賀郡          １人 

伊都郡、橋本市      １人 

有田郡、有田市      １人 

日高郡、御坊市      １人 

西牟婁郡、田辺市     １人 

東牟婁郡、新宮市     １人 

 

２年間 

３ 和歌山県市町村職員退職手当事務組合 
県下４１町村、及び 

４５一部事務組合 

 この組合は、組合市町村の常勤の職員に対する

退職手当の支給に関する事務を共同処理する。 

和歌山市茶屋ノ丁２番１ 

 

（７人） 

和歌山市、海南市、海草郡 １人 

那賀郡          １人 

橋本市、伊都郡      １人 

有田市、有田郡      １人 

御坊市、日高郡      １人 

田辺市、西牟婁郡     １人 

新宮市、東牟婁郡     １人 

 

４年間 

４ 那賀郡町村児童福祉施設組合 那賀郡６町 

 この組合は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164

号）に規定する児童福祉施設の設置及び管理運営

に関する事務を共同処理するため、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 284 条第 1 項により

これを設ける。 

那賀郡粉河町大字粉河 1180 番地 

（６人）  

関係各町村議会において、その住

民にして町村議会議員の被選挙権を

有する者のうちから選挙する。 

 

４年間 

５ 那賀郡老人福祉施設組合 那賀郡６町 

 この組合は、老人福祉施設白水園の管理運営に

関する事務を共同処理するため、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 284 条第 1 項によりこれ

を設ける。 

那賀郡粉河町大字粉河 2513 番地 

白水園内 

（６人） 

関係各町村議会において、その住

民にして町村議会議員の被選挙権を

有する者のうちから選挙する。 

４年間 

６ 那賀郡広域事務組合 那賀郡６町 

この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 
(1)  病院群輪番制の運営に関する事務 
(2)  介護認定審査会の設置及び運営に関する事務 
(3)  那賀郡の広域事務の調整に関する事務 

主たる事務所 

那賀郡打田町大字打田 1282 番地 

従たる事務所 

那賀郡岩出町大字西野 264 番地 

（１２人） 

組合構成町の議会において当該町

の長及び議員の中から２名を選挙す

る。 

 

４年間 

７ 那賀郡町村共同国保那賀病院経営事務組合 那賀郡６町 

この組合は、国民健康保険法（昭和 33 年法律第

192 号）による療養施設として国保那賀病院の管

理経営に関する事務を共同処理するため、地方自

治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 284 条第 1 項に

よりこれを設ける。 

那賀郡打田町大字打田 1282 番地 

（１２人） 

関係町の議会において当該町の長

及び議員の中から２名を選挙する。

 

４年間 

８ 那賀郡休日急患診療所経営事務組合 那賀郡６町 

この組合は、休日における救急及び急病人の診療

を行うための診療所の経営及び管理に関する事務を

共同で処理する。 

那賀郡打田町大字打田 338 番地 

（６人） 

関係町の議会において、町長及び

議員のうちから１名を選挙する。 

 

４年間 
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№ 一部事務組合名 
組合を組織する地方

公共団体 
目  的 事務所の位置 議員の定数  

９ 那賀郡衛生環境整備組合 那賀郡６町 

 この組合は、次の事務を共同処理するものとす

る。 

(1) し尿処理施設の建設及び管理運営に関する事務

(2) 郡民スポーツ・レクリエーションセンターの建

設及び管理運営に関する事務 

那賀郡桃山町大字調月 12 番地 

（１２人） 

関係町の議会において、当該町の

長及び議員のうちから２名を選挙す

る。 

４年間 

10 那賀郡消防組合 那賀郡６町 

この組合は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226

号）及び消防法（昭和 23 年法律第 186 号）の規定

により消防事務（消防団に関する事務を除く。）

を共同処理する。 

那賀郡岩出町大字中迫 154 番地 

（１８人） 

 

(1) 関係町の長 

(2) 関係町の議会において、その町

議会の議員のうちから選挙され

た者１名 

(3) 関係町の消防団の長 

 

４年間 

11 那賀町・粉河町龍王共有山組合 粉河町・那賀町 
この組合は、那賀町、粉河町龍王共有山に関す

る事務を共同処理する。 

那賀郡那賀町大字名手市場 

 那賀町役場内 

（２０人） 

那賀町大字切畑     ２人 

〃   江川中    １人 

〃   西野山    ２人 

    （内 1人は江川中と１期交替）

  〃   名手市場   ４人 

  〃   穴伏     １人 

  〃   那賀     ３人 

  〃   名手西野   １人 

  〃   後田     １人 

粉河町大字馬宿     ２人 

  〃   野上     ２人 

  〃   東川原    １人 

 

４年間 

12 貴志川桃山清掃施設組合 桃山町・貴志川町 

この組合は、関係町のごみ処理施設の建設及び

管理経営に関する事務を共同処理するものとす

る。 

那賀郡桃山町大字最上 1316 番地

の 65 

（６人） 

   関係町の議会において当該町の議

会の議員のうちから３名を選挙す

る。 

 当該関係

町の議会議

員の任期に

よる。 

13 五色台広域施設組合 
貴志川町・海南市・ 

野上町・美里町 

この組合は、火葬場、葬祭場及び運動公園の設

置及び管理運営に関する事務を共同処理する。 

海草郡野上町大字国木原 577 番

地の 4 

（１３人） 

   関係市町の議会において当該町の

議会の議員のうちから選挙する。 

 

   海南市        ４人 

   野上町        ４人 

   美里町        ２人 

   貴志川町       ３人 

 関係市町

の議会議員

の任期によ

る。 
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協議第２４号  
 
 

公共的団体等の取扱いについて  
                 
 
  公共的団体等の取扱いについて、調整方針（案）を下記のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

記  
      
                                                                           
協 定 項 目  公共的団体等の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会   
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）公共的団体等は、新市の速やかな一体性を確立するため、

それぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるのものと

する。 
① ５町に共通している団体は、合併時に統合できるよう調

整に努めるものとする。 
② ５町に共通している団体で統合に時間を要する団体は、

将来統合できるよう調整に努めるものとする。 
③ 独自の団体は、原則として現行のとおりとする。 

（２）土地開発公社の取扱いについては、  
① 打田町土地開発公社及び貴志川町土地開発公社につい

ては、合併の前日までに解散するものとする。  
② 桃山町土地開発公社については、粉河町土地開発公社

に財産を無償で譲与し、合併の前日までに解散するもの

とする。  
③ 粉河町土地開発公社は、桃山町土地開発公社の財産を

無償で譲り受け、合併の日以降に定款を変更して新市の

土地開発公社とする。  

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
 
協 定 項 目 公共的団体等の取扱い 関 係 項 目 公共的団体等の取扱い 調整課 

調整方針（案） 

公共的団体等は、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。 
① ５町に共通している団体は、合併時に統合できるよう調整に努めるものとする。 
② ５町に共通している団体で統合に時間を要する団体は、将来統合できるよう調整に努めるものとする。 
③ 独自の団体は、原則として現行のとおりとする。 

 
那  賀  ５  町  の  状  況     

区分 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 備考 
打田町区長会 粉河町総代連絡協議会 那賀町区長協議会 桃山町区長会 貴志川町区長会 
池田財産区管理会 竜門財産区管理会 飯盛財産区管理会 最上･神田･市場･元財産区管理会 丸栖財産区管理会 
田中財産区管理会 長田竜門財産区管理会  調月財産区管理会 平池財産区管理会 
 南北志野財産区管理会   東貴志財産区管理会 
 鞆渕山林財産区管理会    
 鎌垣財産区管理会    
打田町交通事故をなくする町民運
動推進協議会 粉河町交通安全運動推進協議会  那賀町交通安全推進協議会 桃山町交通安全推進連絡協議会 貴志川町交通安全推進連絡協議会 
打田町交通安全母の会（婦人会兼） 粉河町交通安全母の会（婦人会兼） 那賀町交通安全母の会 桃山町交通安全母の会 貴志川町交通安全母の会 
    貴志川町ペンギンクラブ 
 粉河町防犯自治会 那賀町防犯自治会   
  那賀町暴力追放推進協議会 桃山町暴力追放推進協議会  

 
「公共的団体等の取扱い」で協

議するものの範囲 
（１） 団体の設置について町

が関与（補助）している

もの 
（２） 町の区域をもって設置

する旨の法的根拠があ

るもの 
（３） 町の事業に大きく関与

しているもの 

婦人防火クラブ（１団体） 婦人防火クラブ（３５団体） 婦人防火クラブ（３団体） 婦人防火クラブ（２団体） 婦人防火クラブ（２３団体）  
  那賀町公明選挙友の会  貴志川町明るい選挙推進協議会  
打田町女性会議 粉河町女性会議 那賀町女性会議 桃山町女性会議 貴志川町女性会議  
 感動こかわ２１協議会     
 粉河町誘致企業連絡会    桃山町立地企業連絡協議会 

総務企画 

   那賀町シルバー人材センター  (社団)貴志川町シルバー人材センター  
打田町民生児童委員協議会 粉河町民生児童委員協議会 那賀町民生児童委員協議会 桃山町民生児童委員協議会 貴志川町民生児童委員連絡協議会  
那賀保護司会打田分会 那賀保護司会粉河分会 那賀保護司会那賀分会 那賀保護司会桃山分会 那賀保護司会貴志川分会  
打田町更生保護婦人会 那賀東更生保護婦人会粉河支部 那賀東更生保護婦人会那賀支部 桃山町更生保護婦人会 貴志川町更生保護婦人会  
打田町母子寡婦福祉連合会 粉河町母子寡婦福祉連合会 那賀町母子寡婦福祉連合会 桃山町母子福祉連合会 貴志川町母子寡婦福祉連合会  
打田町立こばと保育所保護者会 粉河町立川原保育所保護者会 那賀町立上名手保育所保護者会 桃山町立安楽川保育所保護者会 貴志川町立中貴志保育所保護者会  
打田町立なるき保育所保護者会 粉河町立竜門保育所保護者会 那賀町立麻生津保育所保護者会 桃山町立調月保育所保護者会 貴志川町立東貴志保育所保護者会  
打田町立八王寺保育所保護者会 粉河町立長田保育所保護者会 那賀町立名手保育所保護者会  貴志川町立西貴志保育所保護者会  
 粉河町立鞆渕保育所保護者会   貴志川町立丸栖保育所保護者会  
 粉河町立川原保育所保護者会     
 粉河町保育所保護者会連合会     
 幼児教育振興連絡協議会     
太陽の子（学童保育）    こどもくらぶ（学童保育）  
てのひら（学童保育）    ほたるっこ（学童保育）  

    

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

(社会)粉河保育園 (社会)ながやま福祉会 ながやま
保育園  

 
 
 
 
 
福祉 

 山の子共同保育園     



(社会)皆楽園 ＰＵＲＥ皆楽 障害者小規模作業所サンワークス  (社会)ひまわり園 貴志川町たんぽぽの家共同作業所  

(社会)打田町社会福祉協議会   (社会)粉河町社会福祉協議会 (社会)那賀町社会福祉協議会 (社会)桃山町社会福祉協議会 (社会)貴志川町社会福祉協議会 「社会福祉協議会の取扱い」で

別途協議 
打田町老人クラブ連合会 粉河町老人クラブ連合会 那賀町老人クラブ連合会 桃山町老人クラブ連合会 貴志川町老人クラブ連合会  
打田町身体障害者連盟 粉河町身体障害者連盟 那賀町身体障害者連盟 桃山町身体障害者連盟 貴志川町身体障害者連盟  
打田町ボランティア連絡協議会 粉河町ボランティア連絡協議会 那賀町ボランティア連絡協議会 桃山町ボランティア連絡協議会 貴志川町ボランティア連絡協議会  

 

    貴志川町ボランティア地域活動推

進協議会  

打田町赤十字奉仕団 粉河町赤十字奉仕団 那賀町赤十字奉仕団 桃山町赤十字奉仕団 貴志川町赤十字奉仕団  
打田町遺族会 粉河町遺族会 那賀町遺族連合会 桃山町遺族会・遺族会婦人部 貴志川町遺族会  
打田町障害児者父母の会 粉河町障害者父母の会 那賀町障害者父母の会 桃山町障害児者父母の会 貴志川町障害児(者)父母の会  
打田町傷痍軍人会・同妻の会 粉河町傷痍軍人会・同妻の会 那賀町傷痍軍人会・同妻の会  貴志川町傷痍軍人会・同妻の会  
  那賀町介護者の会    
打田町心配ごと相談員協議会      
 粉河町重度身障者若年部会     
打田町医師会 粉河町医師会 那賀町医師会 桃山町医師会 貴志川町医師会  
   那賀町歯科医師会  貴志川町歯科医師会  
打田町母子保健推進員会 粉河町母子保健推進員協議会 那賀町保健推進協議会 桃山町母子保健推進委員会 貴志川町母子保健推進会  
打田町食生活改善推進協議会 粉河町食生活改善推進協議会 那賀町食生活改善推進協議会 桃山町食生活改善推進協議会 貴志川町食生活改善推進協議会  
 粉河町栄養改善団体     
打田町健康づくり推進協議会 粉河町健康づくり推進協議会 那賀町健康づくり推進協議会 桃山町健康づくり推進協議会 貴志川町健康づくり推進協議会  
   桃山町保健衛生推進協議会   
打田町精神障害者家族会 
（むつみ会） 粉河町精神障害者グループ・ホーム 那賀町精神障害者家族会 

（おりづる会） 
桃山町精神障害者家族会 
（わらびの会） 

貴志川町精神障害者家族会 
（いちごの会）  

     桃山町難病患者家族福祉連絡協議会 
打田町障害児親の会（ひまわり会）      
 粉河町希望の会     
      那賀町浴場経営管理委員会

 粉河町若葉作業所   NPO法人 ふきのとう  

    はなみずきグループ（ふきのとう支

援団体）  

健康対策 

    クレヨンサークル  
環境 打田町を美しくする町民運動推進

協議会     桃山町美化推進協議会 
打田町商工会 粉河町商工会 那賀町商工会 桃山町商工会 貴志川町商工会  
    貴志川町商業協同組合  
 粉河町観光協会 葛城観光協会 桃山町観光協会 貴志川町観光協会  
     藤崎観光協会  
   桃山町産業振興館 貴志川町観光物産センター  
アイ・ラブ・うちた実行委員会 粉河町民祭実行委員会 那賀町夏まつり実行委員会 桃山町まつり実行委員会 貴志川町夏まつり実行委員会  
 粉河町だんじり運行委員会 青洲まつり実行委員会  きしがわ祭実行委員会  
 粉河町山車保存会     
     高齢者グループ連絡協議会 
    貴志川町いちご狩り協会  
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那賀町ホタル保存会 源氏ボタルを育てる会  

商工観光 

    むらおこし事業委員会  



紀の里農業協同組合（本所・支所） 紀の里農業協同組合（支所） 紀の里農業協同組合（支所） 紀の里農業協同組合（支所） 紀の里農業協同組合（支所）  
 和歌山北部農業共済組合     
打田町農業士協議会 粉河町農業士会 那賀町農業士会 桃山町農業士会 貴志川町農業士会  
打田町４Ｈクラブ 粉河町４Ｈクラブ    桃山町４Ｈクラブ連合会 
 粉河町農業体験協議会     
打田町水田農業推進協議会 粉河町水田農業推進協議会 那賀町水田農業推進協議会 桃山町水田農業推進委員会 貴志川町水田農業推進協議会  
打田町青年農業経営者協議会 粉河町青年農業経営者協議会   貴志川町農業経営者協議会  
 粉河町農業振興協議会     
 粉河町産業祭実行委員会     
打田町緑化推進委員会 粉河町緑化推進委員会 那賀町緑化推進委員会 桃山町緑化推進協議会 貴志川町緑化推進委員会  
打田町みどりの少年団 粉河町みどりの少年団 那賀町みどりの少年団 桃山町みどりの少年団 貴志川町みどりの少年団  
猟友会那賀支会打田分会 猟友会粉河分会・鞆渕分会 那賀町猟友会 猟友会桃山支部 猟友会貴志川支部  
 那賀広域森林組合     
 鞆渕林業研究会    桃山町林業研究会 
紀の川用水土地改良区 小田井土地改良区  安楽川井土地改良区 山田ダム土地改良区  
海神土地改良区 荒見井土地改良区   貴志川土地改良区  
 桜池土地改良区     
     桃山町植木組合 
打田町近代化施設園芸組合      
打田町農機具共同利用組合     桃山農機具共同利用組合 
     調月北部農機具共同利用組合 
打田町いちご生産出荷組合      
打田町たばこ耕作研究会      
打田町養液栽培研究会      
打田町水耕栽培研究会      
しいたけ研究会      
     「あら川の桃」振興協議会 
     桃山町農事研究会 
     桃山町中国研修生受入協議会 
     細野渓流キャンプ場管理組合 
    貴志川町そ菜研究会  
    貴志川町花き研究会  
打田町畜産振興会      
    平池関係地区協議会  
打田町生活研究グループ 粉河町生活研究グループ 那賀町生活研究グループ 桃山町生活研究グループ 貴志川町生活研究グループ  
打田東部生活学校 粉河町生活学校 あけぼの生活学校 市場生活学校 神戸生活学校  
交西生活学校      
古和田生活学校      
池田西部生活学校      
 粉河町食育実践推進支援協議会     
 粉河町有機農業実践グループ 那賀町有機実践グループ    

農林業 

    21世紀村づくり塾  
建設 打田町建設業協会 粉河町建設業協会 那賀町建設業協会 桃山町建設業協会 貴志川町建設業協会  
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田中小学校育友会 粉河小学校育友会 麻生津小学校愛育会 安楽川小学校育友会 中貴志小学校ＰＴＡ  
池田小学校育友会 竜門小学校育友会 上名手小学校育童会 調月小学校育友会 東貴志小学校育友会  
 長田小学校育友会 名手小学校育友会 桃山小学校育友会 西貴志小学校育友会  
 川原小学校育童会   丸栖小学校育友会  
打田中学校ＰＴＡ 粉河中学校ＰＴＡ 那賀中学校ＰＴＡ 荒川中学校育友会 貴志川中学校ＰＴＡ  
 鞆渕中学校ＰＴＡ    桃山中学校育友会 
打田町ＰＴＡ連絡協議会 粉河町ＰＴＡ連絡協議会 那賀町ＰＴＡ連絡協議会 桃山町ＰＴＡ連絡協議会 貴志川町ＰＴＡ連絡協議会  
    貴志川町スクールサポーター  
    町立安楽川幼稚園保護者会  
(学)智徳幼稚園 (   学)愛の光幼稚園  (学)あおば幼稚園  
打田町青少年育成町民会議 粉河町青少年育成町民会議 那賀町青少年育成町民会議    
打田町青少年育成県民運動推進委員会  那賀町青少年育成推進指導員会 桃山町青少年健全育成推進指導員会 貴志川町青少年健全育成推進協議会  
 粉河ユースクラブ 那賀町青年団体連絡協議会  貴志川町青年会連絡協議会  
 粉河町青少年補導委員連絡協議会     
打田町地域活動連絡協議会 粉河町父母子供クラブ運営協議会 那賀町父母子ども会連絡協議会 桃山町地域活動連絡協議会 貴志川町地域活動連絡協議会  
打田町婦人会 粉河町婦人会 那賀町婦人会 桃山町婦人会   
打田町文化協会 粉河町文化協会 那賀町文化協会 桃山町文化協会 貴志川町文化協会  
 紀北ユネスコ協会   貴志川ユネスコ協会  
ボーイスカウト ボーイ・ガールスカウト ボーイ・ガールスカウト  ボーイスカウト  
      ジュニア・シニアリーダー

      あんぱんクラブ(生涯学習グループ)
      ぱっくんくらぶ(生涯学習グループ)
      子育て支援のびのびネットワーク

打田町花の会 粉河町花の会     
 粉河文化史友会    桃山町歴史の会 
     桃山町読み聞かせクラブ 
 車楽ラブ 華岡青洲劇団 祇園太鼓保存会   
 八十八おどり保存会    あらかわの桃縁起踊り保存会 
 粉河祭礼保存会     
    貴志川町生涯学習センター管理運営委員会  
    丸栖コミュニティセンター管理運営委員会  
    東貴志コミュニティセンター管理運営委員会  
    中貴志コミュニティセンター管理運営委員会  
    西貴志コミュニティセンター管理運営委員会  
    貴志川町生涯学習メントル  
    貴志川町女性学級（５団体）  
打田町体育振興会 粉河町体育協会 那賀町体育協会 桃山町体育協会 貴志川町体育協会  
打田町スポーツ少年団本部 粉河町スポーツ少年団本部 那賀町スポーツ少年団本部 桃山町スポーツ少年団本部 貴志川町スポーツ少年団本部  
打田町スポーツ少年団 粉河町スポーツ少年団 那賀町スポーツ少年団 桃山町スポーツ少年団 貴志川町スポーツ少年団  

 
 

教育文化 

打田町スポーツ少年団指導者協議会 粉河町スポーツ少年団指導者協議会 那賀町スポーツ少年団指導者協議会  貴志川町スポーツ少年団指導者協議会  
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那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 公共的団体等の取扱い 関 係 項 目 公共的団体等の取扱い（土地開発公社） 調 整 課 

調整方針（案） 

① 打田町土地開発公社及び貴志川町土地地開発公社については、合併の前日までに解散するものとする。 

② 桃山町土地開発公社については、粉河町土地開発公社に財産を無償で譲与し、合併の前日までに解散するものとする。 

③ 粉河町土地開発公社は、桃山町土地開発公社の財産を無償で譲り受け、合併の日以降に定款を変更して新市の土地開発公社とする。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況  （平成１５年度末現在）  

項  目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
備 考 

【概要】 

名称 打田町土地開発公社 粉河町土地開発公社 該当なし 桃山町土地開発公社 貴志川町土地開発公社 

事務所の所在地 打田町大字西大井３３８番地 粉河町粉河４１４番地  桃山町大字元３８２番地 貴志川町神戸３２７番地の１

設立団体 打田町 粉河町  桃山町 貴志川町 

理事定数 
１６名以内 
(うち理事長１名、副理事長１名)

１５名以内 
(うち理事長１名、副理事長１名) 

 
１２名以内 
（うち理事長１名） 

１２名以内 
（うち理事長１名） 

理事任期 ２年 ２年 ２年 ２年役員 

監事定数 ２名以内 ２名 ２名以内 ２名

【基本財産】（単位：円） 

資本金 5,000,000 10,000,000  10,000,000 10,000,000

【財産目録】（単位：円） 

１．固定資産 205,585  10,000,000 10,000,000

（１）有形固定資産 205,585  

（２）無形固定資産  

（３）その他の資産  10,000,000 10,000,000

２．流動資産 21,384,177 3,587,831,012  1,400,264,392 8,788,632

（１）現金預金 21,384,177 18,971,370  ※   183,365,080 8,788,632

（２）公有用地 1,758,741,510  

（３）完成土地 1,361,118,920  1,198,039,473

（４）未成土地 448,999,212  1,429,839

（５）未収金  17,430,000

資産合計 21,384,177 3,588,036,597  1,410,264,392 18,788,632

１．固定負債 3,586,854,000  1,200,000,000

（１） 長期借入金 3,532,000,000  ※  1,200,000,000

（２）その他の固定負債 54,854,000  

２．流動負債  25,473,750

（１）未払金  16,390,750

（２）預り金  9,083,000

負債合計 3,586,854,000  ※  1,225,473,750

正味財産 21,384,177 1,182,597  ※    184,790,642 18,788,632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ８月１日現在 

150,000,000 円返済により

現金貯金 33,365,080 円 

 

 

 

 

※ ８月１日現在 

150,000,000 円返済による

借入残高 1,050,000,000 円

 

 

※ ８月１日現在 

負債合計 1,075,473,750 円

正味財産 34,790,642 円 
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那  賀  ５  町  の  状  況  （平成１５年度末現在）  

項 目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
備 考 

取得事業用地名 
保有面積
（㎡）

取得事業用地名 
保有面積
（㎡）

取得事業用地名 
保有面積
（㎡）

取得事業用地名 
保有面積 
（㎡） 

取得事業用地名 
保有面積
（㎡）

 
道路整備事業用地

代替地 
6,833.66     

 
粉河駅南土地区画

整備事業用地 
18,916.48     

 北宅地駐車場用地 468.38     

 
長田地区公有用地

先行取得 
2,308.13     

公有地取得事業 

小計 小計 28,576.65 小計 小計  小計 

造成事業地名 
保有面積
（㎡）

造成事業地名 
保有面積
（㎡）

造成事業地名 
保有面積
（㎡）

造成事業地名 
保有面積 
（㎡） 

造成事業地名 
保有面積
（㎡）

 
上田井(川新田)工

業団地 
6,059.67  桃山第 3企業団地 18,021.53  

(上記の内 13,087 ㎡は賃貸借) 

賃貸借        10,100 

 

買取を前提 

とした賃貸借     1,716  

 

 下清水住宅団地 2,108.61  

買取を前提とし 

た定期借地権設定   1,271 

 

 

 
下新田住宅団地 

(ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞこかわ) 
6,909.66  八坂団地分譲宅地 1,075.44  

 白樺台住宅団地 4,035.98  稲葉段造成用地 1,553.00  

 片山住宅団地 172.28  官地処分事業用地 306.00  

完成土地 

小計 小計 19,286.20 小計 小計 20,955.97 小計 

 
上､上田井(中山田)

住宅団地 
8,035.00  

第 2 工業用地関連

用地 
70.00  

 嶋住宅団地 2,265.93     

 片山第 2住宅団地 4,184.00     

土地造成事業 

未成土地 

小計 小計 14,484.93 小計 小計 70.00 小計 

合 計   62,347.78   21,025.97  
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協議第２５号  
 
 

各種事務事業（広報広聴関係事業）の取扱いについて  
                 
 
  各種事務事業（広報広聴関係事業）の取扱いについて、調整方針（案）を
下記のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

 
記  

      
                                                                           
協 定 項 目  各種事務事業（広報広聴関係事業）の取扱いについて 
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  企画部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

広報広聴関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。 
（１）広報誌については、合併時に統一し情報の提供に努める。 
（２）ホームページについては、新市において新たに開設し、広報

広聴の充実を図る。 
（３）行政相談については、再編を行い合併時までに調整する。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目  各種事務事業の取扱い 関 係 項 目  広報広聴関係事業の取扱い 調 整 課 

調整方針（案） 

広報広聴関係事業の取扱いについては、次のとおりとする。 
 
（１）広報誌については、合併時に統一し情報の提供に努める。 

（２）ホームページについては、新市において新たに開設し、広報広聴の充実を図る。 

（３）行政相談については、再編を行い合併時までに調整する。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況 

項 目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

名  称 広報「うちた」 広報「こかわ」 広報「那賀」 広報「ももやま」 広報「きし川」 

回  数 １回／月 １回／月 １回／月 １回／月 １回／月 

発 行 日 毎月第 1金曜日 毎月 1日 毎月 1日 毎月月末 毎月１日 

印刷部数 ４，９００部 ５，５００部 ３，０５０部 ３，０００部 ７，２００部 

ページ数 
総頁１６ページ 
（内カラー２ページ） 

総頁１４ページ 
（内カラー２ページ） 

総頁２２ページ 
 

総頁２４ページ 
（内カラー２ページ） 

総頁２４ページ 
（内カラー２ページ） 

広
報
誌
の
発
行 

広報委員
会 

該当なし 該当なし 那賀町広報委員会 
 各課広報委員が代表となり、
各課よりの記事を取りまと
め、広報係と内容を検討す
る。 

広報編集委員会 
 ①翌月号の広報誌の内容検討 
 ②その他広報の発行についての
連絡調整 

広報編集委員会 
 広報誌掲載内容の指針を決定す
る。 
 毎月月初めに開催する。 
 広報広室でその翌月に発行する
記事内容を記入したレジュメに
したがって、会議を進める。 
 

合併時に統一し情報の提供
に努める。 

名  称 打田町ホームページ 粉河町ホームページ 那賀町ホームページ 桃山町ホームページ 貴志川町ホームページ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

主な掲載 
事項 
 

○暮らしと住まい 
○健康・福祉 
○保険・年金・税金 
○教育・文化・スポーツ 
○まちづくり・行政 
○打田町ってこんな町 
 

○町のプロフィール 
○行政案内 
○くらしの情報 
○見どころ粉河 
○観光案内 
○公共施設 
○広報こかわ 

○ふるさと紹介 
○観光案内 
○那賀町イラストマップ 
○医聖華岡青洲について 
○花野果さんの紹介 

○桃山町観光情報 
○住民ガイド 
○桃山よもやま掲示板 
○桃山町ってこんな所 
○イラストマップ 
○図書情報検索 
○行政情報・教育情報 
○分譲住宅等のお知らせ 

○こんな町です 
○施設・講座案内 
○暮らしの便利帳 
○行政かわら版 
○ホタル情報 
○いちご情報 
○観光案内 
○特産品 
 

新市において新たに開設
し、広報広聴の充実を図
る。 

名  称 
合同相談（心配ごと、行政） 
 

行政相談 
 

行政相談（人権相談と合同） 
 

合同相談（行政、心配ごと） 
 

①定例行政相談 
②暮らしのための法律行政合同相談

実施回数 毎月１回 毎月１回 ２ヶ月に１回 毎月１回(５月、１０月は２回) ①は年５回 ②は年１回 
行
政
相
談 周知方法 

 
 

町の広報誌へ掲載 町広報誌、有線放送 防災行政無線により周知 町の広報誌へ掲載 広報誌掲載、ＰＲチラシを各戸に
配布、屋外放送でＰＲ 
 

再編を行い合併時までに調
整する。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



協議第２６号  
 
 

各種事務事業（防災関係事業）の取扱いについて  
                 
 
  各種事務事業（防災関係事業）の取扱いについて、調整方針（案）を下記
のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

 
記  

      
                                                                           
協 定 項 目  各種事務事業（防災関係事業）の取扱いについて 
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  総務財政部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

防災関係事業の取扱いは、次のとおりとする。 
（１）防災会議については、合併時に統合する。 
（２）地域防災計画及び水防計画については、新市において速やか

に策定するものとする。なお、策定されるまでの間は現行の計

画を新市に引き継ぎ運用する。 
（３）消防・防災相互応援協定については、新市において引き続き

締結するものとする。 
（４）自主防災組織等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、

結成及び育成については、新市において引き続き推進する。 
（５）防災行政無線については、現行の設備を利用し、新市におい

て統一に努めるものとする。なお、放送時間、放送内容等につ

いては、合併時に統一する。 
（６）水防協議会については、合併時に廃止し、新市の防災会議で

その機能を維持するものとする。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
 
協 定 項 目 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 防災関係事業の取扱い 調整課 

調整方針（案） 

防災関係事業の取扱いは、次のとおりとする。 
（１） 防災会議については、合併時に統合する。 
（２） 地域防災計画及び水防計画については、新市において速やかに策定するものとする。なお、策定されるまでの間は現行の計画を新市に引き継ぎ運用する。 
（３） 消防・防災相互応援協定については、新市において引き続き締結するものとする。 
（４） 自主防災組織等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、結成及び育成については、新市において引き続き推進する。 
（５） 防災行政無線については、現行の設備を利用し、新市において統一に努めるものとする。なお、放送時間、放送内容等については、合併時に統一する。 
（６） 水防協議会については、合併時に廃止し、新市の防災会議でその機能を維持するものとする。 

 
 

那 賀 ５ 町 の 状 況 
区 分 

打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 
調整の具体的内容 

名称 打田町防災会議（現１５名） 粉河町防災会議（現２０名） 那賀町防災会議（現２０名） 桃山町防災会議（現１０名） 貴志川町防災会議（現１８名） 

会長及び委員 

会長は、町長をもって充てる。 
委員は、次の各号に掲げる者を

もって充てる。 
 
(1) 和歌山県の知事の部内の職
員のうちから町長が任命す

る者(定数 2名) 
(2) 和歌山県警察の警察官のう
ちから町長が任命する者 

(3) 町長がその部内の職員のう
ちから指名する者(定数 9名) 

(4) 教育長 
(5) 消防団長 
(6) 指定公共機関又は指定地方
公共機関の職員のうちから

町長が任命する者(定数 3名) 
(7) 町議会のうちから町長が指
名する者 

 

会長は、町長をもって充てる。 
委員の定数は 20人以内とし、次
の各号に掲げる者をもって充て

る。 
(1) 指定地方行政機関の職員の
うちから町長が任命する者 

(2) 和歌山県の知事の部内の職
員のうちから町長が任命す

る者 
(3) 和歌山県警察の警察官のう
ちから町長が任命する者 

(4) 町長がその部内の職員のう
ちから指名する者 

(5) 教育長 
(6) 消防団長 
(7) 指定公共機関又は指定地方
公共機関の職員のうちから

町長が任命する者 
 

会長は、町長をもって充てる。 
委員の定数は 20人以内とする。 
 
 
(1) 指定地方行政機関の職員の
うちから町長が任命する者 

(2) 和歌山県の知事の部内の職
員のうちから町長が任命す

る者 
(3) 和歌山県警察の警察官のう
ちから町長が任命する者 

(4) 町長がその部内の職員のう
ちから指名する者 

(5) 教育長 
(6) 消防団長 
(7) 指定公共機関又は指定地方
公共機関の職員のうちから

町長が任命する者 
(8) 町内に所在する公共的団体
の役職員から町長が任命す

る者 
(9) 学識経験者のうちから町長
が任命する者 

会長は､町長をもって充てる。 
委員の定数は 15人以内とし、次
の各号に掲げる者のうちから任

命する。 
(1) 指定地方行政機関の職員の
うちから町長が任命する者 

(2) 和歌山県の知事の部内の職
員のうちから町長が任命す

る者 
(3) 和歌山県警察の警察官のう
ちから町長が任命する者 

(4) 町長がその部内の職員のう
ちから指名する者 

(5) 教育長 
(6) 郡消防組合の職員及び消防
団長 

(7) 指定公共機関又は指定地方
公共機関の職員のうちから

町長が任命する者 
 

会長は、町長をもって充てる。 
委員の数は、18人以内とし、次
の各号に掲げる者をもって充て

る。 
(1) 指定地方行政機関の職員の
うちから町長が委嘱する者 

(2) 和歌山県の知事の部内の職
員のうちから町長が委嘱す

る者 
(3) 和歌山県警察の警察官のう
ちから町長が委嘱する者 

(4) 町長がその部内の職員のう
ちから指名する者 

(5) 教育長及び教育次長 
(6) 消防長及び消防団長 
(7) 指定公共機関又は指定地方
公共機関の職員のうちから

町長が委嘱する者 
(8) 学識経験のある者のうちか
ら町長が委嘱する者 

防災会議 

任期 

委員の任期は 2年とする。 上記第(7)号委員の任期は 2年と
する。 

委員の任期は 2年とする。 上記第(7)号委員の任期は 2年と
する。 

上記第(7)号及び第(8)号委員の
任期は 4年とする。 

防災会議については、合併

時に統合する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



 
那 賀 ５ 町 の 状 況 

区 分 
打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 

調整の具体的内容 

名称 打田町地域防災計画 粉河町地域防災計画 那賀町地域防災計画 桃山町地域防災計画 貴志川町地域防災計画 

策定年 昭和 60年策定 
（平成 10年一部修正） 

策定年不詳 
（平成 9年一部修正） 

策定年不詳 
（平成 13年 3月一部修正） 

平成 12年策定 
（平成 13年 3月一部修正） 

平成 8年策定 
（平成 16年 3月一部修正） 

計画目的 

 この計画は、災害対策基本法

(昭和 36 年法律第 223 号)第 42
条の規定に基づき、打田町防災

会議が作成する計画であって、

町、県、関係地方行政機関、関

係地方公共機関等の防災関係機

関が、その有する機能を有効に

発揮して、町の地域における災

害予防、災害応急対策及び災害

復旧を実施することにより、町

土並びに住民の生命、身体及び

財産を災害から保護することを

目的とする。 

 この計画は、災害対策基本法

(昭和 36 年法律第 223 号)第 42
条及び粉河町防災会議条例(昭和
38年条例第 22号)の規定に基づ
き、粉河町の地域並びに町民の

生命、身体及び財産を災害から

守るため、次の項目を定めるこ

とにより、総合的な災害予防、

災害応急対策及び災害復旧の諸

活動を円滑に実施し、もって防

災の万全を期すことを目的とす

る。 

この計画は、災害対策基本法

(昭和 36 年法律第 223 号)第 42
条の規定に基づき、那賀町防災

会議が作成する那賀町の地域に

かかる災害対策に関して定める

ものであり、災害が発生し、又

は発生するおそれがある場合

に、本町及び防災関係機関の有

する機能を有効に発揮して、町

域における災害予防、災害応急

対策及び災害復旧を実施するこ

とにより、地域並びに住民の生

命、身体及び財産を災害から保

護することを目的とする。 

本計画は、災害対策基本法(昭
和36年法律第223号)第42条の
規定に基づき、桃山町防災会議

が作成する計画である。町及び

指定地方行政機関、指定地方公

共機関等の防災関係機関が有す

る機能を有効に発揮して、町の

災害予防、災害応急対策及び災

害復旧を実施することにより、

町土及び町民の生命・身体・財

産を災害から保護することを目

的とする。 

この計画は、災害対策基本法

(昭和 36 年法律第 223 号)第 42
条の規定に基づき、貴志川町防

災会議が作成する計画であっ

て、町及び防災関係機関が、そ

の有する機能を有効に発揮し、

貴志川町における災害予防、災

害応急対策及び災害復旧・復興

を実施することにより、町土並

びに住民の生命・身体及び財産

を災害から保護することを目的

とする。 
地域防災計画 

計画概要 

○ 基本計画編 
第 1編 総則 
第 2編 災害予防計画 
第 3編 災害応急対策計画 
    （一般災害） 
第 4編 災害復旧計画 

○ 震災対策計画編 
第 1編 地震規模の想定 
第 2編 災害応急対策計画 

○ 資料編 
 

第1章 総則 
第2章 災害予防計画 
第3章 地震災害予防計画 
第4章 災害応急対策計画 
第5章 地震災害応急対策計画 
第6章 災害復旧計画 
資料編・様式集 

第 1編 総則 
第 2編 災害予防計画 
第 3編 災害応急対策計画 
第 4編 災害復旧計画 
資料・様式 

第1章 序論 
第2章 災害予防計画 
第3章 災害応急対策計画 
第4章 災害復旧・復興計画 
資料・様式 

第 1編 総則 
第 2編 災害予防計画 
第 3編 災害応急対策計画 
第 4編 災害復旧計画 
第 5編 参考（資料集） 

地域防災計画については、

新市において速やかに策定す

るものとする。なお、策定さ

れるまでの間は現行の計画を

新市に引き継ぎ運用する。 

和歌山県下消防広域相互応援協定 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

和歌山県防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ応援協定 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

阪和林野相互応援協定(林野火災) 左に同じ 左に同じ ―― ―― 
消防・防災相互応援協定 

―― ―― ―― ―― 災害時相互応援協定（かつらぎ

町ほか県外 10町と締結） 

消防・防災相互応援協定に

ついては、新市において引き

続き締結するものとする。 

自主防災組織等 自主防災組織   ―― 
婦人防火クラブ  1団体 

自主防災組織   ―― 
婦人防火クラブ 35団体 

自主防災組織   ―― 
婦人防火クラブ  3団体 

自主防災組織   30団体 
婦人防火クラブ  2団体 

自主防災組織  23団体 
婦人防火クラブ 23団体 

自主防災組織等について

は、現行のとおり新市に引き

継ぎ、結成及び育成について

は、新市において引き続き推

進する。 
 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



 
那 賀 ５ 町 の 状 況 

区 分 
打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 

調整の具体的内容 

無線局名 ぼうさいうちた ぼうさいこかわちょう ぼうさいながちょう ぼうさいももやま ぼうさいきしがわちょう 

親局 打田町役場 1基 粉河町役場 1基 那賀町役場 1基 桃山町役場 1基 貴志川町役場 1基 

遠隔装置 
那賀郡消防組合   1基 
紀の里農協打田支所 1基 

那賀郡消防組合   1基 
紀の里農協粉河支所 1基 
粉河町役場鞆渕支所 1基 

那賀郡消防組合   1基 
紀の里農協那賀支所 1基 
那賀町総合センター 1基 

那賀郡消防組合   1基 
 

那賀郡消防組合    1基 
紀の里農協貴志川支所 1基 

子局     18局 74局 39局 43局 51局 

個別受信機     1,284機 2,022機 2,650機 133機 6,782機 

周波数     69.435MHｚ 57.260MHｚ 61.370MHｚ 57.665MHｚ 68.865MHｚ 

定時放送 

１．チャイムによる定時放送 
朝     ―― 
昼     ―― 
夕方 17時 00分 

２．消防署定時試験放送 
３．紀の里農協定時放送(個別) 
 

１．チャイムによる定時放送 
朝     ―― 
昼  11時 00分 
夕方 17時 00分 

２．消防署定時試験放送 
３．紀の里農協定時放送(個別) 
４．町からの定時放送 

１．チャイムによる定時放送 
朝     ―― 
昼   11時 58分 
夕方  16時 58分 

２．消防署定時試験放送 
３．紀の里農協定時放送(個別) 
４．町からの定時放送 

１．チャイムによる定時放送 
朝   8時 00分 
昼    12時 00分 
夕方  17時 00分 

２．消防署定時試験放送 
３． 帰宅放送(児童･生徒を対象) 

１．チャイムによる定時放送 
朝     ―― 
昼   12時 00分 
夕方  17時 00分 

２．消防署定時試験放送 
３．紀の里農協定時放送(個別) 
４．町からの定時放送 

臨時放送 

１． 未帰宅者の発見(情報提供)
依頼 

２． 全国交通安全運動における

啓発 
３． 全国火災予防運動における

啓発 
４． 選挙時投票啓発放送 
５． 献血の協力依頼 
６． その他町からのお知らせ 

左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

防災行政無線 

緊急放送 火災等災害発生時における放送 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

防災行政無線については、

現行の設備を利用し、新市に

おいて統一に努めるものとす

る。 
 なお、放送時間、放送内容

等については、合併時に統一

する。 

水防協議会 防災会議にて対応 防災会議にて対応 

名称 那賀町水防協議会 
（会長及び委員構成は、防災会議

に準ずる。） 
 

防災会議にて対応 防災会議にて対応 

水防協議会については、合

併時に廃止し、新市の防災会

議でその機能を維持するも

のとする。 

水防計画 平成11年策定 策定年不詳 
（平成15年6月一部修正） 

策定年不詳 
（平成14年2月一部修正） 

策定年不詳 
（平成14年月不詳一部修正） 

平成8年策定 
（平成16年3月一部修正） 

水防計画については、新市

において速やかに策定するも

のとする。なお、策定される

までの間は現行の計画を新市

に引き継ぎ運用する。 
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協議第２７号  
 
 

各種事務事業（保育事業）の取扱いについて  
                 
 
  各種事務事業（保育事業）の取扱いについて、調整方針（案）を下記のと
おり提出する。  
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  

 
記  

                                                                             
協 定 項 目  各種事務事業（保育事業）の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

保育事業の取扱いについては、次のとおりとする。 
（１）保育料については国の徴収基準額の８０％（５町平均）を基

本として調整する。ただし、合併の日の属する年度は旧町の例

による。 
（２）保育所（園）の設置状況について、公立保育所は現行どおり

新市に引き継ぐものとする。 
（３）へき地保育事業及び広域入所制度については、現行どおり新

市に引き継ぐ。 
（４）公立保育所で実施する障害児保育事業、乳幼児保育事業、延

長保育促進事業及び一時保育促進事業については、現行どおり

新市に引き継ぐものとする。 
（５）地域子育て支援センター事業について、名手保育所及び安楽

川保育所は、新市において実施する方向で調整する。 
（６）民間保育所運営補助金については、合併の日の属する年度は

旧町の例によるものとし、翌年度以降については、新市におい

て速やかに補助要綱を策定する。 
（７）幼児教育振興運営事業については、合併時に廃止する。 
（８）保護者会については現行のとおり新市に引き継ぐものとし、

保護者会連合会については、新市において調整する。 
（９）給食については現行どおり自園方式とする。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
協 定 項 目 各種事務事業の取り扱い 関 係 項 目  保育事業の取り扱い 調 整 課 

調整方針（案） 

保育事業の取り扱いについては、次のとおりとする。 
（１）保育料については国の徴収基準額の８０％（５町平均）を基本として調整する。ただし、合併の日の属する年度は旧町の例による。 
（２）保育所（園）の設置状況について、公立保育所は現行どおり新市に引き継ぐものとする。 
（３）へき地保育事業及び広域入所制度については、現行どおり新市に引き継ぐ。 
（４）公立保育所で実施する障害児保育事業、乳幼児保育事業、延長保育促進事業及び一時保育促進事業については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。 
（５）地域子育て支援センター事業について、名手保育所及び安楽川保育所は、新市において実施する方向で調整する。 
（６）民間保育所運営補助金については、合併の日の属する年度は旧町の例によるものとし、翌年度以降については、新市において速やかに補助要綱を策定する。 
（７）幼児教育振興運営事業については、合併時に廃止する。 
（８）保護者会については現行のとおり新市に引き継ぐものとし、保護者会連合会については、新市において調整する。 
（９）給食については現行どおり自園方式とする。 

 

                              那  賀  ５  町  の  状  況    （ 平成１６年４月１日現在 ）  
項目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

調整の具体的内容 

（単位：円） 

階
層 

定義 
３歳児
未満 

３歳児 
４歳児
以上 

１ 
生活保護法によ
る被保護世帯 

0 0 0 

２ 市町村民税 
非課税世帯 

9,000 6,000 6,000 

３ 市町村民税 
課税世帯 

19,500 16,500 16,500 

４ 所得税 
64,000 未満 

30,000 24,000 21,500 

５ 64,000 以上
所得税 

 44,500 
160,000未満 

27,200 23,500 

６ 
所得税 
160,000以上 
408,000未満 

61,000 30,400 25,500 

７ 所得税 
408,000以上 

0歳児 
80,000 
1･2歳児 33,100 

78,900 

27,000 

 

（単位：円） 

階
層 

定義 
３歳児
未満 

３歳児 
４歳児
以上 

１ 
生活保護法によ
る被保護世帯 

0 0 0 

２ 市町村民税 
非課税世帯 

6,300 4,800 4,500 

３ 市町村民税 
課税世帯 

15,600 13,200 12,300 

４ 所得税 
64,000 未満 

24,000 21,600 20,200 

５ 
所得税 
64,000 以上 37,800
160,000未満 

28,500 21,900 

６ 160,000以上 
所得税 

408,000未満 
48,800 30,200 24,700 

７ 所得税 
408,000以上 64,000 33,600 27,400  

（単位：円）

階
層 

定義 
３歳児
未満 

３歳児
４歳児
以上 

１ 
生活保護法によ
る被保護世帯

0 0 0

２ 市町村民税
非課税世帯

6,500 4,500 4,000

３ 課税世帯 
市町村民税

(均等割りのみ世帯)
14,000 10,000 9,000

４ 
市町村民税
課税世帯 
（所得割） 

18,000 15,000 13,000

５ 所得税 
64,000 未満

25,000 20,000 16,000

６ 64,000 以上
所得税 

104,000未満
31,000 24,000 19,000

７ 104,000以上
所得税 

160,000未満
37,000 27,000 21,000

８ 160,000以上
所得税 

298,000未満
43,000 29,000 23,000

９ 298,000以上
所得税 

408,000未満
49,000 31,000 25,000

10 所得税 
408,000以上

62,000 33,000 27,000
 

（単位：円）

階
層 

定義 
３歳児
未満 

３歳児
４歳児
以上 

１
生活保護法によ
る被保護世帯

0 0 0

２市町村民税
非課税世帯

6,300 4,800 4,800

３市町村民税
課税世帯 

13,700 13,200 13,200

４所得税 
64,000 未満

22,500 21,600 21,600

５
所得税 
64,000 以上
160,000未満

31,200 29,800 24,700

６
所得税 
160,000以上
408,000未満

42,700 29,800 24,700

７所得税 
408,000以上

56,000 29,800 24,700
 

（単位：円） 

階
層 

定義 
３歳児
未満 

３歳児 
４歳児
以上 

１
生活保護法によ
る被保護世帯 

0 0 0 

２市町村民税 
非課税世帯 

7,700 5,100 5,100 

３市町村民税 
課税世帯 

16,700 14,100 14,100 

４所得税 
64,000 未満 

25,800 23,200 23,200 

５
所得税 
64,000 以上 
160,000未満 

38,200 29,000 23,800 

６
所得税 
160,000以上 
408,000未満 

52,400 29,000 23,800 

７所得税 
408,000以上 68,800 29,000 23,800  

（単位：円）

階
層 

定義 
３歳児
未満 

３歳児
４歳児
以上 

１ 
生活保護法によ
る被保護世帯

0 0 0

２ 市町村民税
非課税世帯

7,200 4,800 4,800

３ 市町村民税
課税世帯 

15,600 13,200 13,200

４ 所得税 
64,000 未満

24,000 21,600 20,000

５ 
所得税 
64,000 以上
160,000未満

35,600 26,400 21,600

６ 160,000以上
所得税 

408,000未満
48,800 28,100 22,900

７ 所得税 
408,000以上

64,000 29,700 24,300
 

保 
 
 

育 
 
 

料 
 
 

月 
 
 

額 

  
【参考】国の保育所徴収金基準額表（平成１５年度適用）               （単位：円） 

  

階層区分 定義 ３歳児未満 ３歳児 ４歳児以上 
第１階層 生活保護法による被保護世帯 ０ ０ ０

第２階層 市町村民税非課税世帯 ９，０００ ６，０００ ６，０００

第３階層 市町村民税課税世帯 １９，５００ １６，５００ １６，５００

第４階層 所得税 64,000 未満 ３０，０００ ２７，０００ ２７，０００

第５階層 所得税 64,000 以上 160,000 未満 ４４，５００ ３３，０８０ ２７，０００

第６階層 所得税 160,000 以上 408,000 未満 ６１，０００ ３３，０８０ ２７，０００

第７階層 所得税 408,000 以上 
８０，０００

(１、２歳児保育単価限度78,740)
３３，０８０ ２７，０００

   
保育料については国の徴収基準
額の８０％（５町平均）を基本と
して調整する。ただし、合併の日
の属する年度は旧町の例による。 
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保 

育 

所
（
園
） 

の 

設 

置 

状 

況 

（単位：人） 

名  称 定員 実数 

こばと保育所 200 181 

なるき保育所 180 151 

公
立 

八王子保育所 60 44 

合 計 440 376 

保育時間 
平日(通常) 8:45～16:00（３カ所） 

(延長) 7:45～18:00（３カ所） 
 
土曜(通常) 8:45～11:30（３カ所） 

(延長) 7:45～13:00（３カ所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人） 

名  称 定員 実数 私
立 れもん保育園 45 37 

保育時間 
平日(通常) 7:30～18:30 

(延長) 7:30～20:00 
 
土曜(通常) 7:30～18:30 

(延長)   ―― 
 

（単位：人） 
定員 実数 

町 全 体 
485 413  

（単位：人） 

名  称 定員 実数 

川原保育所 90 46 

長田保育所 120 89 

公
立 

竜門保育所 120 64 

合 計 330 199 

保育時間 
平日(通常) 8:00～16:00（川原） 

(延長) 8:00～18:00（ 〃 ） 
(通常) 8:45～16:00（長田） 
(延長) 8:00～17:30（ 〃 ） 
(通常) 8:30～16:00（竜門） 
(延長) 8:00～17:30（ 〃 ） 

 
土曜(通常) 8:00～11:30（川原） 

(延長) 8:00～12:30（ 〃 ） 
(通常) 8:45～11:30（長田） 
(延長) 8:00～12:30（ 〃 ） 
(通常) 8:30～11:30（竜門） 
(延長) 8:00～12:30（ 〃 ） 

 
（単位：人） 

名  称 定員 実数 私
立 粉河保育園 170 180 

保育時間 
平日(通常) 9:00～16:00 

(延長) 7:00～19:00 
 
土曜(通常) 9:00～11:30 

(延長) 7:00～12:30 
 

（単位：人） 
定員 実数 

町 全 体 
500 379  

（単位：人）

名  称 定員 実数

名手保育所 220 150

麻生津保育所 45 28

公
立 

上名手保育所 45 24

合 計 310 202

保育時間 
平日(通常) 8:00～16:00（３カ所） 

(延長) 7:00～19:00（ 名手 ） 
(延長) 8:00～17:00(麻生津・上名手)

 
土曜(通常) 8:00～12:00（３カ所） 

(延長) 7:00～12:00（名手のみ）
 

麻生津・上名手保育所は、土
曜の延長保育未実施 

 
 
 
 
 

（単位：人） 

名  称 定員 実数私
立 ―― 

 
 
 
 
 
 
 

（単位：人） 
定員 実数

町 全 体 
310 202 

（単位：人）

名  称 定員 実数

安楽川保育所 120 110公
立

調月保育所 60 47

合 計 180 157

保育時間 
平日(通常) 8:30～16:00（２カ所） 

(延長) 8:00～18:00（２カ所） 
 
土曜(通常) 8:30～11:30（２カ所） 

(延長) 8:00～12:00（２カ所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人） 

名  称 定員 実数私
立 ―― 

 
 
 
 
 
 
 

（単位：人） 
定員 実数

町 全 体 
180 157

 
平成１４年度末をもって、公立
のへき地保育所２園を廃止。 
なお、廃止に伴いその地域の対
象園児をバス送迎している。 
 
（バス路線） 
善田と安楽川保育所間 
野田原と調月保育所間 

 

（単位：人） 

名  称 定員 実数 

中貴志保育所 165 125 
東貴志保育所 150 83 
西貴志保育所 150 100 

公
立

丸栖保育所 150 91 

合 計 615 399 

保育時間 
平日(通常) 8:30～16:00（４カ所） 

(延長) 7:00～19:00（４カ所） 
 
土曜(通常) 8:30～11:30（４カ所） 

(延長) 7:00～13:00（４カ所） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人） 

名  称 定員 実数 私
立 ながやま保育園 120 135 

保育時間 
平日(通常) 8:30～16:00 

(延長) 7:00～19:00 
 
土曜(通常) 8:30～11:30 

(延長) 7:00～16:00 
 

（単位：人） 
定員 実数 

町 全 体 
735 534  

 
公立保育所は現行どおり新市に
引き継ぐものとする。 
 
 
 
 
 
公立保育所における平日の通常
保育時間は午前８時から午後４時
までとし、保護者の要望に応じて
午前７時から午後７時までの範囲
で、新市において延長保育を実施
する。 
また、土曜日の保育時間は午前
８時から午前１２時までとし、保
護者の要望に応じて午前７時から
午後 1 時までの範囲で、新市にお
いて延長保育を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
通園バスについては現行のとお
り新市に引き継ぐ。 

へ
き
地
保
育
所
事
業 

なし （単位：人）

名  称 定員 実数 公
立 鞆渕保育所 30 14 

合 計 30 14 

 
保育料月額 １２，０００円 
 

なし なし なし  
現行のとおり新市に引き継ぐ。 
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障
害
児
保
育
事
業 

実施保育所 
公立 こばと保育所 

なるき保育所 
八王子保育所 

 
 
 私立 実施なし 
 
職員の加配 
 おおむね１対１ 
 

実施保育所 
公立 川原保育所 

長田保育所 
竜門保育所 
鞆渕保育所 

 
 私立 粉河保育園 
 
職員の加配 
 おおむね１対１ 

実施保育所 
公立 名手保育所 
 
 
 
 
 
 
職員の加配 
 おおむね１対１ 

実施保育所 
公立 安楽川保育所 

調月保育所 
 
 
 
 
 
職員の加配 
 おおむね１対１ 

実施保育所 
公立 中貴志保育所 

東貴志保育所 
西貴志保育所 
丸栖保育所 

 
 私立 実施なし 
 
職員の加配 
 おおむね１対１ 

 
公立保育所で実施する障害児保
育事業は、現行どおり新市に引き
継ぐものとする。 
 

乳
幼
児
保
育 

促
進
事
業

実施保育所 
 こばと保育所 
 私立れもん保育園 
 
入所要件（年齢） 
 生後３カ月以上の乳幼児 
 

実施保育所 
 私立粉河保育園 
 
 
入所要件（年齢） 
 生後１０カ月以上の乳幼児 

実施保育所 
 名手保育所 
（平成１８年度から事業開始予定）
 
入所要件（年齢） 
 生後６カ月以上の乳幼児(予定) 

実施保育所 
 安楽川保育所 
（平成１７年度から事業開始予定）
 
入所要件（年齢） 
 未定 

実施保育所 
 私立ながやま保育園 
 
 
入所要件（年齢） 
 生後４カ月以上の乳幼児 

 
公立保育所で実施する乳幼児保
育促進事業は、現行どおり新市に
引き継ぐものとする。 

延
長
保
育
促
進
事
業 

実施保育所 
 私立れもん保育園 
 
 
開所時間 
 午前７：３０～午後８：００ 
 
自己負担 
 ３０分以内 ２００円 
 ６０分以内 ４００円 
 

実施保育所 
 私立粉河保育園 
 
 
開所時間 
 午前７：００～午後７：００ 
 
自己負担 
 なし 

実施保育所 
 名手保育所 
 
 
開所時間 
 午前７：００～午後７：００ 
 
自己負担 
 なし 

実施保育所 
 安楽川保育所 
（平成１７年度から事業開始予定） 
 
開所時間 
 未定 
 
自己負担 
 なし 

実施保育所 
 私立ながやま保育園 
 
 
開所時間 
 午前７：００～午後７：００ 
 
自己負担 
 なし 

 
公立保育所で実施する延長保育
促進事業は、現行どおり新市に引
き継ぐものとする。 

一
時
保
育
促
進
事
業 

実施保育所 
 私立れもん保育園 
 （受け入れ１歳６カ月以上） 
 
利用料金（保育料） 
 ２，０００円/日 １歳以上 
 

実施保育所 
 全保育所 
 （公立４園・私立１園） 
 
利用料金（保育料） 
 ３２０円/日 ３歳未満 
（米代、午前・午後おやつ） 
２３０円/日 ３歳以上 
（米持参・午後のおやつ） 
 

該当無し 実施保育所 
 安楽川保育所 
（平成１７年度から事業開始予定） 

実施保育所 
 私立ながやま保育園 
 
 
利用料金（保育料） 
 １，８００円/日 

 
公立保育所で実施する一時保育
促進事業は、利用要件等を調整し
新市において実施するものとす
る。 
なお、利用料金は補助基準額に
基づき調整する。 

地
域
子
育
て 

支
援
セ
ン
タ
ー
事
業 

実施保育所 
 保育所未定（公立） 
（平成２０年度から事業開始予定） 

実施保育所 
 該当無し 

実施保育所 
 名手保育所 
（平成１８年度から事業開始予定）

実施保育所 
 安楽川保育所 
（平成１７年度から事業開始予定）

実施保育所 
 私立ながやま保育園 
 
事業内容 
１．育児不安等についての相談指導 
２．子育てサークル等の育成・支援 
 
実施日時等 
 毎月２回（主として土曜日） 
 子育て相談は随時実施（電話で
の相談も可） 
 
利用料 
 無料（材料費は別） 
 

 
名手保育所及び安楽川保育所に
ついては、新市において実施する
方向で調整する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



広
域
入
所 制

度 

実施状況 
 受入２２名  

 依頼 ２名 
（平成１５年度） 

 

 

実施状況 
 受入  ― 
 依頼  ―  
（参考） 

受入 ６名 
 依頼  ― 
 
 

 
 
（平成１５年度） 
 
 
（平成１４年度） 

実施状況 
 受入  ―
 依頼 ３名

 
 
（平成１５年度） 
 

実施状況 
 受入 ２名
 依頼 ９名

 
 
（平成１５年度） 
 

実施状況 
 受入 １名  

 依頼 ３名 
（平成１５年度） 

 

 

 
現行どおり新市に引き継ぐ。 

民
間
保
育
所
運
営
補
助
金 

補助対象 
 れもん保育園 
 
補助理由・目的 
 
 
補助金の額 
 なし 

補助対象 
 粉河保育園 
 
補助理由・目的 
 保育所運営の円滑化及び保育内
容の向上を図るため補助金を交
付するものとする。 
 
補助金の額 
 年間 7,200,000 円（Ｈ１６） 
 
 

補助対象 
 該当なし 

補助対象 
 該当なし 

補助対象 
 ながやま保育園 
 
補助理由・目的 
 保育所運営の円滑化及び保育内
容の向上を図るため補助金を交
付するものとする。 
 
補助金の額 
 年間 1,600,000 円（Ｈ１６） 

 
合併の日の属する年度は旧町の
例によるものとし、翌年度以降に
ついては、新市において速やかに
補助要綱を策定する。 

幼
児
教
育
振
興
運
営
事
業 

該当なし 町内保育所幼稚園の保護者による
ソフトバレーボール大会及び子育
て等の講演会 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に廃止する。 

保
育
所
保
護
者
会
連
合
会 

保護者会 
 ３保育所（公立３） 
 
総会 
 年１回 
 
補助金 
 なし 

保護者会 
 ５保育所･園（公立４、私立１） 
 
総会 
 年１回 
 
補助金 
 なし 

保護者会 
 ３保育所（公立３） 
 
総会 
 年２回 
 
補助金 
 なし 

保護者会 
 ２保育所（公立２） 
 
総会 
 年２回 
 
補助金 
 なし 

保護者会 
 ５保育所･園（公立４、私立１） 
 
総会 
 年１回 
 
補助金 
 ８，０００円／年・１保護者会 

 
保護者会については現行のとお
り新市に引き継ぐものとし、保護
者会連合会については、新市にお
いて調整する。 
 
 
保護者会への補助金について
は、合併時に廃止する。 

給 

食 

方式 
 自園式 
 
献立の作成 
 各保育所給食職員が集まって 
１カ月の献立を作成している。 
 
 
栄養士の有無 
 管理栄養士の資格有り 
（こばと保育所１名） 
 
 

方式 
 自園式 
 
献立の作成 
給食関係職員（町栄養士、各保
育所調理師）が月１回献立会を
開き作成 
 
栄養士の有無 
 町（福祉課）で１名 

方式 
 自園式 
 
献立の作成 
給食関係職員が月２回程度 
献立会を開き作成 
 
 
栄養士の有無 
 町で保育所専用栄養士１名を 
任用 

方式 
 自園式 
 
献立の作成 
各保育所ごとに給食職員が１カ
月の献立を作成し、栄養士が確
認している。 
 
栄養士の有無 
 給食職員４名の内２名栄養士の
資格有り。 

方式 
 自園式 
 
献立の作成 
 各保育所給食職員（１名栄養士
の資格有り）が集まって１カ月
の献立を作成している。 
 
栄養士の有無 
 給食職員４名の内１名栄養士の資
格有り。献立作成及び調理指導に
ついて栄養士１名と委託契約 
 

 
現行どおり自園方式とする。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



協議第２８号  
 
 

各種事務事業（高齢者福祉事業）の取扱いについて  
                 
 
  各種事務事業（高齢者福祉事業）の取扱いについて、調整方針（案）を下
記のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

 
記  

      
                                                                           
協 定 項 目  各種事務事業（高齢者福祉事業）の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）高齢者保健福祉計画については、平成１７年度までは現行の

計画を存続し、平成１８年度に統一する。 
（２）介護予防関係事業及び生活支援関係事業については、高齢者

の在宅福祉の向上が図られるよう現行の事業を基に調整し、新

市において引き続き実施する。 
（３）住宅改修支援事業・寝たきり老人見舞金及び高齢者サービス

調整チームについては、合併時に廃止する。 
（４）敬老会については対象者を統一し、新市において引き続き実

施する。 
（５）敬老祝金等の支給については、制度を再編し新市において引

き続き実施する。 
（６）国及び県の制度に基づき５町すべてが実施している事業につ

いては、新市において引き続き実施する。 
（７）重複・頻回受診者訪問指導事業及び老人医療費の助成につい

ては、新市においても引き続き実施する。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



 

那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目  各種事務事業の取扱い 関 係 項 目  高齢者福祉事業の取扱い 調 整 課 

調整方針（案） 

（１）高齢者保健福祉計画については、平成 17 年度までは現行の計画を存続し、平成 18 年度に統一する。 

（２）介護予防関係事業及び生活支援関係事業については、高齢者の在宅福祉の向上が図られるよう現行の事業を基に調整し、新市において引き続き実施する。 

（３）住宅改修支援事業・寝たきり老人見舞金及び高齢者サービス調整チームについては、合併時に廃止する。 

（４）敬老会については対象者を統一し、新市において引き続き実施する。 

（５）敬老祝金等の支給については、制度を再編し新市において引き続き実施する。 

（６）国及び県の制度に基づき５町すべてが実施している事業については、新市において引き続き実施する。 

（７）重複・頻回受診者訪問指導事業及び老人医療費の助成については、新市においても引き続き実施する。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況     

町名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

１．策定組織名 
   打田町介護保険事業計画作成

委員会 
 
２．策定委員数      16 名 
 
３．策定委員構成 
   ① 学識経験者代表 
   ② 保健医療関係者代表 
   ③ 福祉関係者代表 
   ④ 被保険者代表 
 
 
 
４．計画期間      

5 カ年計画 
 
５．計画の見直し    

3 年ごと 
 
６．次期計画   

平成 18 年度から 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．策定組織名 
   粉河町介護保険事業計画等作

成委員会 
 
２．策定委員数      12 名 
 
３．策定委員構成 
   ① 学識経験者 
   ② 保健医療関係者 
   ③ 福祉関係者 
   ④ 被保険者代表 
 
 
 
４．計画期間      

左記に同じ 
 
５．計画の見直し    

左記に同じ 
 
６．次期計画      

左記に同じ 

１．策定組織名 
那賀町老人保険福祉計画作成
委員会 

 
２．策定委員数      15 名 
 
３．策定委員構成 
   ① 学識経験者 
   ② 保健医療関係者 
   ③ 福祉関係者 
   ④ 被保険者代表 
   ⑤ 費用負担関係者 
 
 
４．計画期間      

左記に同じ 
 
５．計画の見直し    

左記に同じ 
 
６．次期計画      

左記に同じ 

１．策定組織名 
桃山町介護保険事業計画等作
成委員会 

 
２．策定委員数      14 名 
 
３．策定委員構成 
   ① 学識経験者 
   ② 保健医療関係者 
   ③ 福祉関係者 
   ④ 被保険者代表 
   ⑤ 費用負担者 
   ⑥ 行政機関の職員 
 
４．計画期間      

左記に同じ 
 
５．計画の見直し    

左記に同じ 
 
６．次期計画      

左記に同じ 

１．策定組織名 
貴志川町介護保険事業計画
等作成委員会 

 
２．策定委員数      12 名 
 
３．策定委員構成 
   ① 議会関係者 
   ② 保健医療関係者 
   ③ 福祉関係者 
   ④ 被保険者代表 
   ⑤ 費用負担者 
 
 
４．計画期間      

左記に同じ 
 
５．計画の見直し    

左記に同じ 
 
６．次期計画      

左記に同じ 

平成 17 年度までは現行の

計画を存続し、平成 18 年

度に統一する 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



外
出
支
援
事
業 

１．対象者 
概ね 65 歳以上の者で、心身の障
害及び傷病等の理由により臥床
又は車椅子を利用している者であ
って、一般の交通機関を利用する
ことが困難な者又は、ストレッチャ
ー車及び車いすを利用しなけれ
ば移送できない者とする。 

 
２．事業内容 

居宅と生きがい活動支援通所事

業及び生活管理指導短期宿泊事

業との間を送迎、医療機関などの

間を送迎する。 

 
３．事業委託先・場所 
   社会福祉協議会、皆楽園 
 
 
４．委託料 
   町内       1,840 円 
   郡内（町内除く） 3,680 円 
   郡外       5,000 円 
 
 
 
 
 
５．利用料 
   委託料の 1割 

１．対象者 
概ね 65 歳以上の老衰、心身の
障害及び傷病等の理由により
臨床している者又は車椅子を
利用している者であって、一
般の交通機関を利用すること
が困難な者 

 

 
２．事業内容 

介護予防、生きがい活動支援

事業を提供する場所、医療機

関等との間を移送する。 
 
 
３．事業委託先・場所 
   社会福祉法人 高陽会 
 
 
４．委託料 
   町内       1,240 円 
   打田・那賀・桃山の各町 
            2,100 円 
   貴志川・岩出の各町 

4,020 円 
      伊都郡・和歌山・橋本の両市 
             5,000 円 
 
５．利用料（委託先による直接徴収） 
   委託料の 1割 

１．対象者 
概ね 65 歳以上の老衰心身の障
害及び傷病等の理由により臥
床している者であって、一般
の交通機関を利用する事が困
難な者で那賀町生きがい活動
支援通所事業を利用する者と
する。 

 
２．事業内容 

移送車両により利用者の在宅

福祉サービスや介護予防・生

きがい活動支援事業を提供す

る場所などの間の送迎 
 
３．事業委託先・場所 
   社会福祉法人 光栄会 
   社会福祉法人 高陽会 
 
４．委託料 
   1,200 円（一律）「町内のみ」
 
  ・医療機関への送迎は実施して

いない。 
 
 
 
 
５．利用料 
   委託料の 1割 

該当なし 
     
 

１．対象者 
概ね 65 歳以上の在宅高齢者
で、要介護認定の結果、要支
援又は要介護 1 から 5 に認定
された者のうち、加齢に伴う
身体機能の低下や病気などに
より、一般の交通機関を利用
することが困難な者 

 
２．事業内容 

居宅と医療機関（郡内・隣接

市町村）の間の送迎 
 
 
 
３．事業委託先・場所 

社会福祉法人聖アンナ福祉会 
 
 
４．委託料 
   町内       1,840 円 
   郡内（町内除く） 3,680 円 
   隣接の郡外    5,000 円 
 
 
 
 
 
５．利用料 
   委託料の 1割 

合併時までに一元化を図り

新市において引き続き実施

する。 

寝
具
類
等
洗
濯
乾
燥
消
毒
サ
ー
ビ
ス 

１．対象者 
寝具洗濯乾燥等が困難な 65 歳
以上の単身世帯及び高齢者の
み世帯・心身の障害及び傷病
等の理由により寝たきりの状
態にある 65 歳以上の高齢者 

 
２．サービス内容 

老衰，心身の障害及び傷病等
理由により寝具類等の衛生管
理が困難な者に対し洗濯，乾
燥,消毒を行う。 

３．負担金 
   なし 
４．委託先 
   社会福祉法人 桃の木会 
 
 
 
５．委託料 
   6,300 円／回 
 
６．利用料 
   なし 

該当なし 
 
 
 
 

該当なし 
 
 
 
 

 １．対象者 
おおむね 65 歳以上の単身世
帯、高齢者のみ世帯等に属す
る高齢者等 

 
 
 
２．サービス内容 

寝具（掛け布団、敷き布団、
毛布の各 1 枚を一式）の洗
濯・乾燥・消毒を年２回行う

 
３．負担金 
   なし 
４．委託先 
   社会福祉法人 桃の木会 
 
 
 
５．委託料 
   6,300 円／回 
 
６．利用料 

なし 

１．対象者 
寝具洗濯乾燥等が困難なおお
むね 65 歳以上の単身老人、老
衰、心身の障害及び傷病等に
より臥床している老人並びに
重度身体障害者 

 
２．サービス内容 

寝具の洗濯（年 2回以内） 
乾燥・消毒（年 6回以内） 

 
 
３．負担金 
   なし 
４．委託先 
   貴志川聖アンナの家 

（乾燥・消毒）  
社会福祉法人 桃の木会 

（洗濯乾燥消毒） 
５．委託料 

洗濯乾燥消毒  6300 円／回
乾燥消毒      2200 円／回

６．利用料 
なし 

貴志川町の例により、新市

において実施する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



配
食
サ
ー
ビ
ス 

１． 対象者 
   町内に居住する概ね 65 歳以上

の単身世帯、高齢者のみの世
帯及びこれに準ずる世帯並び
に身体障害者であって、心身
の障害及び傷病等により調理
が困難な者 

 
 
２．委託先 

社会福祉法人 皆楽園 
 
３．委託料 

1 食 650 円／日 
（週３回） 

 
４．利用料 

１食 350 円 

１． 対象者 
   概ね 65 歳以上の単身世帯、高

齢者のみの世帯及びこれに準
ずる世帯並びに身体障害者で
あって、老衰、心身の障害及
び傷病等により調理が困難な
者 

 
 
２．委託先 

社会福祉法人 高陽会 
 
３．委託料 

1 食 650 円／日 
（週５回） 

 
４．利用料 

１食 350 円 

１． 対象者 
   概ね 65 歳以上の単身世帯、高

齢者のみの世帯、及びこれに
準ずる世帯であって傷病等の
理由により調理が困難な者 

 
 
 
 
２．委託先 

社会福祉法人 高陽会 
 
３．委託料 

1 食 650 円／日 
（週３回以内） 

 
４．利用料 

１食 350 円 

社会福祉協議会に委託 １．対象者 
   概ね 65 歳以上の単身世帯、高

齢者のみの世帯又はこれに準
ずる世帯に属する高齢者並び
に身体障害者であって、自立
支援の立場からｻｰﾋﾞｽを利用
することが適正であると町長
が認めたものとする。 

 
２．委託先 

社会福祉法人 聖アンナ福祉会
 
３．委託料 

1 食 650 円／日 
（週５回以内） 

 
４．利用料 

１食 350 円 

粉河町の例により、新市に

おいて実施する。 

住
宅
改
修
支
援
事
業 

１．支給要件 
介護支援専門員等、居宅介護
住宅改修費又は居宅支援住宅
改修費の支給の対象となる。
住宅改修について十分な専門
性があると認められる者が、
居宅介護住宅改修費又は居宅
支援住宅改修費の支給の申請
に係わる理由書を作成した場
合  
 

２．助成額 
１件当たり 2,000 円を助成す
る。 

該当なし １．支給要件 
住宅改修について充分な専門
性があると認められる者が、
居宅介護住宅改修費又は居宅
支援住宅改修費の支給申請に
かかわる理由書を作成した場
合 

 
 
 
 
２．助成額 

１件当たり 2,000 円を助成す
る。 

１．支給要件 
介護支援専門員等、居宅介護
住宅改修費又は居宅支援住宅
改修費の支給の対象となる。
住宅改修について十分な専門
性があると認められる者が、
居宅介護住宅改修費又は居宅
支援住宅改修費の支給の申請
に係わる理由書を作成した場
合  
 

２．助成額 
左記に同じ 

１．支給要件 
福祉住環境コーディネーター
等、居宅介護住宅改修費又は
居宅支援住宅改修費の支給の
対象となる。住宅改修につい
て十分な専門性があると認め
られる者が、居宅介護住宅改
修費又は居宅支援住宅改修費
の支給の申請に係わる理由書
を作成した場合  

 
２．助成額 

左記に同じ 

合併時に廃止する。 

緊
急
通
報
装
置
貸
与
事
業 

１．対象者 
概ね 65 歳以上の単身世帯、高
齢者のみの世帯及びこれに準
ずる世帯、並びに一人暮らし
の重度障害者であって、生計
中心者が前年所得税非課税世
帯 

 
 
 
２．協力体制 

緊急通報時に協力員の３人の
家に連絡がはいる連携体制に
なっている。 

 
 
３．取付委託先 
   セコム株式会社 
 
４．委託料（一人当たり） 
   3,150 円／月 
５．利用者数 
   80 名 

１．対象者 
概ね 65 歳以上の独居世帯、高
齢者のみの世帯及びこれに準
ずる世帯に属する高齢者並び
に身体障害者のみの世帯及び
これに準ずる世帯に属する身
体障害者 

 
 
 
２．協力体制 

緊急通報時、協力員や民生委
員による連携体制をとってい
る。 

 
 
３．取付委託先 

セコム株式会社 
 

４．委託料（一人当たり） 
   2,940 円／月 
５．利用者数 
   47 名 

１．対象者 
概ね 65 歳以上の独居世帯、高
齢者のみの世帯 

 
 
 
 
 
 
 
２．協力体制 

緊急通報時、協力員や民生委
員による連携体制をとってい
る。 

 
 
３．取付委託先 
   セコム株式会社 
 
４．委託料（一人当たり） 
   3,150 円／月  
５．利用者数 
   60 名 

１．対象者 
概ね 65 歳以上のひとり暮らし
の老人・寝たきり老人を抱え
る高齢者夫婦世帯等で介護者
が病弱である場合又は日中の
み介護者の不在等によりひと
り暮らし老人となる場合・ひ
とり暮らしの重度障害者等） 

 
 
２．協力体制 

緊急通報時に協力員の３人の
家に連絡がはいる連携体制に
なっている。 

 
 
３．取付委託先 
   綜合警備保障株式会社 
 
４．委託料（一人当たり） 
   3,150 円／月 
５．利用者数 
   61 名 

１．対象者 
(1)おおむね 65 歳以上のひとり
暮らしの老人 

(2)ひとり暮らしの重度心身障害
者等 

(3)65 歳以上の老人夫婦 
(4)65 歳以上の昼間ひとり暮ら
しの老人 

(5)その他町長が必要と認める者
 
２．協力体制 

緊急通報時、警備会社・近隣
協力員（２人）・民生委員、
消防による連携体制をとって
いる。 

 
３．取付委託先 
   セコム株式会社 
 
４．委託料（一人当たり） 
   3,150 円／月 
５．利用者数 
   126 名 

貴志川町の例により、新市

において実施する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



寝
た
き
り
防
止
事
業 

該当なし  
 

該当なし １．対象者 
高齢者で要介護認定を必要と
しない者 

 
２．事業内容 
   ・転倒骨折予防教室の開催 

（毎月第１水曜日） 
・生活環境・習慣の改善 
・アクティビティーサービス
の実施 
・痴呆介護教室の開催 
・自立支援教室の開催 
（たけのこ会） 

該当なし 該当なし 那賀町の例により、新市に

おいて実施する。 

寝
た
き
り
老
人
見
舞
金 

該当なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当なし 該当なし 
 

該当なし １．対象者 
寝たきりの老人 
（民生児童委員の調査による）

 
２．目的 

在宅の寝たきり老人に対して
見舞金を支給する。 

 
３．見舞金の額 
   10,000 円 
 
４．見舞金支給の時期 
   毎年 11 月 

合併時に廃止する。 

紙
お
む
つ
支
給 
事
業 

１．対象者 
介護保険法第 19 条第 1 項に規
定する要介護１から要介護５
と判定された常時失禁状態の
者がいる所得税非課税世帯 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．支給額 
   年額一人当たり上限 55,000 円    55,000 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．支給方法 

1 年分支給額の紙おむつを分
割して支給 

１．対象者 
要介護状態で常時失禁状態に
ある在宅の 65 歳以上の高齢
者､所得税非課税世帯である者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．支給額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．支給方法 
   年２回 

１．対象者 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．支給額 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．支給方法 

左記に同じ 

１．対象者 
  ① 要介護認定で要介護４・５

と判定された在宅高齢者
で、町民税非課税世帯に属
する者を現に介護している
家族  

   
② 要介護認定で要介護４・５
以外の要介護状態で、常時
失禁状態の在宅高齢者がい
る所得税非課税世帯 

  
 ③ 上記以外のもの  
 
２．支給額 

現物支給 
①・②の対象者  
55,000 円/年間 

③の対象者  
27,000 円相当/年間 

 ただし、住民税が 
   均等割のみの課税世帯は、 
    2,250 円の負担が必要 
   均等割・所得割の両方課税世帯は
        2,900 円の負担が必要 
 
３．支給方法 
   委託業者による現物配送 

家族介護用品支給事業で対応 桃山町の例により、新市に

おいて実施する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
調
整
チ
ー
ム 

１．事業内容 
  ・利用者の社会生活ニーズの把 

握  
 
・解決(維持）目標や結果をもと
にケア内容検討 
 
・市町村保健福祉サービスの調 
整 
 
・各種保健福祉サービスの存在 
 
・利用方法等に関する情報交換 

 
 
 
 
 
２．事業主体 
   打田町 
 
３．構成員 
・福祉課長 
・福祉施設代表者 
・在宅介護支援センター代表 
・居宅介護支援事業所代表 
・各種サービス提供責任者 
・保健担当職員 
・福祉担当職員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．開催回数 
   ２ヶ月に１回程度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．事業内容 
・保健師、ホームヘルパーの訪
問、相談活動を通じて高齢者
のニーズの把握。 

 
・具体的処遇方策の確立 
 
・各種サービス内容の検討と要 
請 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．事業主体 
   粉河町 
 
３．構成員 

・福祉課長 
・医師 
・老人福祉施設長 
・民生委員 
・保健師 
・ボランティア 
・ホームヘルパー 
・社会福祉協議会事務局 
・老人福祉医療担当者 
・在宅介護支援センター 

 
 
 
 
 
 
 
４．開催回数 
   月 1 回 

１．事業内容 
・在宅高齢者のニーズの把握及
び具体的処遇策の検討と要請

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．事業主体 
   那賀町 
 
３．構成員 

担当者レベル構成委員 
責任者レベル構成委員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．開催回数 

左記に同じ 

該当なし 
 

１．事業内容 
  (1) 保健師、ホームヘルパー、

民生委員等の訪問、相談
活動等を通じての高齢者
のニーズの把握を行うこ
と。 

(2) 高齢者の健康状況、経済状
況、家庭環境等を踏まえ
た具体的処遇方策の確立
を行うこと。 

(3) 関係サービス提供機関への
サービス提供の要請を行
うこと。 

(4) 前 3 号のほか、地域の実情
に合わせて、前項の目的
のための事業を行うこ
と。 

 
２．事業主体 
   貴志川町 
 
３．構成員 
・老人福祉担当課長 
・老人福祉担当者 
・老人ホームヘルパー 
・身体障害者ホームヘルパー 
・保健衛生担当者 
・保健師及び岩出保健所保健師
・医師会代表 
・町社会福祉協議会理事代表 
・町民生委員協議会総務副総務
・町社会福祉協議会事務局長 
・特別養護老人ホーム 
貴志川聖アンナの家職員 

・老人クラブ代表 
・その他高齢者サービス総合調
整推進のために必要と認めら
れる者 

 
４．開催回数 

必要に応じ随時開催 

合併時に廃止する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



敬
老
行
事 
 

１．対象者 
当該年 9 月 15 日現在で満 70
歳以上の町内に在住している
者 

 
２．事業内容 
  ・長寿祝品  

71 歳以上・70 歳到達者 
に配布  

   
・100 歳以上 町長訪問 
 
・長寿祝金 5,000 円(80 歳以上) 

   
・いきいきふれ愛の集いを開催
（演芸等） 

 
 
 
 
３．事業委託先 
   株式会社 テレビ和歌山 
     （平成 15 年度） 
 
４．敬老行事委託料 
   3,622,500 円 
 
５．敬老年金 
   満 80 歳以上の者に対して 

5,000 円支給   
 
６．敬老行事記念品 
   70 歳到達者  

1500 円程度の品 
   71 歳以上   

1500 円程度の品 

１．対象者 
   満 80 歳以上町内在住者 
 
 
 
２．事業内容 

・満 80 歳以上     （祝金） 
 
・満 90 歳以上   （祝金） 
（町長訪問） 

 
・満 100 歳 百寿の祝  
（祝金 町長訪問）   

 
・満 101 歳以上 長寿の祝
（祝金 町長訪問）   

 
 
 
 
３．事業委託先 
   なし 
 
 
４．敬老行事委託料 
   なし 
 
５．敬老年金 
   なし 
 
 
６．敬老行事記念品 
      100 歳  

150,000 円程度のもの 
   101 歳以上  

10,000 円程度のもの 

１．対象者 
   当該年の 9 月 15 日現在で満

70 歳以上の町内在住者 
 
 
２．事業内容 

那賀町総合センター大会議室
で那賀町老人福祉大会を開催
し、第１部においては式典を
行い、第２部においては、ア
トラクションを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．事業委託先 
   有田市Ｔ・Ｔプラニング 
 
 
４．敬老行事委託料 
   1,000,000 円 
 
５．敬老年金 

なし 
 
 
６．敬老行事記念品 
   70 歳以上 
    1,500 円相当の品 
   80 歳到達 

年輪クラブ連合会から傘  
   88 歳以上 
    3,000 円相当の品 
 

１．対象者 
   当該年 12 月 31 日現在で満 70

歳以上の町内に在住している
者 

 
２．事業内容 

・高齢者福祉大会の開催・記
念品の贈呈        
 
・長寿祝金   
80～84 歳   

5,000 円      
     85～99 歳  

 10,000 円 
     100 歳以上  

30,000 円 
90 歳以上町内者  
町長訪問 

 
 
３．事業委託先 
   なし 
 
 
４．敬老行事委託料 
   なし 
 
５．敬老年金 
   なし 
 
 
６．敬老行事記念品 
   対象者全員 
    1,000 円程度の記念品 

表彰関係 
    5,000～10,000 円程度の品 

１．対象者 
   当該年 9 月 15 日現在で 69 歳

以上の町内に在住している者 
 
 
２．事業内容 
   自治区等 14 の会場に分かれて

行う。内容は会場によって異
なるが、会食・カラオケ・懇
親会等  
・69 歳の方  

敬老記念品・饅頭 
   ・70～74 歳の方  

敬老記念品 
   ・75 歳以上の方  

敬老記念品 
長寿祝金 

・95 歳以上の方 
町長訪問   

 
３．事業委託先 
   各自治区 
 
 
４．敬老行事委託料 
   1 人あたり 1,500 円 
 
５．敬老年金 

75 歳以上の方に 
3,000 円支給 

 
６．敬老行事記念品 
  69 歳のみ 
     700 円の饅頭 
  70 歳以上 
    1,500 円程度のもの 
  95 歳以上 
   10,000 円程度のもの 

対象者は 70 歳以上とし、

実施方法については、新市

において調整する。 

新
1 
0 
0
歳 
長
寿
の
祝
い 

１．対象者 
年度内に新たに 100 歳に到達
する者および 100 歳以上の者 

 
 
２．事業内容 

敬老の日の行事にあわせて実 
施 

 
 
 
 
 
３．記念品 
   15,000 円程度の品 

該当なし １．対象者 
   年度内に満 100 歳に到達する

者で町内に住所を有する者 
 
 
２．事業内容 

老人福祉大会の行事に併せて
実施。 

 
 
 
 
 
３．記念品 
   町長が自宅を訪問して記念品

及び祝い金を手渡しする 

該当なし １．対象者 
本町に引き続き 5 年以上住所
を有する満 100 歳の者に対し
て行う。 

 
２．事業内容 

住民基本台帳又は外国人登録
原票により支給対象者が満
100 歳に達した日にお祝いを
行う。ただし、町長が特別の
理由があると認めるときはこ
の限りでない。 

 
３．記念品 

お祝状及び祝金 300,000 円 
 
 

対象者は年度内に満 100 歳

に到達する者とし、敬老の

日の行事に合わせて実施す

る。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



福
祉
電
話
基
本
料
金
補
助 

１．対象者 
常時ひとり暮らしの老人又
は、重度の身体障害者で定期
的に安否の確認を必要とする
者・近隣に扶養義務者がな
く，他との交流が極めて少な
い者・老人世帯で一人が病弱
者が寝たきり老人である又は
重度身体障害者世帯である者 

 
２．事業内容 

ひとり暮らし老人,重度身体障
害者等に対する電話訪問・電
話による各種の相談助言・サ
ービスの提供･電話の貸与及び
基本料金の支給 

 
３．給付の限度 
   基本料金 
 
 
４．自己負担額 
   通話料金 
 
５．利用戸数 
   ７戸 

該当なし １．対象者 
65 歳以上のひとり暮らしの低
所得者・生活保護者・身体障
害者手帳 1・2級 

 
 
 
 
 
 
２．事業内容 

通話料の一部を定額（月額
1,740 円）支給・電話機及び
設置工事費は自己負担 

 
 
 
３．給付の限度 

上記の月額を給付限度額とす
る。 

 
４．自己負担額 
   定額を超える通話料金 
 
５．利用戸数 
   ６戸 
 

該当なし １．対象者 
難聴者又は外出困難な身体障
害者(原則として 2 級以上)で
あって、コミュニケーショ
ン、緊急連絡等の手段として
必要性があると認められる者
及びファックス被貸与者(障害
者のみの世帯及びこれに準ず
る世帯) 

 
２．事業内容 

基本料金の支給 
 
 
 
 
 
３．給付の限度 
   基本料金 
 
 
４．自己負担額 
  通話料金 
 
５．利用戸数 
   ４戸 

打田町の例により、新市に

おいて現行の対象者に対し

て実施し、給付は基本料金

のみとする。 

在
宅
老
人
福
祉
事
業 

該当なし 該当なし １．対象者 
要介護認定を受けた者で、生
計中心者の前年度所得により
算出された住民税の所得割額
が 10,000 円以下の世帯で自動
車を持たない家庭。 
なおかつひとり暮らし又は高
齢者のみの世帯 

 
２．事業内容 

那賀町社会福祉協議会のホー
ムヘルパー派遣対象者で通院
介助を必要とする場合に限り
交通費の一部を助成する事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当なし 該当なし 合併時に廃止する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



重
複
・
頻
回
受
診
者
訪
問
指
導
事
業 

１．目的 
重複・頻回受診者に対して保
健師を派遣し、適正受診、保
健福祉サービスの利用を促す
ことにより、外来医療費を適
正化 

 
２．対象者（重複） 

―― 
 
 
 
３．対象者（頻回） 

―― 
 
４．事業内容 

現在、データバンク事業にて
システム構築中。対象者の選
定等今後検討 

 

１．目的 
重複・頻回受診者に対して保
健師を派遣し、適正受診、保
健福祉サービスの利用を促す
ことにより、外来医療費を適
正化 

 
２．対象者（重複） 
   同一診療科にて同一月に２枚

以上のレセプトを２ヵ月以上
有する者 

 
３．対象者（頻回） 

―― 
 
４．事業内容 

国保連合会で出力された重
複・多受診参考リストを基に
指導対象者を抽出し、保健師
の訪問指導により、医療費の
適正化を図る。 

該当なし 該当なし １．目的 
重複・頻回受診者に対して保
健師を派遣し、適正受診、保
健福祉サービスの利用を促す
ことにより、外来医療費を適
正化 

 
２．対象者（重複） 

同一診療科にて同一月に２枚
以上のレセプトを６ヵ月以上
有する者 

 
３．対象者（頻回） 

頻回受診者のみなし 
 
４．事業内容 

国保連合会の重複・多受診シ
ステムにより対象者選出・レ
セプト確認・訪問指導・記録
及び報告 

 
新市において引き続き実施
する。 

老

人

医

療

費

の

助

成 

１．目的 
老人に対し医療費の支給を行
い、もって健康の確保と老人
の福祉向上に寄与する。 

 
２．対象者 

本町に住所を有する６７歳
以上７０歳未満の者で、医療
保険各法の規定による被保険
者又は組合員及びその被扶養
者 
生活保護法（昭和２５年法
律第 144 号）又は老人保健法
（昭和５７年法律第８０号）
その他の法令等により医療費
の給付の全部を受けることが
できる者は除く。 

 
３．医療費助成の範囲 

医療保険各法の規定による医
療に関する給付が行われた場
合において、対象者が負担す
る費用から老人保健法で定め
る一部負担金を控除した費用 

 
４．支払方法 

医療機関の所在が 
・県内 現物給付 
・県外 現金給付 

 
５．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
の属する月の初日から起算し
て１年以内 

 
６．支給制限 
   所得制限なし(ただし、昭和１

０年８月１日生まれ以降のも
のについては支給制限有り) 

１．目的 
医療費の助成により老人の保
健及び福祉の増進を図る。 

 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

診療月の属する月の初日から
起算して２年以内 

 
 
６．支給制限 

左記に同じ 
 
 

１．目的 
医療費の支給を行い、心身の
健康と老人福祉向上を図る。 

 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
の属する月の初日から起算し
て６ケ月以内 

 
６．支給制限 

左記に同じ 
 

 

１．目的 
医療費を支給することによ
り、老人の健康と福祉増進に
寄与する。 

 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

医療費の請求の時効は、診療
日の属する月の１日から起算
して６ヶ月とする。 

 
６．支給制限 

左記に同じ 
 
 

１．目的 
高齢者に対し、医療費の支給
を行い、健康の確保と老人の
福祉向上に寄与 

 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
の属する月の初日から起算し
て６ヶ月以内 

 
６．支給制限 

左記に同じ 
 
 

 
新市において引き継き実施
する。なお、支払申請期限
については、医療に関する
給付を受けた日の属する月
の初日から起算して２年以
内とする。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



協議第２９号  
 
 

各種事務事業（障害者福祉事業）の取扱いについて  
                 
 
  各種事務事業（障害者福祉事業）の取扱いについて、調整方針（案）を下
記のとおり提出する。  
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  

 
記  

                                                                             
協 定 項 目  各種事務事業（障害者福祉事業）の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）障害者基本計画については、平成１７年度までは現行の計画

を存続し、平成１８年度に統一し策定する。 
（２）訪問入浴サービス補助事業については、合併時に廃止する。 
（３）福祉タクシーについては、新市において、対象者は那賀町の

例によるものとし、利用券の交付等についてはタクシー券２０

枚、又は燃料券（５リットル）１０枚とする。 
（４）障害者有料道路通行料金割引については、現行のとおりとす

る。 
（５）難病患者日常生活用具の給付については、粉河町の例により

新市において実施する。 
（６）難病患者短期入所事業については、桃山町の例により新市に

おいて実施する。 
（７）国及び県の制度に基づく事業については、新市において引き

続き実施する。 
（８）身体障害者医療費の助成（町単独事業）については、対象者、

医療費助成の範囲及び支払方法は桃山町の例とし、支払申請期

限は打田町の例による。 
（９）重度障害者等医療費の助成、更生医療の給付及び育成医療の

給付については、新市においても引き続き実施する。 
 

平成１６年  月  日 確認  
 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目  各種事務事業の取扱い 関 係 項 目  障害者福祉事業の取扱い 調 整 課 

調整方針（案） 

（１）障害者基本計画については、平成１７年度までは現行の計画を存続し、平成１８年度に統一し策定する。 

（２）訪問入浴サービス補助事業については、合併時に廃止する。 

（３）福祉タクシーについては、新市において、対象者は那賀町の例によるものとし、利用券の交付等についてはタクシー券 20 枚、又は燃料券（5リットル）10 枚とする。 

（４）障害者有料道路通行料金割引については、現行のとおりとする。 
（５）難病患者日常生活用具の給付については、粉河町の例により新市において実施する。 
（６）難病患者短期入所事業については、桃山町の例により新市において実施する。 
（７）国及び県の制度に基づく事業については、新市において引き続き実施する。 

（８）身体障害者医療費の助成（町単独事業）については、対象者、医療費助成の範囲及び支払方法は桃山町の例とし、支払申請期限は打田町の例による。 

（９）重度障害者等医療費の助成、更生医療の給付及び育成医療の給付については、新市においても引き続き実施する。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況     

町名 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

障
害
者
基
本
計
画 

 名  称：障害者計画 
 
目  的：障害者一人ひとりがそ

の人権を尊重され、生
涯を通じて安心して文
化的な生活を送ること
ができるよう、福祉・
保健・医療はもとより
教育・雇用・社会基盤
などの多くの分野にわ
たって、今後の障害者
施策を進めていくため
の指針として策定 

 
目標年次：平成 13 年 3 月から 

5 年間 

 名  称：障害者保健福祉計画 
  
目  的：完全参加と平等の実現

を目指し、総合的計画
的に障害者施策を推進
することを目的に策定 

 
 
 
 
 
 
 
 
目標年次：平成 12 年 3 月から 

5 年間  

 名  称：障害者計画 
   
 目  的：和歌山県の計画を基本

としながら各施策を総
合的・体系的にまと
め、障害者が主体的に
生きがいを持って安心
して生活できる福祉の
まちを実現することを
目的に策定 

 
 目標年次：平成 14 年度から    

5 年間 
 

 名  称：障害者基本計画 
  
目  的：完全参加と平等の実

を目指し、総合的計画
的に障害者施策を推進
することを目的に策定

現

 
 
 
 
 
 
 
 
目標年次：平成 15 年度から 

5 年間 

 名  称：総合保健福祉計画 
 

目 目  的：町民の保健福祉サービ
スの提供を推進し総合
的に策定する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
目標年次：平成 12 年度から 

11 年間 

平成 17 年度までは現行の計

画を存続し、平成 18 年度に

統一し策定する。 

障
害
者
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス 

該当なし １．対象者 
65 歳以上の高齢者及び身体障
害者等で臥床している者 

 
２．目的 
   居宅において介護なしで入浴

できない者に対して、入浴サ
ービスを提供することにより
衛生的な生活を送れるように
する。 

 
３．内容 
   対象者宅を訪問し、入浴サー

ビスを提供する。 
 
４．事業委託先 
   社会福祉法人 高陽園 
 
５．委託料 
   12,500 円/回 
 
６．利用料 
   原材料費実費負担 
   （委託先で直接徴収） 
                 

該当なし 該当なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当なし 合併時に廃止する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



福
祉
タ
ク
シ
ー 

１．対象者 
4 月 1 日を基準日とし本町に
住所を有している身障手帳
1・2 級、療育手帳最重度の者 

 
 
 
２．目的 

助成をすることにより重度身
体障害者（児）の福祉の増進
を図る。 

 
 
 
 
 
３．タクシー券等交付枚数 

タクシー利用券 10 枚綴り 1 冊
又は燃料費助成券 5 リッター
券 10 枚綴り一冊のいずれかを
選択 

 
 
４．利用方法 

タクシー利用時利用券 1 枚を
提出するとともに利用料金か
ら基本料金（550 円）相当額
を控除した額を対象者が業者
に支払う。 
また、自動車燃料券の場合は
給油時に 1 枚から 10 枚まで自
由に利用でき限度を超えた額
については本人が業者に支払
う。 
 
 

５．申請及び決定 
町から事前に対象者に指定の
申請書を送付し、町長宛に申
請書を提出してもらい、審査
の上利用券を交付するものと
する。 

１．対象者 
身体障害者 1・2 級所持者 
療育手帳 A1・A2 所持者 

 
 
 
 
２．目的 

重度心身障害（児）者の社会
参加による行動範囲の拡大を
図る為、タクシーの利用料金
の一部を助成し、もって重度
身心障害（児）者の福祉の増
進に資することを目的とす
る。 

 
３．タクシー券等交付枚数 

1 人 10 枚 
 
 
 
 
 
４．利用方法 

タクシーの利用１回につき、
福祉タクシー利用券１枚を提
出するとともに基本料金相当
額控除した額を対象者が支払
う。 

 
 
 
 
 
 
 
５．申請及び決定 

指定の申請書に必要事項を記
入して町長に申請し、審査の
上、対象者と認めた時は利用
券を交付 

１．対象者 
本町に住所を有し、身体障害
者手帳 1・2 級、療育手帳
A1・A2、又は精神障害福祉手
帳 1，2級の交付を受けた者 

 
 
２．目的 

重度の障害者等の社会参加に
よる行動範囲の拡大を図り、
福祉の増進に資すること 

 
 
 
 
 
３．タクシー券等交付枚数 

1 人 10 枚（年間） 
 
 
 
 
 

４．利用方法 
福祉タクシー券 1 枚を提出す
るとともに利用料金から基本
料金相当額を控除した金額を
対象者が支払う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
５．申請及び決定 

指定の申請書に必要事項を記
入し、町長に提出し、審査の
上、対象者と認めた時は利用
券を交付する。 

１．対象者 
本町に住所を有する身体障害
者手帳 1・2 級又は療育手帳
A1・A2 の交付を受けた者 

 
 
 
２．目的 

重度心身障害者（児）の社会
参加による行動範囲の拡大を
図るため 

 
 
 
 
 
３．タクシー券等交付枚数 

１人 20 回（年間） 
 
 
 
 
 
４．利用方法 

協力機関の福祉タクシーを利
用した場合、福祉タクシー利
券１枚を提出するとともに利
用料金から基本料金相当額を
控除した額を対象者が支払
う。 

 
 
 
 
 
 
５．申請及び決定 

指定の申請書に必要事項を記
入の上、町長に申請し、審査
の上対象者と認めたと時は利
用券を交付 

１．対象者 
本町に住所を有する身体障害
者手帳 1・2 級又は療育手帳
A1・A2 の交付を受けた者 

 
 
 
２．目的 

重度身体障害（児）者の福祉
の増進に資すること 

 
 
 
 
 
 
３．タクシー券等交付枚数 

１人 10 回（年間） 
 
 
 
 
 
４．利用方法 

福祉タクシー利用券１枚を提
出するとともに利用料金から
基本料金相当額控除した額を
対象者が支払う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
５．申請及び決定 

指定の申請書に必要事項を記
入し、町長に申請し、審査の
上対象者と認めた時は利用券
を交付する。 

新市においては、対象者は

那賀町の例によるものと

し、利用券の交付等につい

てはタクシー券 20 枚、又

は燃料券（5 リットル）10

枚とする。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



障
害
者
有
料
道
路
通
行
料
金
割
引 
 
 

１．対象者及び対象自動車 
（１）身体障害者自らが自動車

を運転する場合 
 
対象者：身体障害者手帳所持者 
 
対象自動車：身体障害者自らが

運転する自動車 
 
（２）介護者が自動車を運転す

る場合 
 
対象者：重度の身体障害者 
（手帳所持者第１種身体障害者） 
 

重度の知的障害者 
（療育手帳Ａ） 
障害者が乗車し、その介
護者が運転する自動車 

 
いずれも障害者１人につき１台
に限る。 
 

２．目的 
移動すること等社会生活に関
して相当のハンディキャップ
を負う障害者の自立と社会経
済活動への参加を支援するた
め 
 

３．申請及び交付 
対象者又は同居の介護者によ
るの申請書の提出に基づき、
身障手帳又は療育手帳に必要
事項を記入の上、交付する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．対象者及び対象自動車 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．目的 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
３．申請及び交付 
   左記に同じ  

１．対象者及び対象自動車 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．目的 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
３．申請及び交付 
   左記に同じ  

１．対象者及び対象自動車 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．目的 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
３．申請及び交付 
   左記に同じ  

１．対象者及び対象自動車 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．目的 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
３．申請及び交付 
   左記に同じ  

現行のとおりとする。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



難
病
患
者
日
常
生
活
用
具
給
付
事
業 
 
 

１．対象者 
厚生労働省科学研究難治性疾
患克服研究事業の対象疾患患
者のうち、 
 
（1）在宅で療養が可能な程度

に症状が安定している
と医師に判断される者 

（2）老人福祉法、身体障害者
福祉法、介護保険法等
の対象とならない者 

 
 
 
 
 
 
２．目的 

在宅の難病患者等に対し、日
常生活用具を給付することに
より、日常生活の便宜をはか
り、もって、当該難病者等の
福祉の増進資することを目的
とする。 

 
 
３．申請 

申請書による申請及び診断書
の提出 

 
４．決定 

申請に基づき、調査書を作成
し、用具の給付等の適否と負
担金の決定を行い、日常生活
用具給付券を交付する。 

 
５．自己負担金 

用具の給付を受けた者又はそ
の扶養義務者は、その負担能
力に応じて費用の一部を直接
業者に支払う。 
その費用の基準は、その世帯
の前年の所得税額等による階
層区分によって決まる費用徴
収基準月額により算定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．対象者 
日常生活に支障があり、介
護、家事等の便宜を必要とす
る難病患者等であって（1）～
（3）の要件を満たす者  
 
（1）特定疾患対策研究事業の

対象疾患（１１８疾
患）患者及び慢性関節
リウマチ患者 

（２）在宅で療養が可能な程
度に症状が安定してい
ると医師によって判断
される者 

（3）老人福祉法、身体障害者
福祉法、介護保険法等
の対象とならない者  

 
２．目的 

日常生活用具を給付する事に
より、日常生活の便宜を図
る。 

 
 
 
 
 
３．申請 

申請書により申請 
 
 
４．決定 

申請に基づき、診断書を基に
その必要性を検討し、出来る
限り速やかに便宜の供与の要
否を決定する。 

 
５．自己負担金 

利用者の属する世帯の生計中
心者は、費用の基準により費
用の一部又は全部を負担す
る。  

該当なし １．対象者 
日常生活に支障があり、介
護、家事等の便宜を必要とす
る難病患者等であって（1）～
（3）の要件を満たす者 
 
（1）特定疾患対策研究事業の

対象疾患（１１８疾
患）患者及び慢性関節
リウマチ患者 

（2）在宅で療養が可能な程度
に症状が安定している
と医師によって判断さ
れる者 

（3）老人福祉法、身体障害者
福祉法、介護保険法等
の対象とならない者 

 
２．目的 

日常生活の便宜を図り、その
福祉の増進を図る。 

 
 
 
 
 
 
３．申請 

申請書により申請 
 
 
４．決定 

申請に基づき、調査書を作成
し、用具の給付等の適否と負
担金の決定を行い、日常生活
用具給付券を交付する。 

 
５．自己負担金 

用具の給付を受けた者又はそ
の扶養義務者は、その負担能
力に応じて費用の一部を直接
業者に支払う。 
その費用の基準は、その世帯
の前年の所得税額等による階
層区分によって決まる費用徴
収基準月額により算定する。

該当なし 粉河町の例により、新市に

おいて実施する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



  
難
病
患
者
短
期
入
所
事
業 
 
 
 

該当なし １．目的 
難病患者を介護している家族
が、疾病等に係る理由により
在宅における介護ができない
場合に、一時的に老人短期入
所施設、特別養護老人ホーム
に入所させることにより、難
病患者及び家族の福祉の向上
を図ることを目的とする。 

 
２．入所用件 

介護できないため指定施設に
一時的に入所させる。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．入所期間 
   ７日以内とする。 
 
 
 
 
４．事業委託先 
   町長が指定した医療提供施設 
 
５．委託料 
   国庫補助基準による出来高払 
 
６．利用料 

利用者は費用のうち、飲食物
費相当額を負担 
生活保護世帯のうち社会的理
由により利用する場合は減免 

該当なし １．目的 
難病患者を介護している家族
が、疾病等に係る理由により
在宅における介護ができない
場合に、一時的に施設に保護
することにより、難病患者等
及びその家族の福祉の向上を
図ることを目的とする。 

 
２．入所用件 

介護者が、短期入所を利用で
きる要件 
（１）社会的理由（疾病・出

産・冠婚葬祭・事故・
災害・失踪・出張・転
勤・看護、学校等の公
的行事への参加等） 

 
（２）私的理由により難病患

者等がその居宅におい
て介護を受けることが
できない場合 

 
３．入所期間 

期間は継続して７日以内 
やむを得ない事情にあるとき
は必要最小限の範囲で再認定
を妨げない。 

 
４．事業委託先 
   町長が指定した医療提供施設
 
５．委託料 

国庫補助基準による出来高払
 
６．利用料 

利用者は費用のうち、飲食物
費相当額を負担 
生活保護世帯のうち社会的理
由により利用する場合は減免

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当なし 桃山町の例により、新市に

おいて実施する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



レ
ス
パ
イ
ト
サ
ー
ビ
ス
運
営
事
業 

該当なし １．名称 
   レスパイト粉河運営事業 
 
２．対象者 

在宅の心身障害児者であっ
て、常時介護を必要とする満
年齢 7 歳から満年齢 55 歳のも
の。で設備及び職員体制等レ
スパイトサービスにおいて受
け入れが可能な者 

 
３．目的 
   町内に在住の身体障害者、心

身障害児者、の家族に替わり
一時的に養護し、その家族の
福祉の向上を図ることを目的
とする。 

 
４．対象経費 
   飲食費相当額 
 
 
 

該当なし 該当なし 該当なし 粉河町の例により、新市に
おいて実施する。 

精
神
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
助
成
事
業 

１．対象者 
精神障害者であって次の要件
のいずれにも該当する者 
 
（１）日常生活上の援助を受け

ないで生活することが困
難な者 

 
（２）一定の自活能力があり数

人で共同生活を送ること
に支障がない者 

 
（３）日常生活を維持するに足

りる収入があること 
 
 
２．目的 

精神障害者の社会復帰の促進
及び自立の促進を図る為に必
要な福祉サービスを提供する
ことにより、精神障害者等の
福祉の向上を図ることを目的
とする。 

 
３．指定事業先 
   特になし 
 
 
 
 
 
 

１．対象者 
精神障害者であって、次に掲
げる要件のいずれにも該当す
るものとする。 

              
（1）日常生活上の援助を受けない 

で生活することが、可能でな
いか又は適当でない者である
こと 

 
（2）一定程度の自活能力があり、

数人で共同生活を送ること
に支障がない者 

（3）日常生活を維持するに足りる
収入があること 

 
２．目的 

精神障害者グループホームで
の生活を希望する精神障害者
に対し、日常生活における援
助等を行うことにより、精神
障害者の自立生活を助長する
ことを目的とする。 

 
３．指定事業先 
   ホームあゆみ 

該当なし １．対象者 
 精神障害者であって次の要件
のいずれにも該当する者   
 
（１）日常生活上の援助を受け

ないで生活することが、
可能でないか又は適当で
ない者        

（２）一定程度の自活能力があ
り、数人で共同の生活を
送ることに支障がない者

（３）日常生活を維持するに足
りる収入があること   

 
 
 
２．目的 
   精神障害者グループホームで

の生活を望む精神障害者に対
し、日常生活における援助等
を行うことにより、精神障害
者の自立生活を助長する。 

 
 
３．指定事業先 
   なし 

１．対象者 
精神障害者で次に掲げる用件
のいずれにも該当する者 
 
（１）日常生活上の援助を受け

ないで生活することが、
可能でないか又は適当で
ない者 

（２）一定の自活能力があり、
数人で生活を送ることに
支障がない者 

（３）日常生活を維持するに足
りる収入があること   

 
 
 
２．目的 
   地域において精神障害者グル

ープホームでの生活を望む精
神障害者に対し、日常生活に
おける援助等を行うことによ
り、精神障害者の自立生活を
助長する。 

 
３．指定事業先 
   なし 

新市においても引き続き実
施する 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



身
体
障
害
者
医
療
費
の
助
成
（
町
単
独
事
業
） 

１．目的 
心身障害児(者)に対して医療
費を支給することにより、心
身障害児(者)の保健向上と福
祉の増進に寄与する。 

 
２．対象者 
・特別児童扶養手当：２級 
・障害年金：１級、２級 
・訪問介護：あり 

 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

医療保険各法の規定による医
療に関する給付が行われた場
合において、対象者が負担す
る費用 

 
４．支払方法 

医療機関の所在が 
・町内 現物給付 
・町外 現金給付 

 
５．支払申請期限 

医療給付を受けた日から起算
して１年以内 

 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 
・身障手帳：３級､４級､５級､ 

６級の児童 
・療育手帳：Ｂ１、Ｂ２ 
・特別児童扶養手当：２級 
・障害年金：１級、２級 
・訪問介護：あり 

 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

医療機関の所在が 
・町内 現物給付 
・町外 現金給付 

 
５．支払申請期限 
   左記に同じ 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 
・身障手帳：３級 

          ４級の一部 
・療育手帳：Ｂ１、Ｂ２ 
・特別児童扶養手当：２級 
・障害年金：１級、２級 
・訪問介護：あり 

 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

医療機関の所在が 
・県内 現物給付 
・県外 現金給付 

 
５．支払申請期限 
   医療給付を受けた日から起算

して 6カ月以内 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 
・身障手帳：３級 
・療育手帳：Ｂ１、Ｂ２ 
・特別児童扶養手当：２級 
・障害年金：１級、２級 
・訪問介護：あり 

 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

医療機関の所在が 
・県内 現物給付 
・県外 現金給付 

 
５．支払申請期限 

医療費の請求の時効は、診療
日の属する月の１日から起算
して 6 カ月とする。しかし、
医療に関する給付を受けた日
から起算して５年以内(地方自
治法による)で運用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 
・身障手帳：３級 
・療育手帳：Ｂ１、Ｂ２ 
・特別児童扶養手当：２級 
・障害年金：１級、２級 
・訪問介護：あり 

 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

医療機関の所在が 
・郡内 現物給付 
・郡外 現金給付 

 
５．支払申請期限 

診療日の属する月の１日から
起算して６ケ月以内 

対象者、医療費助成の範囲、
支払い方法は桃山町の例と
し、支払申請期限は打田町
の例による。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



重
度
障
害
者
等
医
療
の
助
成 

１．目的 
重度心身障害児（者）医療費 
の助成 

 
２．対象者 
・特別児童扶養手当の１級受給者 
・身体障害者手帳３級以上の者 
(３級は町民税非課税世帯入院のみ) 
・療育手帳Ａ１･Ａ２を有する者 

 
医療保険各法の規定による被保険者

又は組合員及びその被扶養者並びに

老人保健法(昭和５７年法律第８０

号)第２５条第１項に該当する者。

ただし生活保護法(昭和２５年法律

第 144 号)の適用を受けている者又

は受けることとなった者は除く。 
 
 
３．医療費助成の範囲 

医療保険各法の規定による医
療に関する給付が行われた場
合において、対象者が負担す
る費用 

 
４．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
から起算して１年以内 

 
 
 
 
 
５．支給制限 

1) 対象者の前年の所得が、特
別児童扶養手当等の支給に
関する法律第６条に規定す
る政令で定める額以上であ
るとき 

 
2) 対象者の配偶者又は民法
(明治２９年法律第８９号)
に定める扶養義務者で主と
して当該対象者の生計を維
持するものの、前年の所得
が特別児童扶養手当等の支
給に関する法律第７条に規
定する政令で定める額以上
であるとき 

 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
から起算して６カ月以内 

 
 
 
 
 
５．支給制限 

左記に同じ 
 
 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
から起算して半年以内 

 
 
 
 
 
５．支給制限 

左記に同じ 
 
 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払申請期限 

医療費の請求の時効は、診療
日の属する月の１日から起算
して６ヵ月とする。しかし、
医療に関する給付を受けた日
から起算して５年以内(地方
自治法による)で運用 

 
５．支給制限 

左記に同じ 
 
 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払申請期限 

診療日の属する月の１日から
起算して６ヵ月以内 

 
 
 
 
 
５．支給制限 

左記に同じ 
 
 

 
新市においても引き続き実
施する。なお、支払申請期
限については、打田町の例
による。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



更
生
医
療
の
給
付 

１．目的 
身体障害者が更生するために
医療が必要と認められるとき
に、更生のために必要な医療
の給付を行う。 

 
２．対象者 

更生するために医療が必要と
認められる身体障害者 

 
３．給付の内容 

国基準 
 
４．申請 

指定の申請書に、更生医療指
定医師が作成した更生医療意
見書、医療概算内訳を添付し
提出 
その提出に基づき、更生相談
所に、判定を依頼する。 

 
５．決定 

更生相談所の判定に基づき、
調査書を作成し、給付の適否
と負担金の決定を行い、決定
の場合、更生医療給付券を医
療機関に交付する。 
申請者には更生医療給付決定
通知書を送付する。 
却下の場合は、却下決定通知
書を送付する。 

 
６．負担金 

当該身体障害者及びその扶養
義務者は、その負担能力に応
じ、費用の全部又は一部を医
療機関に支払う。 
その額は、当該身体障害者の
属する世帯の前年の所得税額
等による階層区分によって決
まる徴収基準月額により算定 

 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
３．給付の内容 

左記に同じ 
 
４．申請 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
５．決定 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．負担金 

左記に同じ 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
３．給付の内容 

左記に同じ 
 
４．申請 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
５．決定 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．負担金 

左記に同じ 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
３．給付の内容 

左記に同じ 
 
４．申請 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
５．決定 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．負担金 

左記に同じ 
 
 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
３．給付の内容 

左記に同じ 
 
４．申請 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
５．決定 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．負担金 

左記に同じ 
 
 

 
現行のとおり新市において
も引き続き実施する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



育
成
医
療
の
給
付 

１．実施主体 
   和歌山県 

（事業の申請・給付決定の委
任を受けて町が実施） 

 
２．目的 

身体の障害のある児童に対し、
生活能力を得るために必要な医
療(育成医療)の給付を行い、又
これに代えて育成医療に要する
費用を支給する。 

 
３．対象者 

身体障害者福祉法第４条の規定
による別表に掲げる程度の身体
上の障害を有する児童又は現存
する疾患がこれを放置するとき
は、将来において同別表に掲げ
る障害と同程度の障害を残すと
認められる児童であって、確実
なる治療効果が期待しうるもの 

 
４．給付の内容 

国基準 
 
５．申請 

児童の保護者が、指定の申請書
に、育成医療指定医師が作成し
た育成医療意見書を添付し提出 

 
６．決定 

申請書を受理した後は、調査書
を作成し、給付の可否と負担金
の決定を行い、決定の場合は育
成医療給付券を、給付を行わな
いことを決定した場合は育成医
療申請不承認通知書を申請者に
交付するとともに、医療機関へ
その旨通知する。 

 
７．負担金 

当該児童及びその扶養義務者
は、その負担能力に応じ、費用
の全部又は一部を医療機関に支
払う。 
その額は、当該児童の属する世
帯の前年の所得税額等による階
層区分によって決まる徴収基準
月額により算定 

 
８．県への報告 

各月の決定状況を翌月の１０日
までに保健所長まで報告 
 

１．実施主体 
左記に同じ 

 
 
 
２．目的 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
３．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．給付の内容 

左記に同じ 
 
５．申請 

左記に同じ 
 
 
 
６．決定 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．負担金 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
８．県への報告 

左記に同じ 

１．実施主体 
左記に同じ 

 
 
 
２．目的 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
３．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．給付の内容 

左記に同じ 
 
５．申請 

左記に同じ 
 
 
 
６．決定 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．負担金 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
８．県への報告 

左記に同じ 
 

１．実施主体 
左記に同じ 

 
 
 
２．目的 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
３．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．給付の内容 

左記に同じ 
 
５．申請 

左記に同じ 
 
 
 
６．決定 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．負担金 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
８．県への報告 

左記に同じ 
 

１．実施主体 
左記に同じ 

 
 
 
２．目的 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
３．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．給付の内容 

左記に同じ 
 
５．申請 

左記に同じ 
 
 
 
６．決定 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．負担金 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
８．県への報告 

左記に同じ 
 

 
現行のとおり新市において
も引き続き実施する。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



協議第３０号  
 
 

各種事務事業（児童福祉事業）の取扱いについて  
                 
 
  各種事務事業（児童福祉事業）の取扱いについて、調整方針（案）を下記
のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

 
記  

      
                                                                           
協 定 項 目  各種事務事業（児童福祉事業）の取扱いについて 
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）法の規定に基づく児童手当等の支給については、新市に引き

継ぐものとする。 
（２）ひとり親家庭等児童の就学奨励事業及び赤ちゃん誕生祝記念

品の贈呈については、新市においても引き続き実施する。 
（３）児童館については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

なお、児童館の事業及び運営方法については、当分の間現行の

とおりとし、新市において随時調整する。 
（４）学童保育については、新市においても引き続き実施するもの

とし、運営方法等については随時調整する。 
（５）交通遺児就学援助金及び母子家庭児童就学援助金については、

合併時に廃止する。 
（６）ひとり親家庭医療費の補助及び乳幼児医療の助成については、

新市においても引き続き実施する。 
（７）国及び県の制度に基づき実施している事業については、現行

どおり新市に引き継ぐものとする。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目  各種事務事業の取扱い 関 係 項 目  児童福祉事業の取扱い 調 整 課 

調整方針（案） 

（１）法の規定に基づく児童手当等の支給については、新市に引き継ぐものとする。 

（２）ひとり親家庭等児童の就学奨励事業及び赤ちゃん誕生祝記念品の贈呈については、新市においても引き続き実施する。 

（３）児童館については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。なお、児童館の事業及び運営方法については、当分の間現行のとおりとし、新市において随時調整する。 

（４）学童保育については、新市においても引き続き実施するものとし、運営方法等については随時調整する。 

（５）交通遺児就学援助金及び母子家庭児童就学援助金については、合併時に廃止する。 

（６）ひとり親家庭医療費の補助及び乳幼児医療の助成については、新市においても引き続き実施する。 

（７）国及び県の制度に基づき実施している事業については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況     

町
名 

打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

児
童
手
当 

１．受給対象者 
小学校第 3 学年終了前（9 歳
到達後最初の年度末）の児童
を一人以上養育している父母
等で、町内に住所があり、一
定の所得未満である者 

 
２．手当の額（一カ月当たり） 

第 1子        5,000 円 
    

第 2 子        5,000 円 
    

第 3 子以降 
（一人当たり）  10,000 円 

 
 
 

１．受給対象者 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
２．手当の額（一カ月当たり） 
   左記に同じ 

１．受給対象者 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
２．手当の額（一カ月当たり） 

左記に同じ 

１．受給対象者 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
２．手当の額（一カ月当たり） 
   左記に同じ 

１．受給対象者 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
２．手当の額（一カ月当たり） 

左記に同じ  

児
童
扶
養
手
当 

１．受給対象者 
父母の離婚や父の死亡、遺棄
などにより、父と生計を同じ
くしていない 18 歳に達した
最初の３月末までの児童を養
育している者で、児童や養育
者が公的年金等を受給してい
ない者 

 
２．手当の額（一カ月当たり） 

１ 人 目：月額 41,880 円 
（一部支給 9,880 円～41,870 円） 
 
２ 人 目：月額 5,000 円加算 
 
３人目以降:一人当たり 

月額 3,000 円加算 
 
 
        
 
 
 

１．受給対象者 
   左記に同じ 
 
  
  
 
 
 
 
２．手当の額（一カ月当たり） 

左記に同じ 

１．受給対象者 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
２．手当の額（一カ月当たり） 
   左記に同じ 

１．受給対象者 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
２．手当の額（一カ月当たり） 
   左記に同じ  

 

１．受給対象者 
   左記に同じ 
 
  
 
 
 
 
 
２．手当の額（一カ月当たり） 
   左記に同じ  

 

法の規定に基づき、新市に

おいても引き続き実施す

る。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



 
 
特
別
児
童
扶
養
手
当 
 
 

１．実施主体 
   国（町が手当の申請窓口等と

なって実施） 
 
２．目的 

20 歳未満の障害のある児童
を家庭において看護又は養育
しているものに対して手当を
支給することにより、児童の
福祉の増進を図ることを目的
とする。 

 
３．手当の額（一カ月当たり） 
   １級： 50,900 円／人 
   ２級： 33,900 円／人 
 

１．実施主体 
   左記に同じ 
 
 
２．目的 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
３．手当の額（一カ月当たり） 
   左記に同じ 
 

１．実施主体 
   左記に同じ 
 
 
２．目的 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
３．手当の額（一カ月当たり） 
   左記に同じ 
 

１．実施主体 
   左記に同じ 
 
 
２．目的 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
３．手当の額（一カ月当たり） 
   左記に同じ 
 

１．実施主体 
   左記に同じ 
 
 
２．目的 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
３．手当の額（一カ月当たり） 
   左記に同じ 
 

 

ひ
と
り
親
家
庭
等
児
童
の
就
学
激
励
事
業 
 

１．対象者 
   ひとり親等世帯児 

（中学校卒業時） 
 
２．対象者の把握 
   調査 
   （学校長からの対象者名簿の

提出により調査） 
 
３．贈呈品目 
   14,000 円相当の品物 

１．対象者 
   ひとり親等世帯児 

（中学校卒業時） 
 
２．対象者の把握 
   調査 
   （学校長からの対象者名簿の

提出により調査） 
 
３．贈呈品目 
   図書券 5,000 円分 

１．対象者 
   ひとり親等世帯児 

（小・中学校入学時） 
 
２．対象者の把握 
   調査 
   （学校長からの対象者名簿の

提出により調査） 
 
３．贈呈品目 
   3,000 円相当の品物 

該当なし １．対象者 
   ひとり親等世帯児 

（小・中学校入学時） 
 
２．対象者の把握 
   調査 
   （学校長からの対象者名簿の

提出により調査） 
 
３．贈呈品目 
   お祝い金 5,000 円と 

5,000 円相当の品物 

小・中学校入学時の者を対

象とし、記念品は 10,000

円程度のものとする。 

赤
ち
ゃ
ん
誕
生
祝
記
念
品
の
贈
呈 

該当なし １．対象者 
出生した子に対して支給 

 
 
 
 
 
２．対象者の把握 
   出生届け時点 
 
３．贈呈品目 
   粉河町商工会発行券 
    １人につき 2,000 円分 

１．対象者 
出生した子に対して支給 

 
 
 
 
 
２．対象者の把握 
   左記に同じ 
 
３．贈呈品目 
   １人につき 

3,000 円相当のもの 

１．対象者 
現に桃山町に住所を有すると
認められ、かつ引き続き３年
以上定住の意思があるもの
で、出産後１年以内に申請書
の提出をした者に対して支給

 
２．対象者の把握 
   左記に同じ 
 
３．贈呈品目 

１子 １人につき 
50,000 円以内 

    
２子 １人につき 

       100,000 円以内 
 
３子 １人につき 

       150,000 円以内 
  
（平成１８年３月３１日で失効）
 

１．対象者 
出生した子に対して支給 

 
 
 
 
 
２．対象者の把握 
   左記に同じ 
 
３．贈呈品目 
   １人につき 

1,500 円相当のアルバム 

出生した子に対し、2,000

円程度の記念品とする。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



児
童
館
運
営
事
業 

１．設置数     ５館 

 

２．名称および位置 

・高野児童館    

打田町高野９６ 

・西井阪児童館 

     打田町下井阪18     

・打田児童館    

打田町打田320-4     

・三谷児童館    

打田町中三谷419     

・南勢田児童館  

打田町南勢田39-3 

 

 

 

 

 

３．目的 

児童福祉法 (昭和22年法律第 

164号）第35条第3項の規定

に基づき、児童の健全育成を

図るため 

 

 

 

 

 

４．事業 

(1) 児童に会館を利用させ、

必要な集団指導を行う。 

 

(2) その他必要な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．管理委託 

   町長は、児童館の管理を公共

的団体に委託することができ

る。 

１．設置数     ７館 

 

２．名称および位置 

・粉河児童館  

粉河町粉河1729-1    

・竜門児童館     

      粉河町杉原16    

・東野児童館      

      粉河町東野82-3        

   ・北志野児童館    

粉河町北志野92          

 ・上田井児童館  

粉河町上田井267         

・嶋児童館      

粉河町嶋51              

・中の才児童館    

粉河町粉河4071-1 
 
３．目的 

児童福祉法 (昭和22年法律

第164号)第40条の規定に基

づき児童の健全育成を図るた

めに児童館を設置する。 

 

 

 

 

 

４．事業 

(1)  左記に同じ      

 

 

(2)  左記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．管理委託 

町長は、児童館の管理を公共的

団体に委託することができる。 

( 4ケ所は地区委託、3ケ所は  

個人委託 ) 

１．設置数     １館 

 

２．名称および位置 

・名手児童館  

那賀町名手市場１２１-３
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．目的 

左記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業 

公の目的のため、広く住民に

児童館を利用させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．管理委託 

現在、教育委員会生涯学習課

が管理している。 

管理人は設置していない。 

１．設置数     ３館 

 

２．名称および位置 

・桃山町中央児童館 

桃山町調月384 

・桃山町児童館 

桃山町元400-3      

・調月児童館 

桃山町調月1102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．目的 

児童に健全な遊びを与え、幼

児及び少年を個別的又は集団

的に指導して児童の健康を増

進し 情操を豊かにすると共

に、子供クラブ、母親クラブ

等地域組織活動の育成助長を

図ることを目的とする。 

 

 

４．事業 

児童館は第1条の目的を達成

するため、次の各号に掲げる

事業を行うものとする。 

 

 (1) 児童に関する相談及び指導に

関すること 

(2) 児童図書の閲覧並びに貸し出

しに関すること 

(3) 子供クラブ、母親クラブの育

成指導に関すること 

(4) その他本館の目的を達成する

ために必要な事業 

 

５．管理委託 
  町管理 
 
 
 

１．設置数     ３館 

 

２．名称および位置 

・丸栖西児童館 

貴志川町丸栖270-5 

・井ノ口上ノ段児童館 

貴志川町井ノ口1517-5  

・神戸児童館 

貴志川町神戸160-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．目的 

児童福祉法 (昭和22年法律

第164号)第40条の規定に基

づき児童の健全育成を図るた

めに児童館を設置する。 

 

 

 

 

 

４．事業 

(1) 児童館を利用させ必要な

集団指導を行う。 

 

(2) その他必要な事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．管理委託 

町長は、児童館の管理を公共
的団体に委託することができ
る。 
(現在は各地区に委託） 

現行のとおり新市に引き継

ぐものとする。なお、児童

館の事業及び運営方法につ

いては、当分の間現行のと

おりとし、新市において随

時調整する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



学 
童
保
育 
 
 

１．名称 
   打田町児童クラブ 
 
２．目的 

補助金交付の対象となる事業

は児童の安全管理、生活指導

遊びの指導等児童の健全育成

を図る事業とする。 

 

 

３．対象者 

   保護者が労働等により昼間家

庭にいない小学校1年から3

年に就学している児童及び健

全育成上指導を要する児童と

する。 

 

４．補助用件 

(1) 対象児童が10名以上在籍

していること       

(2) 指導員を1名以上配置し

ていること        

(3) 年間200日以上開設して

いること         

(4) 1日 3時間以上開設してい

ること         

(5) 運営のための規約等を備

えていること 

 

５．補助基準額 

「国費対象」 

1クラブ(児童数20～35名） 

基本額 281日以上     

１,508千円       

土・日・祝日開設加算    

219千円  

 

「県費対象」 

1クラブ(児童数10～19名） 

基本額 200日～280日   

697千円       

土・日・祝日開設加算    

        なし 

該当なし １．名称 
   那賀町放課後児童健全育成事業
 
２．目的 

昼間保護者のいない家庭の小
学校低学年児童等の育成、指
導に資するため、遊びを主と
する健全育成活動を行う地域
組織として、児童クラブを設
置し児童の健全育成の向上を
図ることを目的とする。 

 
３．対象者 

町内の小学校に在学する、主
として１学年から３学年まで
の放課後児童等とする。 

 
 
 
 
４．補助用件 

委託事業として、チャレンジ
児童クラブに委託 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．補助基準額 
   該当なし 

該当なし １．名称 
   貴志川町児童クラブ 
 
２．目的 
   補助金交付の対象となる事業

は、児童の安全管理、生活指
導、遊びの指導等児童の健全
育成を図る事業とする。 

 
 
 
 
３．対象者 

保護者が労働等により昼間家
庭にいない貴志川町立小学校 1
年から 3 年に就学している児
童及び健全育成上指導を要す
る児童とする。 

 
 
４．補助用件 

(1) 対象児童が 10 名以上在
籍していること 

(2) 専任の指導員を 1 名以上
配置していること 

(3) 年間 200 日以上開設して
いること 

(4) 1 日 3 時間以上開設して
いること 

(5) 運営のための規約等を備
えていること 

 
 
 
５．補助基準額 
  ・在籍児童数(小学校 1 年～3 年

に就学している児童) 
  10名以上20名未満  

300,000円
20名以上30名未満 

 350,000円
30名以上  

400,000円
 
・指導員 
専任(1人当たり) 300,000円
臨時            100,000円
保育児童数    10,000円
（1人当たり）  

(注) 
1 ただし、社会福祉法人による保育
施設内での学童保育については、
この表は適用しない。 

2 臨時の指導員については、2 名以
上であっても 100,000 円を限度と
する。 

新市においても引き続き実

施するものとし、運営方法

等については随時調整す

る。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



交
通
遺
児
就
学
援
助
金 

該当なし 該当なし 該当なし １．支給対象者 
   交通事故により、両親又はそ
   の一方を亡くした小・中学生
 
２．支給額 
   遺児１人につき 
     年額 25,000 円 
 
３．対象者の把握 
   死亡届により把握 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当なし 合併時に廃止する。 

母
子
家
庭
児
童
就
学
援
助
金 

該当なし 該当なし 該当なし １．目的 
就学援助金を支給して、母子
家庭の児童の就学上の不安を
解消し、その心身の健全な育
成に資することを目的とす
る。 

 
２．支給対象者 

配偶者のない女子が、現に扶
養する小・中学生をいう。 

 
３．受給権者 

桃山町内に住所を有する配偶
者のない女子で、現に児童を
扶養する者 

 
４．支給額 
   児童１人につき 
     年額 25,000 円 
     （小１～中３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当なし 合併時に廃止する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
の
補
助 

１．目的 
医療費の助成により、ひとり
親家庭の健康の保持及び増進
を図り、もってひとり親家庭
の福祉の向上を図る。 
 

２．対象者 
ひとり親家庭医療費の支給に
関する条例に基づき医療費の
支給を受けることができる者 
 

３．医療費補助の範囲 
医療保険各法の規定による医
療に関する給付が行われた場
合において、対象者が負担す
る費用 

 
４．支払方法 

医療機関の所在が 
郡内の場合・・・現物給付 
郡外の場合・・・現金給付 

 
５．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
から起算して１年以内 

 
６．支給制限 
1)配偶者のない男子又は女子の
前年の所得が児童扶養手当法
施行令第２条の４第２項に規
定する額を超える者 
 
2)同居している民法(明治２９
年法律第８９号)第 877 条第
1 項の扶養義務者の前年の所
得が施行令第２条の４第４項
に規定する額を超える者 
 
3)生活保護法(昭和２５年法律
第 144 号)その他法令等(乳幼
児医療費を除く。)により国
又は地方公共団体の負担にお
いて医療費の全額を負担され
る者 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
３．医療費補助の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

左記に同じ 
 

 
６．支給制限 

左記に同じ 
 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
３．医療費補助の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

左記に同じ 
 

 
６．支給制限 

左記に同じ 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
３．医療費補助の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

左記に同じ 
 

 
６．支給制限 

左記に同じ 
 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
３．医療費補助の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

左記に同じ 
 
 

６．支給制限 
左記に同じ 

 

新市においても引き続き実
施するものとし、支払方法
については、医療機関の所
在が県内・県外の区分とす
る方向で調整に努める。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



乳
幼
児
医
療
の
助
成 

１．目的 
医療費の助成により乳幼児の
健康の保持及び増進に寄与
し、もって児童の福祉の向上
を図る。          

 
２．対象者 

乳幼児(６歳に達する日以後
の最初の３月３１日までの間
にある者。 
ただし、入院外については３
歳に達する日の属する月の月
末までの間にある者に限
る。) 

 
３．医療費助成の範囲 

医療保険各法の規定による医
療に関する給付が行われた場
合において、対象者が負担す
る費用 

 
４．支払方法 

医療機関の所在が 
郡内の場合・・・現物給付 
郡外の場合・・・現金給付 

 
５．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
から起算して１年以内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
から起算して６箇月以内 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

医療に関する給付を受けた日
から起算して１年以内 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 

 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

医療費の請求の時効は診療日
の属する月の１日から起算し
て１年以内 

１．目的 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．対象者 

左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
３．医療費助成の範囲 

左記に同じ 
 
 
 
 
４．支払方法 

左記に同じ 
 
 
 
５．支払申請期限 

対象乳幼児が保険給付を受け
た日から起算して 1年以内  

新市においても引き続き実
施するものとし、支払方法
については、医療機関の所
在が県内・県外の区分とす
る方向で調整に努める。 
なお、支払申請期限につい
ては打田町の例による。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



協議第３１号  
 
 

各種事務事業（社会福祉事業）の取扱いについて  
                 
 
  各種事務事業（社会福祉事業）の取扱いについて、調整方針（案）を下記
のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

 
記  

      
                                                                           
協 定 項 目  各種事務事業（社会福祉事業）の取扱いについて 
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）生活保護法の規定による事務については、新市で設置する福

祉事務所において実施する。 
（２）民生児童委員については、現行の委員を新市に引き継ぐもの

とする。 
（３）民生委員推薦会については、新市において新たに組織する。 
（４）災害弔慰金・災害傷害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付

けについては、法に基づき新市において引き続き実施する。 
（５）被災者見舞金の支給については、貴志川町の例により実施す

る。 
（６）慰霊塔改修補助については、合併時に廃止する。 
（７）慰霊祭については、委託事業として新市において実施する。 
（８）原爆被爆者見舞金の支給については、桃山町の例により新市

において実施する。 
（９）生活保護家庭年末援助金及びひとり親家庭年末援助金につい

ては、合併時に廃止する。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目  各種事務事業の取扱い 関 係 項 目  社会福祉事業の取扱い 調 整 課 

調整方針（案） 

（１）生活保護法の規定による事務については、新市で設置する福祉事務所において実施する。 

（２）民生児童委員については、現行の委員を新市に引き継ぐものとする。 

（３）民生委員推薦会については、新市において新たに組織する。 

（４）災害弔慰金・災害傷害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けについては、法に基づき新市において引き続き実施する。 

（５）被災者見舞金の支給については、貴志川町の例により実施する。 

（６）慰霊塔改修補助については、合併時に廃止する。 

（７）慰霊祭については、委託事業として新市において実施する。 

（８）原爆被爆者見舞金の支給については、桃山町の例により新市において実施する。 

（９）生活保護家庭年末援助金及びひとり親家庭年末援助金については、合併時に廃止する。 

 

 

那  賀  ５  町  の  状  況     

項目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容

生
活
保
護 

１．被保護世帯数   ４６世帯 
    （平成 16 年 4 月現在） 
 
 
 
 

１．被保護世帯数   ３２世帯 
（平成 16 年 4 月現在） 

 

１．被保護世帯数   ２６世帯 
（平成 16 年 4 月現在） 

 

１．被保護世帯数   １８世帯 
（平成 16 年 4 月現在） 

 

１．被保護世帯数   ３７世帯 
（平成 16 年 4 月現在） 

 

生活保護法の規定に

よる事務について

は、新市で設置する

福祉事務所において

実施する。 

民
生
児
童
委
員 

１．委員数        ３７名 
    うち主任児童委員  ２名 
 
２．任期          ３年 

（平成 13 年 12 月１日～ 
     平成 16 年 11 月 30 日） 
 
  

１．委員数        ４６名  １．委員数        ３１名 
うち主任児童委員  ３名 

 
２．任期           

左記に同じ 
      
 
 

うち主任児童委員   ２名 
 
２．任期           

左記に同じ 
 
      
 

１．委員数        ２９名  １．委員数        ３８名 
うち主任児童委員   ２名 

 
２．任期           

左記に同じ 
 

      
 

うち主任児童委員   ２名 
 
２．任期           

左記に同じ 
 

      
 

現行の委員を新市に

引き継ぐものとす

る。 

民
生
委
員
推
薦
会 

１．委員数        １４名 
 
２．委員構成 
①  町議会文教厚生常任委員長 

    町議会文教厚生常任副委員長 
② 町民児協会長 

町民児協副会長 
③ 区長会長 

   
④ 老人クラブ連合会長 

    母子寡婦福祉連合会長 
⑤ 教育委員長 

    社会教育委員長 
⑥  青少年育成県民運動推進委員 

    行政相談員 
⑦ 福祉課長 
  保育所長代表 
 

３．任期          ３年 
（平成 13 年 8 月１0日～ 

      平成 16 年 8 月 9日） 
 

１．委員数        １４名 
 
２．委員構成 
①  町議会議長 

町議会副議長 
② 町民児協副会長 

（２名） 
③ 町消防団長 

    町総代会長 
④ 老人ホーム園長 

    母子生活支援施設長 
⑤ 教育委員 

       （２名） 
⑥  福祉課長 

総務課長 
⑦ 町監査委員 

町保護司 
 
３．任期          ３年 

（平成 13 年 8 月１日～ 
      平成 16 年 7 月 31 日） 

１．委員数        １４名 
 
２．委員構成 
①  町議会産建厚生常任委員長 

    町議会産建厚生常任副委員長 
② 町民児協会長・副会長 

   
③ 行政相談員 

    公民館主事 
④ 社会福祉協議会理事 

    社会福祉協議会評議員 
⑤ 教育委員長 

    教育委員 
⑥  保健福祉課長 

    保育所長 
⑦ 学識経験者 
 

 
３．任期          ３年 

（平成 13 年 4 月１日～ 
      平成 16 年 3 月 31 日） 

１．委員数          ９名 
 
２．委員構成 
①  町議会議員 

      
② 民生委員 

 
③ 社会福祉事業関係者 

 
④ 町の地域を単位とする社会福
祉関係団体代表 

⑤ 教育関係者 
      
⑥  関係行政機関の職員 

      
⑦ 学識経験者 
 
 

３．任期          ３年 
（平成 13 年 9 月１日～ 

      平成 16 年 8 月 31 日） 

１．委員数        １４名 
 
２．委員構成 
①  町議会議員 

     （２名） 
② 民生委員 

（２名） 
③ 社会福祉事業関係者 

（２名） 
④ 町の地域を単位とする社会福
祉関係団体代表（２名） 

⑤ 教育関係者 
     （２名） 
⑥  関係行政機関の職員 
     （２名） 
⑦ 学識経験者 
   （２名） 
 

３．任期          ３年 
（平成 13 年 8 月１5日～ 

      平成 16 年 8 月 14 日） 

新市において新たに

組織する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



災
害
弔
慰
金 

１．内容 
災害（暴風、豪雨、豪雪、洪 
水、高潮、地震、津波、その
他異常な自然現象による被
害）により、死亡したものの
遺族に対して支給 

  

 
２．支給する遺族 

死亡当時において、死亡者によ 
り生計を主として維持していた
遺族を先にし、その他の遺族を
後にする。 

 
同順位については、次の順序と
する。 
 
配偶者・子・父母・孫・祖父母 
遺族が遠隔地にある場合、その
他の事情による場合は、上記に
かかわらず、町長が適当と認め
たものに支給できる。 

 
３．支給額 

死亡者が死亡当時において、そ 
の死亡に関し災害弔慰金を受け
ることのできることとなる者の
生計を主として維持していた場
合・・・500 万円 

    
その他の場合・・・250 万円 

 
 
 
 
 
 
 

１．内容 
左記に同じ 

 
 
  
 
２．支給する遺族 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．支給額 

死亡者が死亡当時において、そ 
の死亡に関し災害弔慰金を受け
ることのできることとなる者の
生計を主として維持していた場
合・・・300 万円 

    
その他の場合・・・150 万円 

 

１．内容 
左記に同じ 

 
 
 
 
 
２．支給する遺族 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．支給額 

死亡者が死亡当時において、そ
の死亡に関し災害弔慰金を受け
ることのできることとなる者の
生計を主として維持していた場
合・・・500 万円 

    
その他の場合・・・250 万円

１．内容 
左記に同じ 

 
 
 
 
 
２．支給する遺族 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．支給額 
   左記に同じ 
   

１．内容 
左記に同じ 

 
 
 
 
 
２．支給する遺族 
   左記に同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．支給額 
   左記に同じ 

法に基づき新市にお

いて引き続き実施す

る。 

災
害
障
害
見
舞
金 

１．内容 
災害により負傷し、又は疾病に
かかり、治ったときに、法に掲
げる程度の障害があるときは、
災害見舞金の支給を行う。 

 
２．支給額 

当該障害者が当時においてその
属する世帯の生計を主として維
持していた場合・・・250 万円 

    
その他の場合・・・125 万円 

 
 
 
 
 
 

１．内容 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．支給額 

当該障害者が当時においてその
属する世帯の生計を主として維
持していた場合・・・150 万円 

    
その他の場合・・・ 75 万円 

１．内容 
左記に同じ 

 
 
 
 
２．支給額 

当該障害者が当時においてその
属する世帯の生計を主として維
持していた場合・・・250 万円

    
その他の場合・・・125 万円

 

１．内容 
   左記に同じ 
 
 
 
 
２．支給額 

左記に同じ  

１．内容 
   左記に同じ 
 
 
 
 
２．支給額 
   左記に同じ 

法に基づき新市にお

いて引き続き実施す

る。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



災
害
援
護
資
金
の
貸
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 

容 

 

災害により、法に掲げる被害を受けた世帯

の世帯主に対し、生活の立て直しの資する

ために、災害援護資金の貸付けを行う。 

【条例第12条】 

 

家財につい

ての被害金

額家財価格

の３分の１以

上の損害及

び住居の損

害がない 

250万円 

家財等の損

害がない場

合 

150万円 

住居が半壊 270万円 

療養に要す

る期間が1

月以上であ

る世帯主の

負傷があり、

かつ次のい

ずれかに該

当する場合 

住居が全壊 350万円 

家財の損害

があり、かつ

住居の損害

がない 

150万円 

住居が半壊 170万円 

住居が全壊 250万円 

世帯主の負

傷がなく、か

つ次のいず

れかに該当

する場合 

住居の全体

が滅失 
350万円 

償還期間 10年 （措置期間は３年） 

貸

付

け

限

度

額

等 

【条例第13条】 

利

率 

 

措置期間中は無利子。 

経過後は延滞の場合を除き年3％ 

【条例第14条】 

 

左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 
 

法に基づき新市にお

いて引き続き実施す

る。 
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被
災
者
見
舞
金
支
給
事
業 

１．目的 
   町民の福祉及び生活の安定に資

する。 
 
 
 
 
 
２．給付用件 
   全焼及び半焼並びに全壊、半壊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．支給額 
   全焼、全壊・・・ 50,000 円 
    

半焼、半壊・・・ 30,000 円 

該当なし １．目的 
  自然災害による罹災者に見舞金

を支給する。 
 
 
 
 
 
２．給付用件 

本町に居住するもので、自然災
害による罹災者及び町長が自然
災害以外の災害であっても見舞
金を支給する必要があると認め
た場合 

 
 
 
 
 
 
 
３．支給額 

全壊、流失、全焼・ 10,000 円
 
半壊、半焼 ・・・・ 5,000 円
 
床上浸水・・・・・  5,000 円
 
死亡者、行方不明・ 50,000 円
 
重傷者 ・・・・ ・ 50,000 円

 
 
 

１．目的 
災害等による被災世帯及び被災
者に対して、見舞金を支給する
ことにより、対象者の経済的安
定及び精神的安定の確立を図
り、もって福祉の向上に寄与す
る。 

 
２．給付用件 

・町内に住所を有する者、又は
外国人登録をしているもの 
ただし、居住については、日
常生活の本拠地 
 
・暴風、大雨、洪水、豪雪、地
 震、火災、その他異常な自然
現象により被害が生じた場合

     
・その他、町長が必要と認めた
場合 

 
３．支給額 

全壊、流失、全焼・50,000 円 
 
半壊、半焼・・・ 30,000 円 
 
床上浸水 ・・・・ 10,000 円 
 
死亡者 ・・・・・ 30,000 円 
 
重傷者 ・・・・ ・10,000 円 

 
 

１．目的 
災害救助法の適用を受けない災
害による被災者に対して見舞金
を支給する。 

 
 
 
 
２．給付用件 

・住家の全焼及び半焼並びに全
壊、流失、半壊及び床上浸水
 
・重傷者及び家族が死亡した者
 
・前２号に掲げるもののほか町
長が特に必要と認めたもの 

 
 
 
 
 
３．支給額 

全壊、流失、全焼・50,000 円 
    

半壊、半焼・・・・20,000 円 
    

床上浸水・・・・・10,000 円 
    

死亡者・・・・・ 100,000 円 
    

重傷者・・・・・・20,000 円 
 

貴志川町の例により

実施する。 

慰
霊
塔
改
修
補
助 

該当なし 
 
 
 
 
 
 

該当なし 
 

該当なし 
 

１．慰霊塔数 
旧村（安楽川・調月・奥安楽
川・細野）単位に計４塔 

 
２．補助対象 

旧村の遺族会が実施する改修事
業で、純工事費（町長算定）
が、１件５０万円以上のもの 

 

該当なし 
 

合併時に廃止する。
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慰
霊
祭 

町社会福祉協議会に委託 
 
 
 
 
 
 
 
 

町社会福祉協議会に委託 
 

町社会福祉協議会に委託 
 

１．目的 
戦没者に対して、追悼の誠を捧
げ、その冥福を祈るととも
に、恒久平和への誓いを新た
にするため 

 
２．内容 

英霊数３３１柱 毎年６月頃、
桃山町保健福祉センターにおい
て実施 
参加遺族には、お供品と献花を
贈呈 
欠席遺族には、民生委員に欠席
遺族宅への配付を依頼する。 
 

１．目的 
町に於いて戦没者の御霊を追悼
する。 

 
 
 
２．内容 

仏式・神式により交互に行う。
 

執行部 
    委員長町長・副委員長助役・

運営委員収入役・総務課長・
広報公室長・福祉課長  

 
各団体（２２団体）にお供え
を依頼 

 
遺族に対しお供え物を渡す。
 

新市において、委託

事業として実施す

る。 

原
爆
被
爆
者
見
舞
金

１．目的 
   被爆者の福祉の増進 
 
２．給付用件 
   被爆者手帳所持者 
 
３．支給額 
   年額：20,000 円／人 

１．目的 
   左記に同じ 
 
２．給付用件 
   左記に同じ 
 
３．支給額 
   左記に同じ 

１．目的 
   左記に同じ 
 
２．給付用件 
   左記に同じ 
 
３．支給額 
   年額：15,000 円／人 

１．目的 
   左記に同じ 
 
２．給付用件 
   左記に同じ 
 
３．支給額 
   年額：20,000 円／人 

１．目的 
   左記に同じ 
 
２．給付用件 
   左記に同じ 
 
３．支給額 
   年額：15,000 円／人 
 

桃山町の例により新

市において実施す

る。 

生
活
保
護
家
庭
年
末
援
助
金

該当なし 
 
 
 
 
 

該当なし 
 

該当なし 
 

該当なし 
 

１．目的 
     生活保護家庭に歳末助け合いの

一環として町が支給 
 
２．支給額 
   一世帯当たり 10,000 円 
 
３．給付件数 
   ２８世帯 
 

合併時に廃止する。

ひ
と
り
親
家
庭
年
末
援
助
金 

該当なし 
 

該当なし 
 

該当なし 
 

該当なし 
 

１．目的 
   ひとり親家庭に歳末助け合い  
   の一環として町が支給 
 
２．支給額 
   一世帯当たり 5,000 円 
 
３．給付件数 
   215 世帯 

合併時に廃止する。
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協議第３２号  
 
 
 

各種事務事業（健康づくり事業）の取扱いについて  
 
                 
 
  各種事務事業（健康づくり事業）の取扱いについて、調整方針（案）を下
記のとおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

 
記  

      
                                                                           
協 定 項 目  各種事務事業（健康づくり事業）の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）各種健診及び予防接種については、合併年度は現行のとおり

とし、合併の翌年度より実施内容、方法等の統一を図り実施す

る。 
（２）各種健康相談及び健康教室については、地域の特性を活かし、

住民の健康保持と増進のため実施内容、方法等を検討し実施す

る。 
（３）健康づくり推進協議会は、新市において新たに組織する。 
（４）健康づくり推進員及び母子保健推進員は、新市において新た

に推進員を置く。 
（５）健康まつりは合併時に廃止する。ただし、新市においては新

たに健康啓発事業を推進する。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 健康づくりの取扱い 調 整 課 

調整方針（案） 

（１） 各種健診及び予防接種については、合併年度は現行のとおりとし、合併の翌年度から実施内容、方法等の統一を図り実施する。 

（２） 各種健康相談及び健康教室については、地域の特性を活かし、住民の健康保持と増進のため実施内容、方法等を検討し実施する。 

（３） 健康づくり推進協議会は、新市において新たに組織する。 

（４） 健康づくり推進員及び母子保健推進員は、新市において新たに推進員を置く。 

（５） 健康まつりは合併時に廃止する。ただし、新市においては新たに健康啓発事業を推進する。 

 

那  賀  ５  町  の  状  況   
区   分 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 

確認の具体的内容 

対象者 ４０歳以上 １９歳以上 ２０歳以上 ２０歳以上 ２０歳以上 

実施時期 

集団：６月 ６日間 

   ９月 ６日間 

   福祉センター 

個別：５月～１０月 

指定医療機関 

７月から９月 
１３地区 

７月～１０月 
 
＊ ヤング検診を含む 
（２０歳～３９歳） 

 

集団：５月、８月、９月 
５地区 
   
セット検診：１１月 
福祉センター 

集団：６月～８月 
４地区 
   
個別：６月～１１月 
指定医療機関 
 

検査項目 

問診、身体計測、理学的検査、

血圧測定、検尿、心電図検査、

血液検査 

問診、身体計測、理学的検査、

血圧測定、検尿、心電図検査、

血液検査 

問診、身体計測、理学的検査、

血圧測定、検尿、心電図検査、

血液検査 

問診、身体計測、理学的検査、

血圧測定、検尿、心電図検査、

血液検査、胸部、大腸 

セット検診：胃ガン、乳ガン 

問診、身体計測、理学的検査、

血圧測定、検尿、心電図検査、

血液検査 

基本検診 

自己負担 無料 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

対象年齢を２０歳以

上とし、実施時期及

び検査項目について

は合併時までに調整

する。なお、個別検

診の自己負担につい

ては合併時までに調

整する。 

対象者 

４０歳以上男女 
（胸部、胃、大腸） 

３０歳以上女性 
  （乳房、子宮） 

４０歳以上男女 
（胸部、胃、大腸） 

３０歳以上女性 
  （乳房、子宮） 

４０歳以上男女 
（胸部、胃、大腸） 

３０歳以上女性 
  （乳房、子宮） 

２０歳以上男女 
（胸部、胃、大腸） 

３０歳以上女性 
  （乳房、子宮） 

４０歳以上男女 
（胸部、胃、大腸） 

３０歳以上女性 
  （乳房、子宮） 

実施時期 

胸部・胃・大腸：基本検診と同
時実施 

乳房：１０月、１１月 
子宮：１年を通じて指定医療 

機関 

胃・大腸： ４月 
胸部・乳房：基本検診と 

同時実施 
子宮：１年を通じて指定医療 

機関 

胸部・胃・大腸：基本検診と 
同時実施 

乳房：６月、１１月 
子宮：１年を通じて指定医療 

機関 

胸部・大腸：基本検診と 
同時実施 

胃 ：４月、９月 
乳房：１０月、１１月 
子宮：１年を通じて指定医療 

機関 
（個別検診） 
胃：９月～１１月 

指定医療機関 
 

胸部・大腸・乳房：５月にセッ
ト検診 

胸部・胃・大腸：基本検診と 
同時実施 

子宮：１年を通じて指定医療 
機関 

（個別検診） 
胸部・胃：６月～１１月 

指定医療機関 
 

がん検診 

自己負担 無料 左に同じ 左に同じ 左に同じ 胃検診個別のみ２，０００円 

胸部、胃及び大腸の

対象年齢を４０歳以

上、乳房を３０歳以

上の女性、子宮を２

０歳以上の女性と

し、実施時期につい

ては合併時までに調

整する。 

なお、胸部個別検診

は廃止し、胃個別検

診の自己負担につい

ては合併時までに調

整する。 

対象者 ４歳未満 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

実施時期 ５月、６月、１１月 ７月、１月 ５月、１１月 ５月、１０月 ６月、９月、１２月、３月 
結核予防接
種 

自己負担 無料 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

結核予防法に基づき

実施する。 

対象者 １８歳以上 １９歳以上 ２０歳以上 ２０歳以上 ２０歳以上 

実施時期 基本検診と同時実施 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 
結核健康診
断 

自己負担 無料 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

対象年齢を１６歳以

上とし、実施時期に

ついては合併時まで

に調整する。 
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対象者 

平成９年以前で基本健康検診を

受診していない者。 

節目年齢者及び肝機能異常等あ
る者。 
 

節目年齢者及び肝機能異常等あ
る者。 
 

４０歳以上で過去に肝機能異常
を指摘された者、出血を伴う外
科 的 処 置 や 分 娩 を し た 者 
及びＧＰＴ要指導者年齢が節目
の者。 

４０歳以上の町民で過去肝炎ウ
イルス検査未受診者。 

実施時期 基本検診と同時実施 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

肝炎ウイル
ス検査 

自己負担 無料 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

国の実施要綱の基づ

き実施する。 

対象者 ４０歳、５０歳 年齢規定なし ２０歳以上 ２０歳 

実施時期 １１月 ８月から１１月 １１月 ８月、１１月 
骨粗鬆症検
診 

自己負担 無料 

未実施 

左に同じ 左に同じ 左に同じ 

合併後に調整する。 

対象者 ４０、５０、６０、７０歳 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

実施時期 １年を通じて指定医療機関 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 
歯周疾患検
診 

自己負担 無料 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

現行どおり実施す

る。 

対象者 全妊婦 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

実施時期 
１年を通じて指定医療機関 

妊娠中２回（前期・後期） 
左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 妊婦一般健

康診査 

自己負担 無料 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

現行どおり実施す

る。 

対象者 

４ヶ月、７ヶ月 

１歳７ヶ月 

３歳６ヶ月 

股関節１ヶ月～２ヶ月 

４ヶ月、７ヶ月 

１歳８ヶ月 

３歳８ヶ月 

４ヶ月、７ヶ月 

１歳８ヶ月～１０ヶ月 

３歳８ヶ月～１０ヶ月 

４ヶ月、７ヶ月 

１歳６ヶ月～８ヶ月 

３歳６ヶ月～８ヶ月 

股関節２ヶ月～３ヶ月 

４ヶ月、７ヶ月 

１歳８ヶ月 

３歳６ヶ月 

実施時期 

毎月 

股関節２ヶ月に１回 

毎月 

 

４ヶ月、７ヶ月 毎月 

１歳８ヶ月～１０ヶ月 年４回

３歳８ヶ月～１０ヶ月 年４回

４ヶ月、７ヶ月 毎月 

１歳８ヶ月～１０ヶ月 年４回 

３歳８ヶ月～１０ヶ月 年４回

股関節２ヶ月に１回 

毎月 

 

乳幼児健康
診査 

自己負担 無料 無料 無料 無料 無料 

対象年齢を４ヶ月、

７ヶ月、１歳６ヶ月前

後、３歳６ヶ月前後

とし、実施時期及び

回数については合併

時までに調整する。

なお、股関節検診は

廃止する。 

対象者 

三種混合 ３ヶ月～ 

麻  疹 １歳～ 

風  疹 １歳～ 

日本脳炎 ３歳～ 

インフルエンザ ６５歳以上 

三種混合 ４ヶ月～９０ヶ月 

麻  疹 １歳～９０ヶ月 

風  疹１歳１ヶ月～９０ヶ月

日本脳炎 ３歳～９０ヶ月 

インフルエンザ ６５歳以上 

三種混合 ６ヶ月～９０ヶ月 

麻  疹 １歳～９０ヶ月 

風  疹１歳１ヶ月～９０ヶ月

日本脳炎 ３歳～９０ヶ月 

インフルエンザ ６５歳以上 

三種混合 ６ヶ月～ 

麻  疹 １歳～ 

風  疹 １歳～ 

日本脳炎 ３歳～ 

インフルエンザ ６５歳以上 

三種混合 ４ヶ月～９０ヶ月 

麻  疹 １歳～９０ヶ月 

風  疹 １歳～９０ヶ月 

日本脳炎 ３歳～９０ヶ月 

インフルエンザ ６５歳以上 

実施時期 
１年を通じて指定医療機関 

インフルエンザ１０月～１２月
左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

予防接種 
（個別） 

自己負担 無料 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

予防接種法に基づき

実施する。 

対象者 

ポ リ オ ４ヶ月～９０ヶ月 

二種混合 小学６年 

日本脳炎 小学４年中学３年 

左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

実施時期 

ポ リ オ ４～５月 

９～１１月  

二種混合 ５～６月 

日本脳炎 ５～６月 

ポ リ オ ４～６月 

１０・１１月  

二種混合 ９～１０月 

日本脳炎 ６月 

ポ リ オ ５・６・１０・ 

１２月  

二種混合 ９～１０月 

日本脳炎 ６月 

ポ リ オ ４・９月 

  

二種混合 ９月 

日本脳炎 ５～６月 

ポ リ オ ４・１０月 

 

二種混合 ９月 

日本脳炎 ６月 

予防接種 
（集団） 

自己負担 無料 左に同じ 左に同じ 左に同じ 左に同じ 

予防接種法に基づき

実施する。 
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健康教育 病態別教室、結果説明会 高脂血症教室等 検診結果説明会、ヨーガ教室 病態別教室、健康講座ウオーキ

ングや体操、高齢者健康教室

等、個別健康教育 

病態別教室、結果説明会 

成

人 

健康相談 健康相談 成人健康相談 一般健康相談 健康相談 重点健康相談、一般健康相談 

妊婦教室 妊婦教室 沐浴教室 パパママ教室 妊婦教室・パパママ教室 妊婦教室 

乳幼児健

康相談 

離乳食指導、１０ヶ月児健康相

談、２歳６ヶ月児健康相談 

１０か月児健康相談、２歳６か

月児健康相談、乳幼児健康相談

すくすく相談、１１ヶ月健康相

談、１歳６ヶ月健康相談、２歳

６ヶ月健康相談 

２歳６ヶ月児健康相談 １０ヶ月健康相談、２歳６ヶ月

健康相談 

育児教室 離乳食教室、つどいの広場、親

子ヘルスアップ教室 

のびっこくらぶ マンマ教室（離乳食教室）、親

子教室（らっこくらぶ、なかよ

しくらぶ） 

育児教室、子育て教室（ひよこ

組、うさぎ組）、赤ちゃん広場

（ぷくぷく、たっち） 

子育てひろば 

発達相談 発達相談 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 

健康相談及

び健康教室 

母

子 

親子教室 親子教室（りす２歳児､どんぐ

り１歳児） 

親子教室 該当なし 該当なし 親子教室（のびのび教室） 

各種健康相談及び健

康教室については、

地域の特性を活か

し、住民の健康保持

と増進のため実施内

容、方法等を検討し

実施する。 

目  的 

地域に根ざした健康づくり諸施

策を企画、審議し、積極的に推

進することを目的とする。 

住民に密着した総合的健康づく

り対策及び老人保健法による保

健事業が円滑かつ効果的に進め

られるよう実施計画を審議企画

し積極的に推進することを目的

とする。 

住民に密着した総合的健康づく

り対策及び老人保健法による保

健事業が円滑かつ効果的に進め

られるよう実施計画を審議企画

し積極的に推進することを目的

とする。 

桃山町における健康づくりを推

進することを目的とする。 

貴志川町における健康づくりを

推進する。 

 

委 員 数 

及び 

構  成 

 

１３名 

町議会、町医師代表、歯科医師

代表、民生児童委員代表、区長

代表、婦人代表、老人代表、母

子保健推進員代表、食生活改善

推進員代表、紀の里農業協同組

合打田支所代表、打田町商工会

代表、学校関係代表、関係行政

機関の職員 

２０名以内（現在１８名） 
町議会、医療関係団体、地域組
織・事業所・学校関係・婦人会
代表・青年団・看護栄養関係・
関係行政関係  

１０名 
議会議長、医師会長、歯科医師
会会長、薬剤師会会長、町区長
会会長、JA 紀の里那賀支所
長、町 PTA 会長、町国保運営委
員長、町婦人会長、町保健推進
員会長  

１５名 
町議会、医療関係団体代表、地
域組織の代表者、事業所等の代
表者、学校関係の代表者、婦
人・青年の代表者、学識経験
者、その他、町長が適当と認め
る者 

１３名 
町議会・医療関係団体・地域組
織・学校関係・社協・婦人・青
年・老人 

健康づくり

推進協議会 

任   期 １年 ２年 ２年 ２年 当該組織の代表者の間 

新市において新たに

組織する。 

目  的 
町が実施する住民健診の推進を

図る 

員 数 及 

び 構 成 

町２３自治区に数名の健康づく
り推進員を置き、地区協議会を
組織し、地区ごとに代表者１名
を置く。 

健康づくり

推進員 

任   期 

未設置 未設置 母子保健推進員と兼務 母子保健推進員と兼務 

２年 

新市において新たに

推進員を置く。 

目  的 

健やかな子どもを生み育てるた

め、地域におけるサポート体制

の充実を図る。 

健やかな子どもを生み育てるた

め、地域におけるサポート体制

の充実を図る。 

保健推進員が連携して、母子保

健事業の充実を図るほか、住民

の健康づくりを推進するため積

極的かつ活発な地域活動を行

う。 

健やかな子どもを生み育てるた

め、地域におけるサポート体制

の充実を図る。 

貴志川町の母子保健事業の充実

を図るため、また、家庭での子

育てが孤立しないように、身近

な相談役として活動し、安心し

て子育てできる地域づくりをす

すめる。 

員  数 ４０名 ４６名 ４０名 ３０名 ３２名 

母子保健 

推進員 

 

任  期 ２年 ２年 ２年 ２年 ２年 

新市において新たに

推進員を置く。 
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目    的 

「知ろう！気づこう！健康の大

切さ！」をテーマに様々な健康

について見つめなおす機会とな

ることを目的とする。 

町民の健康に対する意識の高揚

を図る。 

「自分の健康は自分で守る」と

いう意識の啓発、健康に関する

啓発を図ることを目的とする。

桃山町保健福祉センターの活動

や健康や福祉に関係する各機関

を広く知ってもらうことを目的

とする。 

町民が健康について見つめなお

す機会とすることを目的とす

る。 

開催時期 １０月 １１月 １１月 １１月 １１月 

健康まつり 

開催内容 

歯みがきコーナー、母子保健推

進員コーナー、食生活改善推進

員コーナー、その他毎年設定を

変えて実施 

・健康コーナーとして実施・Ｈ

１４「食と健康」をメインテー

マとして実施（健康相談（保健

師）、血圧測定）・食生活改善

推進員による減塩味噌汁の無料

配布・薬剤師による薬の相談 

骨密度測定、血圧測定、健康相

談（保健師・栄養士）、体脂肪

測定、コンピューターによる健

康チェック、健康パネルの展

示、食生活推進員による試食コ

ーナー 

母子保健推進員コーナー、食生

活改善推進員コーナー、骨粗鬆

症健診、健康相談、ウォーキン

グ講座、保健所コーナー、障害

擬似体験、盲導犬、社協ふれあ

い広場、その他各種参加団体コ

ーナー多数 

骨密度測定と結果に基づいた健
康相談を実施 

健康まつりは合併時

に廃止する。ただ

し、新市においては

新たに健康啓発事業

を推進する。 
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協議第３３号  
 
 

各種事務事業（交通・防犯）の取扱いについて  
                 
 
  各種事務事業（交通・防犯）の取扱いについて、調整方針（案）を下記の
とおり提出する。  
 
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

 
記  

      
                                                                           
協 定 項 目  各種事務事業（交通・防犯）の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  総務財政部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

（１）新市に交通指導員会本部を設置し、旧町ごとに支部を設置す

る。また、交通指導員については現定数を新市に引き継ぐ。 
（２）交通安全策定会議は新市において設置し、交通安全計画を策

定する。なお、新計画ができるまでは現計画を引き続き運用す

る。 
（３）交通安全推進協議会及び交通安全母の会は新市において設立

する。 
（４）高齢者交通大学は合併年度をもって終了とする。ただし、新

市においては年齢にこだわらず充実した幅広い交通安全教育を

積極的に推進する。 
（５）チャイルドシート貸出事業は新市へ引き継ぐ。 
（６）生活安全推進協議会及び防犯自治会等は統合し、生活安全推

進協議会として新市において設立する。 
（７）防犯灯設置費補助金は貴志川町の例により補助する。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 

協 定 項 目 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目  交通・防犯の取扱い 調 整 課 

調整方針（案） 

（１） 新市に交通指導員会本部を設置し、旧町ごとに支部を設置する。また、交通指導員については現定数を新市に引き継ぐ。 

（２） 交通安全策定会議は新市において設置し、交通安全計画を策定する。なお、新計画ができるまでは現計画を引き続き運用する。 

（３） 交通安全推進協議会び交通安全母の会は新市において設立する。 

（４） 高齢者交通大学は合併年度をもって終了とする。ただし、新市においては年齢にこだわらず充実した幅広い交通安全教育を積極的に推進する。 

（５） チャイルドシート貸出事業は新市へ引き継ぐ。 

（６） 生活安全推進協議会及び防犯自治会等は統合し、生活安全推進協議会として新市において設立する。 

（７） 防犯灯設置費補助金は貴志川町の例により補助する。  
 

那  賀  ５  町  の  状  況  

 項 目 打 田 町 粉 河 町 那 賀 町 桃 山 町 貴 志 川 町 
調整の具体的内容 

定 数 １５名 ２０名以内 １０名 
特に定めていない 

８名（平成１５年度末） 
１６名以内 

任 期 ２年 ２年 ２年 ２年 ２年 

交通指導員

会及び交通

指導員 

報酬 

（費用弁償） 
出動手当 ８００円／１回 出動手当 １，０００円／１回

会長、副会長、指導員 

 ２６，０００円／年 

指導員 １２，０００円／

年 

出動手当 ８００円／１回 

会長 ５６，０００円／年 

副会長、指導員  

      ４８，０００円／年 

新市に交通指導員会本

部を設置し、旧町ごと

に支部を設置する。ま

た、交通指導員につい

ては現定数を新市に引

き継ぐ。 

名 称 打田町交通安全対策会議 粉河町交通安全対策会議 那賀町交通安全対策会議 桃山町交通安全対策会議 貴志川町交通安全対策会議 

目 的 

① 町交通安全計画を作成し、

その実施を推進すること 

② 町の区域における陸上交通

の安全に関する総合的な施策

の企画に関して審議し、その

施策の実施を推進すること 

左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 

委員数 

及び 

構 成 

８名 

① 町長 

② 県の内部の職員のうちか

ら町長が委嘱する者 

③ 県警察の警察官のうちか

ら町長が委嘱する者 

④ 部内の職員のうちから町

長が指名する者 

⑤ 教育委員会の教育長及び

教育次長 

１１名 

① 町長 

② 国の関係地方公共団体の職

員のうちから町長が任命する

者 

③ 県の那賀郡出先機関の職員

のうちから町長が任命する者 

④ 県警察の警察官のうちから

町長が任命する者 

⑤ 町職員のうちから町長が指

名する者 

⑥ 教育委員会の教育長 

７名 

① 町長 

② 県の内部の職員のうちから

町長が委嘱する者 

③ 県警察の警察官のうちから

町長が委嘱する者 

④ 部内の職員のうちから町長

が指名する者 

⑤ 教育委員会の教育長 

６名 

① 町長 

② 県の内部の職員のうちか

ら町長が任命する者 

③ 県警察の警察官のうちか

ら町長が任命する者 

④ 部内の職員のうちから町

長が指名する者 

⑤ 教育委員会の教育長 

７名 

① 町長 

② 県の内部の職員のうちか

ら町長の依頼により那賀振

興局長が指名する者 

③ 県警察の警察官のうちか

ら町長の依頼により岩出警

察署長が指名する者 

④ 部内の職員のうちから町

長が指名する者 

⑤ 教育委員会の教育長及び

教育次長 

町 
 
 
 
 
 
別 
 
 
 
 
 
内 
 
 
 
 
 
容 

交通安全対

策会議 

交通安全計画 
第７次策定 

平成１３年度～１７年度 

第７次策定 

平成１３年度～１７年度 

第７次策定 

平成１３年度～１７年度 

第７次策定 

平成１３年度～１７年度 

第７次策定 

平成１３年度～１７年度 

交通安全策定会議は新

市において設置し、交

通安全計画を策定す

る。なお、新計画がで

きるまでは現計画を引

き続き運用する。 
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名 称 
打田町交通事故をなくする町

民運動推進協議会 
粉河町交通安全推進協議会 那賀町交通安全推進協議会 桃山町交通安全推進協議会 貴志川町交通安全推進協議会

活動内容 

打田町における交通事故を

なくする運動を推進するた

め、春と秋の交通安全運動期

間中の街頭啓発を行ってい

る。その他、広報誌への掲

載、防災行政無線での啓発、

のぼりの掲出などを利用した

広報活動を実施するなど、交

通安全の普及啓発を図ってい

る。 

春と秋の交通安全運動期間中

の街頭啓発、その他保育所・小

学校を中心に交通安全教室を開

催する等、交通安全の普及啓発

を行っている。 

春と秋の交通安全運動期間の

初日に、街頭啓発を行ってい

る。その他、町広報紙への掲

載、防災行政無線や広報車、の

ぼり等を利用した広報啓発活動

も行っている。また､警察の協

力のもと、交通安全教室を開催

し、交通安全の普及啓発を図っ

ている。 

桃山町において交通事故

を無くする運動を推進する

ため、春と秋の交通安全運

動期間中の街頭啓発を行っ

ている。その他、広報誌で

の啓発、防災行政無線での

啓発、のぼりの掲出などを

利用した広報啓発活動も行

っている。 また、警察の

協力のもと、保育所、小中

学校、高齢者等を中心に交

通安全教室等を開催し、交

通安全の普及啓発を図って

いる。 

交通安全運動期間中の街頭

啓発を始め、交通安全広報活

動として、広報紙への掲載、

防災行政無線での啓発、広報

車両を使用しての広報、のぼ

り・懸垂幕を使用しての広報

啓発活動を行っている。又、

警察の協力のもと交通安全教

室を開催し、交通安全の普及

啓発を図っている。 

加盟団体数 ２０団体 １８団体 １０団体 ５団体 ５団体 

交通安全推

進協議会 

任 期 １年 ２年 １年 ２年 ２年 

交通安全推進協議会は

新市において設立す

る。 

 

名 称 打田町交通安全母の会 粉河町交通安全母の会 那賀町交通安全母の会 桃山町交通安全母の会 貴志川町交通安全母の会 

活動内容 

春・秋の全国交通安全運動に

おける街頭啓発活動。 

春・秋の全国交通安全運動にお

ける街頭啓発活動。 

春・秋の全国交通安全運動にお

ける街頭啓発、交通安全教室で

の指導、町内カーブミラー周辺

の美化活動。中学校新入学児童

に対する啓発物資の配布、ヘル

メット着用指導活動。 

春・秋の全国交通安全運動

期間中の街頭啓発。マイカ

ー点検の講習会を実施。 

春、夏の交通安全運動期間中

の街頭啓発活動や広報車を使

用しての交通安全啓発広報の

実施、警察の協力のもと保育

所、小学校での交通安全教室

を実施。 

交通安全母

の会 

組織・規模 

会長１名（婦人会会長が兼

務）を中心として婦人会構成

員４２５名にて構成。 

会長１名（婦人会会長が兼務）

を中心として婦人会構成員８５

名にて構成。 

会長１名（婦人会会長が兼務）

を中心に小学校学区（３学区）

毎に役員若干名を置き、婦人会

構成員１３５名により構成され

ている。 

桃山町婦人会が兼ねてい

る。（会員数 ５４名） 

会長１名４地区に１名～２名

の代表者を置く。（組織とし

ては、会員として明確に指定

していないが、活動毎に各代

表者が呼びかけを行い人員を

集めている） 

交通安全母の会は新市

において設立する。 

 

高齢者交通大学 

未実施 未実施 
那賀町ふれあい交通大学 

年間受講回数 ５～６回 

桃山町交通大学 

年間受講回数 ５～６回 
未実施 

高齢者交通大学は合併

年度をもって終了とす

る。ただし、新市にお

いては年齢にこだわら

ず充実した幅広い交通

安全教育を積極的に推

進する。 

 

チャイルドシート貸出事業 

未実施 未実施 未実施 未実施 

貸出期間  ３ヶ月以内 

（延長可能） 

費  用  無 料 

対 象 者 養育又は保護する

６歳未満の幼児を乗車させ

自動車を運転する必要のあ

る者。 

チャイルドシート貸出

事業は新市へ引き継

ぐ。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



名  称 打田町生活安全推進協議会 粉河町生活安全推進協議会 那賀町生活安全推進協議会 桃山町生活安全推進協議会 貴志川町生活安全推進協議会

活動内容 

岩出警察署との合同による少

年補導。自転車等盗難防止街

頭啓発。暴追大会への参加

等。 

町の生活安全に関し問題提起す

る等。 

犯罪及び事故等の現状把握、生

活安全対策の協議、町長の諮問

に対する調査、審議、報告。 

犯罪、事故等の現状把握 

生活安全対策に関する事項

の協議町町に対する意見陳

述。            

地域安全活動期間中、町民総

合体育祭に参加し、会場内に

おいてチラシ等を配布するな

ど防犯啓発活動を実施する

他、町内の各駅において電車

利用者に対しチラシ等を配布

し自転車、単車の盗難防止を

呼びかける活動を実施する。

また、夏休み期間中は、関係

機関と連携し夜間の街灯補導

活動。 

定   数 ２１名以下 ２０名以内 ２０名以内 １７名以内 ３０名以内 

任  期 ２年 １年 ２年 ２年 ２年 

生活安全推

進協議会 

報  酬 

（費用弁償） 
３，０００円／１回 なし なし ６，０００円／年 １５，０００円／年 

名  称 粉河町防犯自治会 
那賀町防犯自治会 

那賀町暴力追放推進協議会 
桃山町暴力追放推進協議会 

活動内容 

防犯活動の推進。暴力排除活動

事件・事故の未然防止。関係官

公署との情報交換及び協力。 

防犯活動の推進。暴力排除活動

事件・事故の未然防止。関係官

公署との情報交換及び協力。 

暴力追放に関する住民意識の

高揚。暴力追放に関する情報

の交換。          

定  数 ６７名 ２８名 ２９名 

任  期 なし １年 ２年 

防犯自治会 

報  酬 

（費用弁償） 

生活安全推進協議会が活動を

兼ねている 

なし なし 
報償費 謝礼 ６，０００

円 

設置していない 

生活安全推進協議会及

び防犯自治会等は統合

し、生活安全推進協議

会として新市において

設立する。 

 

防犯灯設置費補助金 
新設  ６，０００円／灯 

改良  ３，０００円／灯 

 

電灯代（年間） 

８００円／灯 

 

新設 全額 

新設ポール有 

 ２０，０００円／灯 

新設ポール無 

   １０，０００円／灯 

 

新設 ２０，０００円／灯 

改修  ７，０００円／灯 

 

電灯代（年間） 

 １，０００円／灯  

新設ポール有 

 ５０，０００円／灯 

新設ポール無 

   ２５，０００円／灯 

 

防犯灯設置費補助金は

貴志川町の例により補

助する。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認） 



協議第３４号  
 
 

各種事務事業（人権施策）の取扱いについて  
                 
 
  各種事務事業（人権施策）の取扱いについて、調整方針（案）を下記のと
おり提出する。  
 
 
 
      平成１６年８月２６日提出  
 
 
                                        那賀５町合併協議会 
                                        会  長 服 部  一  
 

 
記  

      
                                                                           
協 定 項 目  各種事務事業（人権施策）の取扱いについて  
項 目 区 分  その他の協定項目  
担 当 部 会  住民保健福祉部会  
事  務  局  調整課  

調整方針（案）  

人権施策の取扱いについては、次のとおりとする。 
（１）人権擁護委員は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
（２）人権啓発市町村事業は、現行どおり新市に引き継ぎ、実施計

画は新市において策定する。 
（３）人権教育・啓発基本計画は、新市において策定するものとす

る。 
（４）人権教育・啓発を進めるための組織については、合併時に新

市人権推進委員会（仮称）として再編する。 
（５）差別事象処理組織については、合併時に再編する。 
（６）住宅新築資金等貸付金償還事務については、現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。 

 
平成１６年  月  日 確認  

 



那 賀 ５ 町 合 併 協 議 会  協 議 事 項 確 認 内 容 
協 定 項 目 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 人権施策の取扱い 調整課 

調整方針（案） 

人権施策の取扱いについては、次のとおりとする。 
（１） 人権擁護委員は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
（２） 人権啓発市町村事業は、現行どおり新市に引き継ぎ、実施計画は新市において策定する。 
（３） 人権教育・啓発基本計画は、新市において策定するものとする。 
（４） 人権教育・啓発を進めるための組織については、合併時に新市人権推進委員会（仮称）として再編する。 
（５） 差別事象処理組織については、合併時に再編する。 
（６） 住宅新築資金等貸付金償還事務については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 

 
 

那 賀 ５ 町 の 状 況 
区 分 

打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 
調整の具体的内容 

委員数 人権擁護委員 ４名 人権擁護委員 ５名 人権擁護委員 ５名 人権擁護委員 ３名 人権擁護委員 ４名 

任期 ３年 同左 同左 同左 同左 

人権擁護委員 

委嘱の方法 

町長が町議会の意見を聞いて､

その住民の中から人格識見が高

く、広く社会の実情に通じ人権

擁護について深い理解のある人

を候補者として推薦し、これを

受けた法務大臣は、上記の候補

者について更に弁護士会及び和

歌山県人権擁護委員連合会に意

見を求めた上で委嘱する。 

同左 同左 同左 同左 

人権擁護委員は、現行のとお

り新市に引き継ぐものとす

る。 

講演会・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑ等開催事業 

人権啓発講演会開催 

(教育委員会主催) 

人権啓発講演会開催 

(人権のつどい) 

人権啓発講演会開催 

（教育委員会と協賛） 
講演会等 パネルの展示 

人権学習の一つとして人権ミ

ュ－ジカルを実施し、音楽や劇

を通じて人権意識の高揚と人

権が尊重される町づくりのた

め人権学習会を開催 

地域別学習会等

開催事業 

１１月～１２月に全町民を対

象とした人権の夕べ（地区懇）

を町内全域において実施 

―― 教育委員会で実施 
人権推進委員及び役場職員を

対象に実施 

町民の人権意識の高揚を図る

ため、４地区に分けて地区別学

習会を開催 

リーダー養成事

業 

人権委員・議員及び役場職員を

対象に３回程度研修会を実施 

リーダー養成 

（ふれあい人権フェスタに参

加及び町単独で年２回研修会

開催） 

研修会等の実施 人権推進委員研修の実施 ―― 

街頭啓発・企業

啓発等事業 

人権を考える強調月間中にＪ

Ｒ打田駅ほか町内４か所で街

頭啓発を実施 

人権を考える強調月間におい

て街頭啓発実施 

人権を考える強調月間におい

て人権啓発活動を実施 

人権を考える月間において街

頭啓発実施 （町内企業及び事

業所６１か所） 

人権を考える強調月間、１２月

の人権週間に懸垂幕やのぼり

を立て、人権啓発を行う。 

人権啓発市町村

事業 

啓発資材作成事

業 

懸垂幕・のぼり等を作成し、推

進月間等を周知徹底する。 

人権啓発資材作成 

（小、中学生から人権啓発標語

及びポスター等募集） 

懸垂幕、のぼり、タスキ、物資

等購入 

人権啓発標語の募集 

ノボリ･懸垂幕の作成 

人権尊重カレンダー作製（標語

入り） 

啓発物資として標語入りカイ

ロ、入浴剤、ティッシュなど作

成し、駅頭・街頭啓発時に配布

人権啓発市町村事業は、現行

どおり新市に引き継ぎ、実施

計画は新市において策定す

る。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



 
那 賀 ５ 町 の 状 況 

区 分 
打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 

調整の具体的内容 

名称 人権教育のための国連１０年打

田町行動計画 未策定 左記に同じ 左記に同じ 左記に同じ 

策定年月 平成１５年３月     
人権教育・啓発 
基本計画 

計画の要旨 

町民一人ひとりが人権尊重の精

神を身につけ、人権が尊重され

るまちをつくるために必要な今

後の施策の方向を示す。 

    

人権教育・啓発基本計画は、

新市において策定するものと

する。 

名称 打田町人権委員会 粉河町人権推進委員会 那賀町人権委員会 桃山町人権推進委員会 貴志川町人権推進委員会 

設置年月日 平成14年8月9日 平成14年 6月19日 平成14年 10月 10日 平成14年 8月1日 平成14年 7月6日 

目的 

人権問題の本質を正しく理解

し、その認識に立って、あらゆ

る人権問題の抜本的解決を図

るため、現実に即した新たな実

践活動と、将来の展望に立った

総合的な施策の実施を促進す

る運動を積極的に展開するこ

とにより、基本的人権がすべて

の人々に保障され、差別のない

真の民主的な社会の実現に寄

与する。 

人権問題の本質を正しく理解

し、その認識に立脚して、人権

問題の抜本的解決を図るため、

現実に即した実践活動と将来

の展望に立った総合対策の実

施を促進する運動を展開する。

人権問題の抜本的解決を図る

ため、現実に即した実践活動と

将来の展望に立った総合対策

の実施促進運動の展開を行う。

人権問題の本質を正しく理解

し、その認識に立脚して、穏健

かつ中正な手段方法により住

民意識の高揚を図り、現実に即

した人権問題の解決に向けた

実践活動が展開されることを

目的とする。 

人権問題の本質を正しく理解

し、その認識に立脚して、人権

問題の抜本的解決を図る。基本

的人権の確立と明るい民主的

社会の確立を目指す。 

活動内容 

・ 人権教育啓発運動に関する

こと 

・ 人権推進事業に対する協力

及び意見具申等に関するこ

と 

・ 差別事件の処理に関するこ

と 

・ 人権擁護及び相談に関する

こと 

・ 人権問題の調査研究に関す

ること 

・ 委員相互の研修に関するこ

と 

・ 関係諸団体との連携協調に

関すること 

・ その他必要なこと 

・ 人権問題の調査研究に関す

ること 

・ 人権行政の企画立案及び事

業実施に対する協力、意見

具申等に関すること 

・ 差別事象の処理に関するこ

と 

・ 人権擁護相談に関すること

・ 人権啓発運動に関すること

・ 委員相互の研修に関するこ

と 

・ 関係団体との連携強調に関

すること 

・ その他必要なこと 

・ 人権問題の調査研究に関す

ること 

・ 人権行政の企画立案及び事

業実施に対する協力、意見

具申等に関すること 

・ 人権侵害の調査、報告に関

すること 

・ 人権擁護相談に関すること

・ 人権啓発運動に関すること

・ 委員相互の研修に関するこ

と 

・ 関係機関との連携強調に関

すること 

・ その他必要なこと 

              

・ 講演会の開催 

・ 委員会研修 

・ 街頭啓発 

・ 企業啓発 

・ 人権啓発標語募集 

・ 啓発資材作成 

・ 人権啓発活動に関すること

・ 人権問題の調査に関するこ

と 

・ 人権問題の処理に関するこ

と 

・ 委員相互の研修に関するこ

と 

・ その他人権問題に関するこ

と 

① 地区別人権学習会の実施 

② 交流会の実施 

③ 研修会の実施 

④ 人権啓発活動 

⑤ 人権擁護・相談 

 

５部会に別れ部会別活動を行

う。 

役員構成 

会長  １名 

副会長 ２名 

理事 １０名 

監事  ２名 

会長  １名 

副会長 ２名 

理事  ３名 

監事  ２名 

会長  １名 

副会長 １名 

理事  ３名 

監事  ２名 

会長  １名 

副会長 １名 

 

 

会長  1名 

副会長 ４名 

理事  ５名 

監事  ２名 

人権教育・啓発を 
進めるための組織 

委員数  ３０名  ３８名  ３０名  ２０人 ５０名 

人権教育・啓発を進めるため

の組織については、合併時に

新市人権推進委員会（仮称）

として再編する。 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



 
那 賀 ５ 町 の 状 況 

区 分 
打田町 粉河町 那賀町 桃山町 貴志川町 

調整の具体的内容 

名称 打田町差別事件処理委員会 粉河町人権推進員会 

那賀町人権侵害調査委員会  

（「那賀町人権委員会」の内部組

織としての位置づけ） 

桃山町人権推進委員会人権問題

処理部会 
貴志川町差別事件処理委員会 

設置年月日 平成１４年８月１日 平成１４年６月１９日 平成１４年１０月１５日 平成１４年８月1日 平成１４年１０月１日 

目的 

差別事件の確認、調査、処理、報

告等を行いあらゆる人権問題の

解決を目的とする｡ 

人権問題の本質を正しく理解し、

その認識にたって人権問題の抜

本的解決を図るとともに、明るい

民主的な町づくりを進める。 

人権問題の本質を正しく理解し、

人権侵害の解決をめざす。 

人権問題の正しい理解と様々な

人権侵害に係る問題のうち、私人

の間における誹謗，中傷、忌避、

排除及び身体的攻撃等の事件が

生じたときその問題の解決を図

るとともに明るい民主的な町づ

くりを推進するため 

差別事件が起きたとき、問題の解

決に取り組む組織として差別事

件処理委員会を設置する。 

活動内容 差別事件の確認・調査・処理・報

告等 

差別事象の処理及びその処理に

関する調査、研究、資料収集 

人権侵害に関する調査研究と資

料収集 

町長及び人権委員会への報告 

町の区域において差別事件が発

生した場合、その事実を確認し関

係機関と連携し処理を行う。 

委員は町長から委任を受け、差別

事件の確認、調査、処理、報告等

を行いあらゆる人権問題の解決

を図る。 

役員構成 

・ 会長は、助役をもって充てる。

・ 副会長は、教育長をもって充

てる。 

・ 委員は、人権委員会正副会長

及び役場関係課長 

・ 人権推進委員会から理事６名

・ 住民課長、及び各課の担当課

長（差別事象別に担当課長が

参加、必要に応じて学識経験

者の参加可） 

・ 人権委員会から役員５名 

・ 人権啓発協議会（庁内組織）

から５名程度（必要に応じ学

識経験者も可） 

・ 部会長1名 

・ 副部会長1名 

・ 人権推進委員の中から６名 

・ 住民課長及び必要に応じ関係

各課室の長の職にある者 

・ 会長は助役 

・ 副会長は教育長 

・ 役場関係課長、人権推進委員

会会長及び副会長 

差別事象処理

組織 

委員数 １３名 ７名（他に各担当課長６名） １０名程度 
８名と必要に応じ行政の関係各

課室長 
１５名 

差別事象処理組織につ

いては、合併時に再編す

る。 

貸付業務 平成 7年をもって貸付業務終了 
最終償還年度は平成 26年度 該当なし 平成 8年をもって貸付業務終了 

最終償還年度は平成 36年度 
平成 8年をもって貸付業務終了 
最終償還年度は平成 33年度 該当なし 

貸付件数 

住宅新築資金(国) 
住宅新築資金(県) 
住宅改修資金 
宅地取得資金 

計 

126件 
92件 
85件 
17件 

320件 

 

住宅新築資金(国) 
住宅新築資金(県) 
住宅改修資金 
宅地取得資金 

計 

478件 
424件 
253件 
449件 

1,604件 

住宅新築資金(国) 
住宅新築資金(県) 
住宅改修資金 
宅地取得資金 

計 

37件 
55件 
4件 
3件 

99件 

 

貸付金額  1,030,600,000円  5,359,084,000円 358,000,000円  

償還金総額  1,152,404,951円  6,569,571,777円 408,350,975円  

未償還額 
(滞納分除く) 

176,597,000円 
(利子含まず。)  438,754,084円 28,318,684円  

滞納総額  53,668,003円  531,172,637円 11,232,469円  

住宅新築資金

等貸付金償還

事務 
（平成 15 年
度末現在） 

起債残高  123,355,000円  666,871,000円 40,996,535円  

住宅新築資金等貸付金

償還事務については、現

行のとおり新市に引き

継ぐものとする。 

 

                   那賀５町合併協議会（第  回協議会［平成１６年  月  日］確認 

 



 
第７回協議会の開催について  

 
 
 
 第７回協議会の開催（案）  
 
 
 
  ・日 時   平成１６年９月３０日（木）午後１時３０分から  
 
 
  ・場 所   那賀町総合センター １階 大会議室  
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